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第１ 総 則 

1-1 目的 

この要領は、東日本高速道路株式会社（以下「会社」という。）が締結した工事、調

査、設計、測量、試験及び研究（以下「工事等」という。）の請負契約の履行の監督に

関する事務等の一部を委託契約により第三者に実施させる場合の契約事務の取扱いに

ついて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

1-2 用語の定義 

この要領において．次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

1）契約責任者とは、東日本高速道路株式会社契約規程（平成 24 年 12 月 6 日年東日

本高速道路株式会社規程第 23 号。以下「規程」という。）第 3 条に

規定する契約責任者をいう。 

2）施工管理業務とは、契約の履行に関する監督及び検査要領（令和 3 年 3 月 30 日付

東高総調第 467 号東高技管第 67 号。以下「契約の監督検査要領」

という。）第 6 条の規定により、会社が締結した工事等の請負契約

の履行の監督に関する事務等を行う業務をいう。 

 

1-3 他の規定等との関係 

施工管理業務の契約事務の取扱いについては、この要領に定めるもののほか、規程、

契約規程実施細則（令和 2 年 8 月 31 日年東日本高速道路株式会社細則第 3 号。以下

「細則」という。）によるものとする。 

 

第２ 調達の方法 

2-1 調達の方法 

契約責任者は、施工管理業務の調達の方法は、次のいずれかに該当する方式で行う

ものとする。 

1）競争契約による調達手続き 

2）随意契約による競争手続き 

 

2-2 競争契約による方法 

契約責任者は、次に示す事項に該当する場合は、競争契約による調達手続き（本要領

第 2 編「競争契約」）を行うものとする。 

1）新規に施工管理業務を行う場合 

2）継続中の施工管理業務の事前評定（本要領第 3 編「成績評定」8-2）の結果、競争

契約を行うこととした場合 

3）本編 2-3 の随意契約の手続き中において競争契約を行うこととした場合 

 

2-3 随意契約による方法 

契約責任者は、次に示す事項に該当する場合は、随意契約による調達手続きを行う

ものとする。 

1）継続して施工管理業務を行う必要があり、現に契約中の施工管理業務の事前評定

（本要領第 3 編「成績評定」8-2）の結果、随意契約を行うこととした場合（本要

領第 4 編「継続契約」） 

2）新規に施工管理業務を行う場合で、競争に付しても応募者が無い等で入札が不成

立となり、通常の調達手続きを行う時間的余裕がない場合（契約事務処理要領第

５条第２項） 
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2-4 契約期間 

1）契約責任者は、施工管理業務の契約期間は、原則として 12 カ月を限度とする。た

だし、本要領第 5 編「複数年契約」第２「対象業務」に該当する場合は、この限りとし

ない。  

 2）契約責任者は、競争契約による調達手続きの入札不調対策の一環として、参加

希望者の技術者の配置計画を踏まえた柔軟な対応が出来るものとする。その際、発注

者の定める業務開始期間内に管理技術者を配置した日を契約期間の開始日とすること

が出来る。 

 

第３ 契約図書等の配布 

3-1 競争契約の場合 

契約責任者は、本要領第 2 編「競争契約」において手続開始の公示をしたときは、す

みやかに以下に示す図書を競争参加希望者に交付すること。 

1）交付する図書 

①手続開始の公示・・・本要領第 2 編「競争契約」による 

②標準契約書案（書式 1） 

③見積者に対する指示書（書式 2） 

④施工管理業務共通仕様書（書式 3） 

⑤特記仕様書 

⑥金抜設計書 

⑦その他必要な設計図書等 

⑧手続開始公示説明書 

2）交付期間 

手続開始の公示の日から本要領第 2 編「競争契約」に定める参加表明書の受付期間の

最終日まで。 

3）配布方法 

契約図書を当社ホームページに掲載して配布することを原則とする。ただし、契約責

任者が必要と認める場合は、契約担当部署において有償または無償で直接配布するこ

とができる。 

 

3-2 随意契約の場合 

契約責任者は、本要領第 4 編「継続契約」により業務実施体制資料の提出依頼をし

たとき、または随意契約を行う場合は、すみやかに以下に示す図書を見積者に配布す

ること。 

1）配布する図書 

①業務実施体制資料の提出依頼・・・本要領第 4 編「継続契約」による 

②標準契約書案（書式 1） 

③見積者に対する指示書（書式 2） 

④施工管理業務共通仕様書（書式 3） 

⑤特記仕様書 

⑥金抜設計書 

⑦その他必要な設計図書等 

2）配布方法 

直接配布（ただし、見積者から請求があった時は郵送すること） 
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第４ 契約等に係る見積手続・履行手続 

4-1 見積手続の取扱 

4-1-1 契約制限価格 

1）契約責任者は、規程第 8 条及び細則第 17 条の規定に基づき、次の各号に定める順

により、契約制限価格を決定すること。 

①実施担当部署の長は、設計書等に基づき、「契約制限価格書（様式 1）」の内訳を作

成のうえサインまたは押印し、契約担当部署の長に提出すること。 

②契約担当部署の長は、提出を受けた契約制限価格書の内訳等を確認のうえサインま

たは押印し、契約責任者に提出すること。 

③契約責任者は、提出を受けた契約制限価格書を確認し、必要な修正等をしたうえで

サインまたは押印し、封かんすること。 

2）契約責任者は、契約担当部署の長に対し、1）により作成した契約制限価格書を他

に漏れないよう、『契約情報管理要領(平成 26 年 12 月 25 日付東高総調第 326 号)』

の定めに基づき、厳重に保管させること。 

4-1-2 見積 

1）契約責任者（見積執行者）は、以下に示す方法により、見積を執行することができ

る。 

見積方法 概  要 

紙 見積者に対し、「見積書（様式 2）」を、見積執行の日時及び場所に持参

のうえ、見積執行者の提示により入札箱に投入するよう求める方法、

または契約責任者が指定する日（例えば開札日の前日など）に持参し

て提出するよう求める方法 

郵送 

見積者に対し、「見積書（様式 2）」を、契約責任者が指定する日までに

必着として、書留郵便等（書留郵便若しくは信書便）により提出する

よう求める方法 

 

4-1-3 開札 

1）契約責任者（見積執行者）は、細則第 23 条の規定に基づき、手続開始の公示また

は見積依頼に示した開札執行の場所において、時間厳守のうえ開札を執行するこ

と。ただし、見積者の責によらない特別の事情がある場合を除く。 

2）契約責任者（見積執行者）は、見積者に対し開札への立会いを求めて、開札を執行

すること。 

4-1-4 再度見積 

1）契約責任者（見積執行者）は、本編 4-1-3 の 1)に基づく開札執行の結果、契約制

限価格の制限の範囲内に達した見積が無い場合は、直ちに、または別に日時を定

めたうえで、再度の見積を執行することができる。 

2）契約責任者（見積執行者）は、1)の規定により直ちに再度見積を執行する場合に、

当該開札に立会わない見積者があるときは、当該見積者を再度見積の辞退者とみ

なすこと。 

3）上記 1）に規定する再度見積の回数は制限しない。 

4-1-5 見積の辞退 

1）契約責任者（見積執行者）は、見積を辞退しようとする見積者がいる場合は、見積

の執行前の辞退書（様式 3）の提出により、見積の辞退を認めること。 

2）契約責任者（見積執行者）は、見積者が提出もしくは投入した見積書に辞退の意思

表示を記載している場合は、当該見積書を辞退書として取扱うこと。 

4-1-6 見積書等の提出もしくは投入後の禁止事項 
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1）契約責任者（見積執行者）は、細則第 22 条の規定に基づき、開札の前後を問わず、

見積者が見積書を提出もしくは投入した後は、引換え、変更または取消を認めて

はならない。 

2）契約責任者（見積執行者）は、見積者が見積書を提出もしくは投入した後は、その

者の見積の辞退を認めてはならない。ただし、提出もしくは投入された見積書に

辞退の意思表示が記載されている場合はこの限りでない。 

4-1-7 見積の無効 

1）契約責任者（見積執行者）は、細則第 24 条に規定する見積は無効とすること。 

2）契約責任者は、契約の相手方決定後に契約の相手方が無効の入札を行っていたと

認めた場合は、その決定を取消すこと。 

4-1-8 契約の相手方の決定方法 

1）契約責任者は、当初見積または再度見積にかかる開札執行の結果、契約制限価格

の制限の範囲内において有効な見積をした者のうちから、細則第 26 条の規定に基

づき、自動落札方式により、契約の相手方を決定すること。 

2）契約責任者は、プロポーザル方式による場合で見積者が契約制限価格の制限の範

囲内での有効な見積を行わず、当該見積者を契約の相手方として決定しなかった

ときは、当該見積者を除く他の技術提案書の提出者から、契約の相手方を決定す

ることができる。 

4-1-9 契約の相手方に対する監督員等の通知 

1）契約責任者は、契約の相手方決定後すみやかに、契約の相手方に対し、委託契約書

に基づき、監督員の氏名その他必要な事項について、「監督員等通知書(様式 5)」

により通知を行うこと。 

2）契約責任者は、契約情報公表要領（平成 31 年 3 月 20 日付東高総調第 511 号東高

建管第 100 号）に定めるところに従い、契約の相手方決定後すみやかに、「見積状

況調書（様式 4）」を作成すること。 

4-1-10 契約保証 

1）契約責任者は、規程第 10 条及び細則第 46 条に規定する契約保証(履行ボンド)に

ついて、契約制限価格が 250 万円を超える契約の場合は『入札・履行ボンド要領』

の定めに基づき、契約の相手方から提出を求めること。 

2）求める契約保証の付保割合は、契約金額（当該業務委託料：税込み）の 10 分の 1

以上とすること。 

 

4-2 委託契約書 

4-2-1 委託契約書の作成 

1）契約責任者及び契約の相手方は、書式 1（施工管理業務委託契約書）により委託契

約書（以下「契約書」という。）を作成のうえ、記名押印すること。 

2）契約責任者は、施工管理業務を電子契約の対象契約として選定することができる。

契約責任者は、電子契約の対象契約として選定した契約について、契約の相手方

と協議し、同意を得た場合は、電子契約により契約書を作成することとし、その旨

を手続開始の公示等に記載すること。 

3）契約責任者は、2）について契約の相手方の同意が得られない場合は、紙媒体によ

り契約書を作成すること。 

4）契約責任者及び契約の相手方は、1）の契約書の作成について、契約の相手方の決

定の日の翌日から 30 日（休日を含む）以内に行うこと。 

5）契約責任者は、契約の相手方が正当な理由なく契約書に記名押印しない場合、ま

たは契約責任者が必要と判断して契約書に記名押印しない場合は、委託契約は無

効として成立しない。 
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6）契約責任者は、5）により契約が成立しない場合は、その理由を付して契約の相手

方に通知すること。 

4-2-2 契約書に綴じ込む図書 

1）契約責任者は、本編 4-2-1 に基づき契約書を作成するにあたり、次の各号に示す

図書を契約書に綴じ込むこと。 

①見積者に対する指示書 

②特記仕様書 

③設計図書等 

④その他必要な図書 

2）契約責任者は、電子契約により契約書を作成する場合は、1）に定める図書を電磁

的記録に変換すること。ただし、電磁的記録に変換することが困難である図書に

ついては、別途、紙媒体により作成すること。 

 

4-3 契約の履行の監督 

規程第 11 条及び細則第 52 条に規定する監督の方法については、本要領第 6 編「監

督及び検査」により定める。 

 

4-4 監督員の配置 

1）契約責任者は、契約の履行の監督（以下「監督」という。）を行わせるため、契約

ごとに監督員を配置する。 

2）契約責任者は、前項に基づき監督員を配置したときは、契約の相手方に対し、その

氏名ほか必要な事項を「監督員等通知書(様式 5)」に記載して通知すること。 

3）業務に関する監督について契約責任者が有する権限のうち、契約責任者が監督員

に対し委任する権限の範囲を、「施工管理業務共通仕様書（書式 3）」（以下「共通

仕様書」という。）において定める。 

 

4-5 管理技術者の配置要請 

契約責任者は、契約の相手方に対して、契約書及び共通仕様書の定めるところによ

り、契約の履行に必要な次に示す技術者を配置するよう求めること。また、契約の相手

方に対して、技術者を配置した時は共通仕様書に定める様式により報告するよう求め

ること。 

なお、管理技術者が担当技術者を兼任し、１名となる業務実施体制を認めてはなら

ない。 

1）管理技術者 

2）担当技術者 

 

4-6 内訳明細書等の提出 

1）契約責任者は、契約の相手方に対して、契約書・共通仕様書の定めるところによ

り、契約の履行に必要な次の各号の書類を、共通仕様書に定める様式により契約

を締結した日の翌日から 14 日以内に提出するよう求めること。 

①内訳明細書 

②資金計画書 

2）契約責任者は、契約の相手方から 1）に定める書類の提出を受けたときは、その内

容を確認のうえ、修正が必要な場合に限り、契約の相手方とその修正のため必要

な協議を行うこと。 

 

4-7 実施業務部分の検査 
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1）契約責任者は、実施業務部分について部分払を受けようとする契約の相手方に対

し、あらかじめ、細則第 53 条及び本要領第 6 編「監督及び検査」に定める検査を

共通仕様書の様式により申請するよう求めること。 

2）契約責任者は、契約の相手方から 1）に定める申請を受けたときは、すみやかに検

査を実施し、または検査責任者に対し検査の実施を依頼し、その検査結果につい

て、契約の相手方に対し「実施業務部分認定書（様式 22）」により通知すること。 

 

4-8 部分払 

1）契約責任者は、契約書に定めるところにより、契約の相手方から請求があった場

合は、本要領第 6 編「監督及び検査」による実施業務部分検査により履行を確認

し、本編 4-6 に定める資金計画書の範囲において、部分払いをすることができる。 

2）契約責任者は、部分払を受けようとする契約の相手方に対し、本要領第 6 編「監

督及び検査」による業務実施部分検査結果の通知の後、部分払の請求にかかる「支

払請求書（様式 6）」を提出するよう求めること。 

3）契約責任者は、契約の相手方から、2）に基づき部分払請求を受けたときは、請求

を受けた日の翌日から 20 日（休日を含む）以内に部分払を実施すること。 

 

4-9 完了検査 

1）契約責任者は、契約の相手方が業務を完了したときは、契約の相手方に対し、「完

了届（様式 8）」の提出を求めること。 

2）契約責任者は、契約の相手方から 1）に定める書面の提出を受けたときは、本要領

第 6 編「監督及び検査」に基づき、すみやかに検査責任者に対し細則第 53 条に規

定する検査（完了検査）の実施を依頼し、その検査結果について、契約の相手方に

対し、「認定書（様式 9）」により通知すること。 

3）契約責任者は、1）に定める書面の提出を受けた日の翌日から 14 日以内に完了検

査を実施すること。 

 

4-10 業務委託料の支払 

1）契約責任者は、契約の相手方から本要領第 6 編「監督及び検査」による完了検査

結果の通知の後、業務委託料の請求にかかる「支払請求書（様式 6）」を提出する

よう求めること。 

2）契約責任者は、契約の相手方から、1）に基づき業務委託料の請求を受けたときは、

請求を受けた日の翌日から 30 日（休日を含む）以内に、業務委託料を支払うこと。 

 

4-11 遅延利息 

1）契約責任者は、契約の相手方から、本編 4-10 の 1)に基づき請求書の提出を受けた

ときに、会社の責めに帰すべき理由により、本編 4-10 の 2)に定める支払期間を経

過して業務委託料を支払う場合は、その業務委託料に対し、支払期間の最終日か

ら支払日までの遅延日数に応じて、年 3％の割合で計算した金額を遅延利息として

支払うこと。 

2）契約責任者は、本編 4-8 の 3）に基づき部分払を実施する場合にも、1）の定めを

適用すること。 

3）契約責任者は、本編 4-9 の 4）に定める期間内に完了検査を実施しなかったとき

は、その期間の最終日の翌日から完了検査日までの遅延日数を本編 4-10 の 3)に

定める業務委託料の支払期間から差し引くこととし、そのうえで支払遅延が生じ

た場合は、1）の定めにより取扱うこと。 

4）契約責任者は、1）から 3）に定める遅延利息について、契約の相手方からの請求
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に基づき支払うこと。 

 

4-12 契約の解除 

1）契約責任者は、契約の相手方が次の各号及び契約書に定める契約解除条件のいず

れかに該当する場合は、契約書に定めるところにより必要に応じて催告を行った

上で、契約の全部または一部を解除すること。 

①契約の相手方が、正当な理由によらないで債務の全部または一部を履行しない場合

もしくは契約期間内に債務の履行を完了する見込みがない場合 

②契約の相手方が、正当な理由により契約の解除を申し出た場合 

③その他、契約の相手方が契約に違反するなどして契約の相手方として不適当である

と認められる場合 

2）契約責任者は、1）に基づき契約を解除する場合は、契約の相手方に対し、「契約解

除通知（様式 10）」を内容証明郵便により通知すること。 

 

4-13 契約解除違約金 

1）契約責任者は、本編 4-12 の 1)に基づき契約を解除したときは、契約の相手方に対

し、契約金額の 10％に相当する額を違約金として「支払請求書（様式 7）」により

請求すること。 

2）契約責任者は、契約保証(履行ボンド)の提出を求めた契約を解除したときは、1）

に定める違約金の請求に代えて、履行保証金の請求をすることができる。 

 

4-14 契約の変更 

1）契約責任者は、必要と認めるときは契約の相手方と協議のうえ、契約期間、金額そ

の他契約条件を変更することができる。 

2）契約責任者は、変更に係る契約手続を本要領第 4 編「継続契約」に定める随意契

約の方法により行うこと。 

3）契約責任者は、1）に定める契約の変更をする場合は、「変更委託契約書（様式 11）」

を作成すること。 

 

4-15 変更見積等の手順 

4-15-1 変更見積を有する場合の手順と様式 

1) 変更見積を要する場合において、契約責任者が契約の相手方と協議するための標

準的な手順と使用する標準様式については、次に示すとおりとする。 

① 〔会社（契約責任者）⇒ 契約の相手方（契約名義人）〕【下図②】 

契約金額を変更する場合 …変更見積方依頼書（様式 12） 

② 〔契約の相手方（契約名義人）⇒会社【下図③】 

新規工種の場合 … 変更見積書（様式 13） 

在来工種の場合 … 変更承諾書（様式 14） 
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4-15-2 履行期間の変更を有する場合の手順と様式 

履行期間の変更等を要する場合において、契約責任者が契約の相手方と協議するた

め標準的な手順と使用する標準様式については、次の各号に示すとおりとする。 

1）履行期間の延長(会社が必要と認めて行う協議) 

①〔会社（契約責任者）⇒契約の相手方（契約名義人）〕【下図①】 

会社が履行期間の変更協議を行う場合 … 履行期間変更協議通知書（様式 15） 

②〔契約の相手方（契約名義人）⇒会社（契約責任者）〕【下図②】 

契約の相手方が協議に応じる場合 … 履行期間変更協議書（様式 16） 

③〔会社（契約責任者）⇒契約の相手方(契約名義人)〕【下図⑥】 

契約変更の協議を行う場合 … 変更見積方依頼書（様式 12） 

履行期間の変更日数決定書（様式 17） 

 

2）履行期間の延長(契約の相手方が必要と認めて行う協議) 

①〔契約の相手方（契約名義人）⇒会社（契約責任者）〕【下図①】 

契約の相手方が履行期間の変更協議を行う場合 …履行期間延長協議書（様式 18） 

②〔会社（契約責任者）⇒契約の相手方（契約名義人）〕【下図⑤】 

契約変更の協議を行う場合 … 変更見積方依頼書（様式 12） 

履行期間の変更日数決定書（様式 17） 
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3）履行期間の短縮 

①〔会社(契約責任者)⇒契約の相手方(契約名義人)〕【下図①】 

履行期間の短縮を行う場合 … 履行期間短縮協議書（様式 19） 

②〔契約の相手方(契約名義人)⇒会社(契約責任者)〕【下図②】 

契約の相手方が変更日数に同意する場合 … 履行期間変更同意書（様式 20） 

③〔契約の相手方(契約名義人)⇒会社(契約責任者)〕【下図④】 

契約変更の協議を行う場合 … 変更見積方依頼書（様式 12） 

 

4）業務の一時中止 

①〔会社(監督員)⇒契約の相手方(管理技術者)〕業務一時中止通知書（様式 21） 

 

4-16 履行遅滞 

1）契約責任者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の相手方から履

行遅延の申し出があった場合で、本編 4-12 に定める契約の解除をする必要はない

と認めるときは、相当の期間を定めて、履行遅滞の取扱いをすることができる。 

2）契約責任者は、1）に基づき履行遅滞の取扱いをするときは、本編 4-15-2 に基づ

く契約期間（工期等）の変更をしてはならない。 

3）契約責任者は、1）に基づき履行遅滞の取扱いをするときは、契約の相手方に対し、

その業務委託料につき、遅延日数に応じて、年 3％の割合で計算した金額を遅延損

害金として、「支払請求書（様式 7）」により請求すること。 

 

4-17 談合違約金 

1）契約責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の相手方に対し、契約

金額の 10％に相当する額を違約金として、「支払請求書（様式 7）」により請求す

ること。 
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①当該契約に関し、契約の相手方が課徴金納付命令を受け、その課徴金納付命令が確

定したとき 

②当該契約に関し、課徴金納付命令または排除措置命令により談合等の独占禁止法違

反行為があったとされたとき 

③課徴金納付命令または排除措置命令により談合等の独占禁止法違反行為があった

時期及び取引分野が示され、この契約の調達手続がそれに該当するとき 

④当該契約に関し、契約の相手方に対する、談合等を原因とした刑法または独占禁止

法に規定する刑が確定したとき 

2）契約責任者は、1）の 4 号に該当する場合で、かつ次の各号のいずれか 1 つに該当

するときは契約金額の 15％に相当する額を、いずれか 2 つに該当するときは契約

金額の 20％に相当する額を違約金として、契約の相手方に対し請求すること。 

①上記 1）①に示す課徴金納付命令において、独占禁止法に規定する 10 年以内再犯の

適用があるとき 

②上記 1）④に示す刑の確定判決において、契約の相手方が談合等の首謀者であると

認められたとき 

③上記 1）④に示す刑の確定判決において、日本道路公団またはＮＥＸＣＯ東日本の

ＯＢの関与事実が明らかになったとき 

④契約の相手方が、会社の不正行為等防止約款に同意しているとき 

 

4-18 損害賠償請求 

契約責任者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、この契約に関し会社が

損害を受けたときは、本編 4-12 に定める契約解除違約金または本編 4-17 に定める談

合違約金のほかに、契約の相手方に対し、その損害賠償を「支払請求書（様式 7）」に

より請求すること。 

 

4-19 業務委託料との相殺 

契約責任者は、本編 4-10 の 2）に基づき業務委託料を支払うにあたり、本編 4-12 の

1）に定める契約解除違約金、本編 4-16 の 3）に定める遅延損害金、本編 4-17 に定め

る談合違約金及び本編 4-18 に定める損害賠償金等、契約責任者が契約の相手方に対し

請求すべき金額があるときは、その業務委託料から相殺すること。 

 

4-20 不当介入 

契約責任者は、契約の相手方が、この契約の履行にあたり暴力団員等による不当要

求または業務妨害を受けた場合は、契約の相手方に対し、すみやかに契約責任者及び

所轄の警察へ通報のうえ、捜査上必要な協力を行うよう措置すること。 

 

第５ その他 

5-1 物品の貸与等 

1) 監督員は、契約の相手方が業務を実施するために必要な物品を管理技術者に使用

させ又は貸与しなければならない。 

2) 契約責任者は、管理技術者が監督員の指示に従い 1)の物品を使用し又は貸与を

受けるよう約定しておかなければならない。 

3) 契約責任者は、契約の相手方が業務を実施する際に当社の庁舎等の一部を使用さ

せることができる。この場合、契約の相手方に対し、東日本高速道路株式会社不動

産管理規程（令和元年 6 月 24 日規程第 4 号）の定めに従った申請をさせること。 

4) 契約責任者は、契約の相手方が業務を実施する際に、当社のネットワーク等を使

用させることができる。この場合、契約の相手方に対し、東日本高速道路株式会社
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情報セキュリティ対策規程（令和元年 6 月 24 日規程第 4 号）の定めに従って申請

をさせること。 

 

5-2 その他 

1) 本編において、様式について定めがないものにあっては、現に効力を有する他の

要領等で規定されている様式によるものとする。 

2) 本編に定めのない調達手続き等を行う必要がある場合は、本社と協議するものと

する。 

 

以 上 
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様式 

 

様式 1 契約制限価格書  

様式 2 見積書  

様式 3 辞退書  

様式 4 見積状況調書  

様式 5 監督員等通知書  

様式 6 支払請求書（契約の相手方→会社）  

様式 7 支払請求書（会社→契約の相手方）  

様式 8 完了届  

様式 9 認定書  

様式 10 契約解除通知書  

様式 11 変更委託契約書  

様式 12 変更見積方依頼書  

様式 13 変更見積書  

様式 14 変更承諾書  

様式 15 履行期間変更協議通知書  

様式 16 履行期間変更協議書  

様式 17 履行期間の変更日数決定書  

様式 18 履行期間延長協議書  

様式 19 履行期間短縮協議書  

様式 20 履行期間変更同意書  

様式 21 業務一時中止通知書  

様式 22 実施業務部分認定書  
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様式 1（契約制限価格書） 

【本編 4-1-1 の 1)①関係】 

契約責任者 
《内訳照査》 《内訳作成》 

契約担当部署の長 工事等担当部署の長 

令和  年  月  日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

 

契 約 制 限 価 格 書 
 

 以下のとおり、契約制限価格を決定する。 

 

金                         円【税込み額】 

〔見積書比較額                   円【税抜き額】〕 

 

（業務名）                               

 

【内 訳】 

費 目 金 額（円） 摘 要 

   

   

   

   

小計【税抜き額】   

消費税及び地方消費税相当額   

合計【税込み額】   

〔備考〕 

 

サインまたは

押印 

サインまたは

押印 

サインまたは

押印 
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様式 2（見積書） 

【本編 4-1-2 関係】  
 

見積書 
 

金          円【税抜き】 
 

（業務名）                                   

 

標記業務にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額により見積し

ます。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 

 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《入札者( 本人 / 代理人 )》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

 

 

委任状 
 

私は、上記見積書に記名押印した者を代理人と定め、同標記業務の見積に関する権限を委任します。 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《入札者(本人)》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
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様式 3（辞退書） 

【本編 4-1-5 の 1)関係】 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

代表者  

 

 

見積辞退書 
 

 

（業務名）                                

 

 

標記について、都合により見積を辞退します。 
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様式 4（見積状況調書） 

【本編 4-1-9 の 2)関係】 

 

見積状況調書 
 

（業務名）                                   

 

日 時  令和   年   月   日（ ）   時   分 

場 所  東日本高速道路株式会社○○支社○○事務所 

 

業者名 第 1 回 第 2 回 第 3 回 
備

考 

 金  額 順位 金  額 順位 金  額 順位  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(注)契約価格は、見積金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に 1 円

未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した金額)とする。 

 

契約の相手方   見積金額        円 

会 社 名  

上記金額の消費税

及び地方消費税相

当額 

       円 

 代表者名  契約価格        円 

        

執行者  立会者  

    立会者  

        

契約制限価格(税込)      円 見積書比較価格       円 

 

※本様式がシステムによりアウトプットされる場合は、必要事項を確認のうえ不足がある場

合は適宜、追記すること。 
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様式 5（監督員等の通知） 

【本編 4-4 の 2)関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  

 

監督員等の通知について 
 

（業務名）                                

 

1. 監督員の通知について 

以下の者を標記業務の監督員として配置することとしたので、令和 00 年 00 月

00 日【契約の相手方決定の日】付け委託契約書(以下「契約書」といいます。)第 7 条

第 1 項に基づき通知します。 

○○○○【職名】 △△△△【氏名】 

 

2. 所轄警察の通知について 
標記業務にかかる委託契約の履行にあたり、貴社が、暴力団員等による不当介入を受けた場合に通報を行

う警察は以下のとおりとし、契約書第 26 条の 2 第 1 項に基づき通知します。 

 通報先：○○警察署○○課 TEL 000-000-0000【所轄が複数の警察となる場合は複数記

載】 

 

3. その他 

1）貴職から当職に対する契約書第 8 条第 1 項に基づく配置技術者の通知につき

ましては、施工管理共通仕様書に示す様式(第 1－1 号)により実施してくださ

い。 

 

2）【以下必要な通信事項があれば記載】 

 

 

以 上 
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様式 6（支払請求書） 

 (契約の相手方→会社) 【本編 4-8 の 2)、4-10 の 1)関係】 

 

 

支 払 請 求 書 

金           円 
ただし、下記業務(件名)にかかる【実施業務部分(第 00 回)、完了払い金、委託契約書第 00

条に基づく損害金】として。 

    

    

    

 

（業務名）                                

 

上記のとおり請求します。 

 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

住所  

会社名  

代表者  
 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

 

 

貴社から当方に支払われる上記請求代金は、下記の振込指定銀行の預金口座に振込み

願います。前記の方法による振込みをもって、当方における上記代金の受領と認め、振

込指定銀行から貴社に発する(総合)振込受領書を当方の受領書に代えることを承諾しま

す。 

 

銀行名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義 
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様式 7（支払請求書） 

(会社→契約の相手方) 【本編 4-13 の 1)、4-16 の 3)、4-17 の 1)、4-18 関係】 

支 払 請 求 書 

金           円 
ただし、下記業務(件名)にかかる【委託契約書第 00 条に基づく損害金】として。 

内訳 ①  金     円  

 ②  金     円  

 ③  金     円  

 

（業務名）                                

 

上記のとおり請求します。 

 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  

住所   

会社名   

代表者  殿 

 

 

貴社から当方に支払われる上記請求代金は、下記の振込指定銀行の預金口座に振込み

願います。前記の方法による振込みをもって、当方における上記代金の受領と認め、振

込指定銀行から貴社に発する(総合)振込受領書を当方の受領書に代えることを承諾しま

す。 

 

銀行名 支店名 預金種別 口座番号 口座名義 
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様式 8（完了届） 

【本編 4-9 の 1)関係】 

 

 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

代表者  

 

完  了  届 
 

（業務名）                                   

 

標記業務を完了しましたので、届け出ます。 
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様式 9（認定書） 

【本編 4-9 の 2)関係】 

 

 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  

 

 

認  定  書 
 

（業務名）                                

 

標記について、令和  年  月  日検査の結果、契約が履行完了したものと

認めます。 
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様式 10（契約解除通知書） 

【本編 4-12 の 2)関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  

 

 

契約解除通知書 
 

（業務名）                                

 

下記の理由により、令和  年  月  日付をもって標記契約を解除します。 

 

記 

【解除の原因となった事実及び委託契約書の該当条文を記載】 
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様式 11（変更委託契約書） 

【本編 4-14 の 3)関係】 

 

 

施工管理業務変更委託契約書（第 00 回） 
 

発注者東日本高速道路株式会社○○支社（事務所）長○○と、受注者○○は、令

和  年  月  日に締結した施工管理業務に関する委託契約を次のとおり変

更する。 
 

1 履行期間の変更 

2 業務委託料の変更 「金          円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金  円」を､ 

「金          円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金  円」に変

更する。 

〔増・減  金        円 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金  円〕 

3 変更業務の内容 

特記仕様書のとおり 

4 そ の 他 

この契約書に記載のない事項については、原契約条項のとおりとする。 

上記の変更契約の証として本書 0 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通

を保有する。 
 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

発注者 東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  
 

受注者 会社名  

代表者  
 

※変更契約の内容で必要のない項目は適宜、削除すること。 



 

-1-24- 

 

様式 12（変更見積方依頼書） 

【本編 4-15-1 の 1)①、4-15-2 の 1)③、4-15-2 の 2)②、4-15-2 の 3)③関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  
 

 

変更見積方依頼書 
 

（業務名）                                 

 

施工管理業務委託契約書第 23 条第 1 項の規定に基づき、下記の新規工種及び在

来工種の変更について協議したいので、新規工種については変更見積書（第 00 回）

を、在来工種について御異議のない場合は承諾書を提出願います。 
 

記 

1 仕  様  書 別添のとおり 

 

2 工     種 別添、第 00 回金抜設計書のとおり 

 

3 見積書提出の日時及び場所【新規工種（新規項目）がある場合に記載】 

イ 日  時  令和  年  月  日   時   分 

ロ 場  所 

 

4 承諾書の提出期限【在来工種（在来項目）のみの場合に記載】 

  イ 提出期限  令和  年  月  日 
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様式 13（変更見積書） 

【本編 4-15-1 の 1)②、関係】 

 

変 更 見 積 書（第 00 回） 
 

金          円【税抜き】 
 

（業務名）                                   
 

令和  年  月  日付    号をもって通知のあった標記のうち新規工種に

ついては、上記の税抜き金額により見積します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込

みます。 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《見積者( 本人 / 代理人 )》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

 

 

委任状 
私は、上記変更見積書に記名押印した者を代理人と定め、同標記件名の変更見積に関す

る権限を委任します。 

令和 00 年 00 月 00 日 
 

《見積者(本人)》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
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様式 14（変更承諾書） 

【本編 4-15-1 の 1)②、関係】 

 

 

 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

代表者  
 

 

変更承諾書 
 

 

（業務名）                                 

 

 

令和  年  月  日付  号をもって通知のあった標記のうち、在来工種

については、通知のとおり承諾します。 
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様式 15（履行期間変更協議通知書） 

【本編 4-15-2 の 1)①、関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  
 

 

履行期間変更協議通知書 
 

（業務名）                                 

 

標記について、施工管理業務委託契約書第 16 条第 5 項、第 17 条、第 18 条第 3

項及び第 22 条第 1 項の規定に基づき、履行期間の変更について協議します。 
 

記 

1 履行期間変更理由 
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様式 16（履行期間変更協議書） 

【本編 4-15-2 の 1)②、関係】 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

代表者  
 

 

履行期間変更協議書 
 

（業務名）                                 

 

令和  年  月  日付   号をもって通知のあった標記について、下記

のとおり協議します。 

 

記 

 

1 当初履行期間     令和  年  月  日から 

             令和  年  月  日まで 

 

2 変更履行期間     令和  年  月  日まで 

（延長日数   日） 

（注）変更工程表を添付すること。 
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様式 17（履行期間の変更日数決定書） 

【本編 4-15-2 の 1)③、4-15-2 の 2)②、関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  
 

 

履行期間の変更日数決定書 
 

（業務名）                                 

 

標記について、下記のとおり履行期間の変更日数を決定したので通知します。 

 

記 

 

履行期間の変更日数   増（減）   日間 
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様式 18（履行期間延長協議書） 

【本編 4-15-2 の 2)①、関係】 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

代表者  
 

 

履行期間延長協議書 
 

（業務名）                                 

 

標記について、施工管理業務委託契約書第 20 条の規定に基づき、下記のとおり

延長したく協議します。 

 

記 

 

1 当初履行期間      令和  年  月  日から 

              令和  年  月  日まで 

 

2 変更履行期間      令和  年  月  日まで 

（延長日数   日） 

 

3 延長理由 

 

（注）変更工程表を添付すること。 
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様式 19（履行期間短縮協議書） 

【本編 4-15-2 の 3)①、関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  
 

 

履行期間短縮協議書 
 

（業務名）                                 

 

標記について、下記のとおり履行期間を短縮したく、施工管理業務委託契約書第

21 条に基づき協議します。 
 

記 

 

1 当初履行期間      令和  年  月  日から 

              令和  年  月  日まで 

 

2 変更履行期間      令和  年  月  日まで 

（短縮日数   日） 

 

3 短縮理由 
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様式 20（履行期間変更同意書） 

【本編 4-15-2 の 3)②関係】 

  

 

 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

代表者  

 
 

履行期間変更同意書 
 

（業務名）                                 

 

令和  年  月  日付   号をもって通知のあった協議については、同

意します。 

 
 

 
収入 
印紙 
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様式 21（業務一時中止通知書） 

【本編 4-15-2 の 4)①関係】 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

   

会社名   

管理技術者  殿 

 

監督員  
 

 

業務一時中止通知書 
 

（業務名）                                 

 

標記について、下記のとおり業務を一時中止します。 

 

記 

 

1 一時中止期間  令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

 

2 一時中止内容 
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様式 22（実施業務部分認定書） 

【本編 4-7 の 2)関係】 

 

 

 

文書番号 

令和 00 年 00 月 00 日 

住所   

会社名   

代表者  殿 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  

 

 

実施業務部分認定書（第 回） 
 

（業務名）                                

 

標記について、令和  年  月  日検査の結果、下記のとおり認定します。 

 

記 

 

１．検査対象期間 令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

 

 ２．検査対象金額              円 

   累計検査済額              円 

 

 

以  上 



 

施工管理業務委託契約書 

 

（契約番号        ） 

１．業 務 名  ○○自動車道 ○○施工管理業務 

 

２．履 行 場 所  ○○事務所 

 

３．履 行 期 間  令和   年   月   日から 

         令和   年   月   日まで 

 

４．業務委託料                  円 

  （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額          円） 

 

５．契約保証金                  円 
【注：上記業務委託料（税込み）の１０分の１を記載（１円未満の端数切上げ）すること。「免除」と記載してはな

らない。】 

 

６．第１条第１項に定める仕様書  「施工管理業務共通仕様書」（東日本高速道路株式会社） 

 

上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条

項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。【施工管理共同体を

結成する場合】また、受注者が施工管理共同体を結成している場合には、受注者は〇〇自動車道〇〇施

工管理業務施工管理共同体協定書により施工管理業務委託契約書を共同連帯して行う。 

本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

                                         

              令和   年   月   日 

                                       

               発注者  住 所 

                    氏 名                       印 

 

               受注者  住 所             

                     氏 名                   印 
               【施工管理共同体を結成する場合】 

             施工管理共同体の名称 

                  〇〇自動車道〇〇施工管理業務施工管理共同体 

 

 受注者   住 所 

             （代表者） 氏 名                  印 

 受注者   住 所 

                   氏 名                  印 

 

書式 1 



（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、頭書の施工管理業務の委託契約に関し、この委託契約書（以下「この

契約書」という。）並びに設計図書（頭書記載の仕様書のほか、別冊の図面及び仕様書、入札者

に対する指示書等をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書

及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の施工管理業務（以下「業務」という。）を善良な管理者の注意をもって

実行し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３ 発注者は、業務の適正かつ円滑な実施のため、業務に関する内容提示を受注者または受注者の管

理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者または受注者の管理技術者は、

当該内容に従い業務を行わなければならない。 

４ 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合または前項の提示若しくは発注

者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任にお

いて定めるものとする。 

５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

７ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがあ

る場合を除き、計量法（平成 4年法律第 51号）に定めるものとする。 

９ この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89号）及び商

法（明治 32 年法律第 48号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟の提起または調停（第 50条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上

選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意によ

る専属的管轄裁判所とする。 

12 受注者が施工管理共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行

為を施工管理共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約

に基づく全ての行為は、当該事業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は

発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければなら

ない。 

 

（指示等及び協議の書面主義） 

第２条 この契約書及び仕様書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答

及び解除（以下「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に

規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行っ

た指示等を書面に記載し、口頭で指示を行った日の翌日から７日以内にこれを相手方に交付する

ものとする。 

３ 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容

を書面に記録するものとする。 

 

（内訳明細書及び資金計画書） 

第３条  受注者は、この契約を締結した日の翌日から 14 日以内に、設計図書に基づいて業務内訳明

細書（以下「内訳明細書」という。）及び内訳明細書の項目並びに業務体制資料の業務実施体制に

基づく月別資金計画書（以下「資金計画書」という。）を作成し、発注者に提出しなければならな

い。 

２ 発注者は、前項により提出された内訳明細書及び資金計画書について、著しく不合理若しくは故

意にわい曲されたと認められる内容または計算の誤りが確認された場合は、受注者に対し、内訳

明細書及び資金計画書の修正を請求することができる。 

３ この契約書の他の条項の規定により履行期間または設計図書が変更された場合において、発注者

は、必要があると認めるときは、受注者に対して内訳明細書及び資金計画書の再提出を請求する

ことができる。この場合において、第１項中「この契約を締結した日の翌日から」とあるのは「当

該請求があった日の翌日から」と読み替えて、前２項の規定を準用する。 



４  内訳明細書及び資金計画書は、契約書の他の条項の規定において定める場合を除き、発注者及び

受注者を拘束するものではない。 

 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、この契約の成立後速やかに、この契約が発効するために必要な保証を、次の各

号の一により付さなければならない。ただし、第３号の場合においては、履行保証保険契約の締

結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

  一 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認

める金融機関または保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和 27 年法律

第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

  二 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証（ただし、金銭的保

証に限ることとし、役務的保証を含むものは認めない。） 

  三 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 前項の保証に係る保証金額または保険金額（第３項において「保証の額」という。）は、業務委

託料の 10分の 1以上としなければならない。 

３ 第１項の保証は、第 46 条第 3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証する

ものでなければならない。 

４ 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、

発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することがで

きる。 

       

（権利義務の譲渡等） 

第５条  受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはな

らない。 

２ 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他の担保

の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（一括再委任等の禁止） 

第６条  受注者は、業務の全部を一括して、または発注者が設計図書において指定した主たる部分を

第三者に委任し、または請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、

または請け負わせてはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、あらかじめ、発

注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委

任し、または請け負わせようとするときは、この限りでない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、または請け負わせた者の商号または名称その

他必要な事項の通知を請求することができる。 

 

（監督員） 

第７条 発注者は、監督員を置くものとし、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を

変更したときも同様とする。 

２ 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事

項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、

次の各号に定める権限を有する。 

  一  業務の適正かつ円滑な実施のための受注者または受注者の管理技術者に対する業務に関する

内容提示 

  二  この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出または質問に対する承諾ま

たは回答 

三  この契約の履行に関する受注者または受注者の管理技術者との協議 

四  設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 



３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督

員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあ

っては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 

４ 第２項の規定に基づく監督員の内容提示、承諾または回答は、原則として、書面により行わなけ

ればならない。 

５ この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものと

する。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 

 

（管理技術者） 

第８条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注

者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも同様とする。 

２ 受注者が施工管理共同体を結成している場合、施工管理共同体の代表者に所属する者を管理技術

者としなければならない。なお、管理技術者を変更する場合も同様とする。 

３ 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の履行場所に常駐し、業務の管理及び統括を行うほ

か、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 11 条第 1項の請求の受

理、同条第 2項の決定及び通知、同条第 3項の請求、同条第 4項の通知の受理並びにこの契約の

解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 

４ 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使し

ようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 

 

（地元関係者との交渉等） 

第９条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があ

るときは、受注者はこれに協力しなければならない。 

２ 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。 

 

（土地への立入り） 

第 10 条 受注者が業務のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者

等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指

示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。 

 

（管理技術者等に対する措置請求） 

第 11 条 発注者は、管理技術者または受注者の使用人若しくは第６条第 3項の規定により受注者か

ら業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められると

きは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する

ことができる。 

２ 受注者は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を、請求を受けた日の翌日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。 

３ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結

果を、請求を受けた日の翌日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。 

 

（履行報告） 

第 12 条  受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなけ

ればならない。 

 

（貸与品等） 

第 13 条 発注者が受注者に貸与し、または貸付する業務に必要な物品等（以下「貸与品等」という。）

の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによ

る。 

２ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日の翌日から 7日以内に、発注者に受領

書または借用書を提出しなければならない。 



３ 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

４ 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となっ

た貸与品等を発注者に返還しなければならない。 

５ 受注者は、故意または過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、またはその返還が不可能とな

ったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、または返還

に代えて損害を賠償しなければならない。 

 

（庁舎等の使用） 

第 14 条 受注者は、発注者との賃借契約に基づき、庁舎等を使用することができる。 

２ 前項の使用に際し、賃借契約等に要する費用は、設計図書に定めるものとし、受注者が負担する。 

 

 

（設計図書と業務内容が一致しない場合の履行義務） 

第 15 条 受注者は、業務の内容が設計図書または発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の

内容に適合しない場合（以下この条において「不適合」という。）において、監督員がその不適

合の修正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合

が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要が

あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼし

たときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（条件変更等） 

第 16 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、

その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。 

一 図面、仕様書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。 

二 設計図書に誤謬または脱漏があること。 

三 設計図書の表示が明確でないこと。 

四 履行上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な履行条件が実際と相違すること。 

五 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた

こと。 

２ 発注者は、前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら同項各号に定める事実を発見した

ときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに

応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要があ

るときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査終了日の翌日から 14日以内に、その結果を受

注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると

きは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 

４ 前項の調査の結果により第１項各号に定める事実が確認された場合において、必要があると認め

られるときは、発注者は、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。 

５ 前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合において、発注者は、必要があると

認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたとき

は必要な費用を負担しなければならない。 

 

（設計図書等の変更） 

第 17 条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書または業

務に関する内容提示（以下本条及び第 19 条において「設計図書等」という。）の変更内容を受注

者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要がある

と認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたとき

は、その損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（業務の中止） 

第 18 条 現場業務を行う場合において、第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有

者等の承諾等を得ることができないため、または暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落



盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であっ

て、受注者の責めに帰することができないものにより業務実施場所の状態が著しく変動したため、

受注者が業務を実施できないと認められるときは、発注者は、業務の中止内容を直ちに受注者に

通知して、業務の全部または一部を一時中止させなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知

して、業務の全部または一部を一時中止させることができる。 

３  発注者は、前２項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるとき

は、履行期間若しくは業務委託料を変更し、または受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に

伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ

ればならない。 

 

 

 

（業務に係る受注者の提案） 

第 19 条 受注者は、設計図書等について、技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項を

発見し、または発案したときは、発注者に対して、当該発見または発案に基づき設計図書等の変

更を提案することができる。 

２ 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設

計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 

３ 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、

履行期間または業務委託料を変更しなければならない。 

 

（受注者の請求による履行期間の延長） 

第 20 条 受注者は、その責めに帰さない事由により履行期間内に業務を完了することができないと

きは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行

期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由

による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害

を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（発注者の請求による履行期間の短縮等） 

第 21 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更

を受注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、または

受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（履行期間の変更方法） 

第 22 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

の翌日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日（第 20条の場合にあっては、発注者が履

行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受け

た日）の翌日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定

め、発注者に通知することができる。 

 

（業務委託料の変更方法等） 

第 23 条  業務委託料の変更については、内訳明細書に記載のない項目が生じた場合または内訳明細

書によることが不適当な場合にあっては、変更時の価格を基礎として発注者と受注者とが協議し

て定め、その他の場合にあっては、内訳明細書記載の単価を基礎として定める。ただし、協議開

始の日の翌日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知するものとす

る。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聞いて定め、受注者に通知するものと



する。ただし、発注者が業務委託料の変更事由が生じた日の翌日から７日以内に協議開始の日を

通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者

が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（賃金または物価の変動に基づく業務委託料の変更） 

第 24 条 発注者または受注者は、履行期間内で契約締結の日の翌日から１２月を経過した後に日本

国内における賃金水準または物価水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、

相手方に対して業務委託料の変更を請求することができる。 

２ 発注者または受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残業務代金額（業務委託

料額から当該請求時の第 12 条で確認された履行状況に相応する業務委託料を控除した額をいう。

以下同じ。）と変動後残業務代金額（変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残業

務代金額に相応する額をいう。以下同じ。）との差額に対し、業務委託料の変更に応じなければ

ならない。 

３ 変動前残業務代金額及び変動後残業務代金額は、仕様書で定める基準日において、別途発注者と

受注者とが協議して定めた金額を基にして発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開

始の日の翌日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知し業

務委託料の変更を行うものとする。 

４ 第１項の規定による請求は、本条の規定により業務委託料の変更を行った後再度行うことができ

る。この場合において、第１項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条第１項に基づく業務

委託料変更の請求を行った日」とするものとする。 

 

（精算） 

第 25 条 発注者が設計図書に定める経費については、設計図書において定める金額の範囲内で、業

務完了後に精算するものとする。 

２ 前項の経費について、受注者は履行期間満了の日の翌日から 14日以内に精算調書を発注者に提

出するものとする。 

 

（臨機の措置） 

第 26 条 受注者は、現場業務を行う場合において、災害防止等のため必要があると認めるときは、

臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、

あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、

この限りではない。 

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければなら

ない。 

３ 発注者は、災害防止その他業務を実施する上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して

臨機の措置をとることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費

用のうち、受注者の業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分につ

いては、発注者がこれを負担する。 

 

（反社会的勢力による不当介入を受けた場合の措置） 

第 26 条の 2 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成 3年法律第 77 条）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）その他

すべての反社会的勢力（以下単に「反社会的勢力」という。）による不当要求または業務妨害（以

下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があ

った時点で速やかに、発注者が別に通知した警察に対して通報を行うこととし、捜査上必要な協

力を行わなければならない。 

２ 受注者は、前項により警察に通報を行ったときは、速やかにその内容を記載した書面により発注

者に報告を行うこととし、発注者がその他必要な情報提供等を求めたときは、これに応じなけれ

ばならない。 



３ 発注者は、前項に定める報告を受注者から受けた場合及び関係機関から情報を得た場合その他必

要と認める場合は、この契約の履行に必要な範囲において、関係機関と受注者への不当介入に係

る情報交換等を行うことがあり、受注者は、これを認めるものとする。 

４ 受注者は、不当介入を受けたことにより業務に支障が生じる等の被害が発生した場合は、発注者

と協議するものとする。 

 

（反社会的勢力の排除に関する誓約） 

第 26 条の 3 発注者及び受注者は、次の各号に定める事項を表明し、かつ保証する。 

一 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、現に反社会的勢力でない。または、過去に反

社会的勢力でなかった。 

二 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力を利用しない。 

三 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力に対して資金等を提供し、また

は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力または関与する行為はしない。 

四 発注者及び受注者、発注者及び受注者の役員は、反社会的勢力に対し、社会的に非難されるべ

き関係を有しない。 

五 発注者または受注者は、自らもしくは第三者を利用して、この契約の相手方に対し暴力的行為、

詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉をき損せず、また、相手方の業務を妨害しない。 

２ 発注者または受注者は、前項各号に定める事項に係る事実確認を目的として相手方が行う必要な

調査に協力する。 

３ 発注者または受注者は、この契約にかかる社員その他の使用人（受注者に下請負人がいる場合は、

当該下請負人及びその役員、社員その他の使用人を含む）に対しても前２項の規定を遵守させる。 

４ 発注者または受注者は、この契約の相手方が前３項に定める誓約に違背したとき、または違背の

事実を知ったときは、第 39 条または第 42 条に基づき、この契約を解除する。 

 

（一般的損害） 

第 27 条 業務の実施につき生じた損害（次条第１項、第２項または第３項に規定する損害を除く。）

については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害（設計図書に定めるところにより

付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じ

たものについては、発注者が負担する。 

 

（第三者に及ぼした損害） 

第 28 条 業務の実施につき第三者に及ぼした損害（第３項に規定する損害を除く。）について、当

該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額（設計図書に定めるところにより付された保険

によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責め

に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者

が、発注者の指示または貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があること

を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

３ 現場業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三

者に及ぼした損害（設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除

く。）について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額

を負担しなければならない。ただし、現場業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を

怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 

４ 前３項の場合その他業務の実施につき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び

受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 

 

（その他の損害） 

第 29 条 受注者が、善良な管理者の注意義務を怠り、本業務の本旨に従った履行をしなかったこと

で、物的損害、人的被害、設計・工事遅延などの損害が発生した場合は、受注者はその損害を賠

償しなければならない。 

２ 前項の損害は、次に掲げるものとする。 



一 発注者の指示・承諾に基づかない発注者の発注に係る調査等及び工事（以下「工事等」という。）

の請負人への監督権限行使により生じた損害 

二 受注者の誤った指示により生じた損害 

三 本業務の本旨に従った履行を怠ったことにより、工事等の実施に支障が生じた損害 

３ 受注者が損害を賠償する場合の負担額または賠償額については、発注者と受注者とが協議して定

める。 

 

（業務委託料の変更に代える設計図書の変更） 

第 30 条 発注者は、第 15 条から第 21条まで、第 26 条、第 27条または第 28 条の規定により業務委

託料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委

託料の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合

において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

の翌日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければ

ならない。ただし、発注者が前項の業務委託料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が

生じた日の翌日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を

定め、発注者に通知することができる。 

 

（検査） 

第 31 条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 

２  発注者は、前項の通知及び第 25条に規定する精算調書の提出を受けた日の翌日から 14日以内に

受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了

し、その後、遅滞なく当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 

３  受注者は、業務が第２項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなけれ

ばならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前２項の規定を準用する。 

 

（業務委託料の支払） 

第 32 条  受注者は、前条第２項（同条第３項後段の規定により準用する場合を含む。）の検査に合格

したときは、業務委託料の支払を発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日の翌日から 30 日以内に業務

委託料を支払わなければならない。 

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしないときは、その期限の

日の翌日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間（以下この項において「約定期間」

という。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を

超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。 

 

（部分払） 

第 33 条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に実施した業務（以下「実施業務」という。）に

相応する業務委託料相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することがで

きる。 

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る実施業務の確認を発注

者に請求しなければならない。 

３  発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日の翌日から 14日以内に受注者の立会いの

上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受

注者に通知しなければならない。 

４ 受注者は、第３項の規定による確認の通知があったときは、部分払を請求することができる。こ

の場合において、発注者は、当該請求を受けた日の翌日から 20日以内に部分払金を支払わなけれ

ばならない。 

５ 部分払金の額は、第３項の検査により確認を受けた業務に対し、資金計画書に基づき行うものと

する。    

６ 部分払の請求は、毎月 1回を限度に行うことができる。 



 

（第三者による代理受領） 

第 34 条 受注者は、発注者の承諾を得て、業務委託料の全部または一部の受領につき、第三者を代

理人とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支

払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記がなされているときは、当該第三者に対し

て第 32 条または前条の規定に基づく支払いをしなければならない。 

 

（部分払金の不払に対する業務中止） 

第 35 条 受注者は、発注者が第 33 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払いを遅延し、

相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部ま

たは一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書

面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められ

るときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、または受注者が増加費用を必要とし、若しく

は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

 

（債務不履行に対する受注者の責任） 

第 36 条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発

注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、または履行の請求とともに損害の賠

償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざる

ことを立証したときは、この限りではない。 

２ 前項において受注者が負うべき責任は、第 31条第２項または第 33 条３項の規定による検査に合

格したことをもって免れるものではない。 

３ 第１項の規定による履行または損害賠償の請求は、第 31 条の規定により業務が完了した日の翌

日（以下この項において「起算日」という。）から 2年以内に行わなければならない。ただし、そ

の違反が受注者の故意または重大な過失により生じた場合は、当該請求を行うことのできる期間

は、起算日から 10 年以内又はその違反を知った日の翌日から 5年以内とする。 

４ 発注者は、業務完了の際に受注者のこの契約に関して違反があることを知ったときは、第１項の

規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求または損害賠償の

請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限

りでない。 

５ 第１項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示または貸与品等の性状

により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示または貸与品

等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 

 

 

 

（発注者の任意解除権） 

第 37 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条または第 39 条の規定によるほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、そ

の損害を賠償しなければならない。 

 

 

（発注者の催告による解除権） 

第 38 条  発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときには、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期

間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であると

きは、この限りでない。 

 

一  正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき又は業務を停止した



とき。 

二  管理技術者を配置しなかったとき。 

三  前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

 

（発注者の催告によらない解除権） 

第 39 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除するこ

とができる。 

 一 第５条第１項の規定に違反して業務委託代金債権を譲渡したとき。 

 二 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確にしたとき。 

 三 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する

意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができ

ないとき。 

 四 当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を

達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 

五 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契

約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

 六 暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6号に規定す

る暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認めらえる者

に業務委託代金債権を譲渡したとき。 

 七 第 41 条又は第 42条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 

 八 受注者が当該業務の契約における参加資格を満たしていないことが判明したとき。 

九  受注者が信義にもとる行為や発注者の社会的信用を損なう行為をしたことが判明し、契約の相

手方として不適当と認められるとき。 

十 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

 イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員また

はその支店若しくは常時業務等の委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号にお

いて同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

 ロ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

 ニ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接

的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 

 ホ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 

 へ 下請契約または資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまで

のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

 ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を下請契約または資材、原材料の購入契約そ

の他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対し

て当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第40条 第38条各号または前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである

ときは、発注者は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（受注者の催告による解除権） 

第 41 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告し、

その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過し

た時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合は、この

限りでない。 

 

 

 



（受注者の催告によらない解除権） 

第 42 条  受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができ

る。 

一  第 17 条の規定により発注者が業務の内容を変更したため業務委託料が 3 分の 2 以上減少した

とき。 

二  第 18 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の 5（履行期間の 10 分の 5 が 6 月を

超えるときは、6月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除い

た他の部分の業務が完了した後 3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

三  発注者が信義にもとる行為や受注者の社会的信用を損なう行為をしたことが判明し、契約の相

手方として不適当と認められるとき。 

 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第43条 第41条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき

は、受注者は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（解除の効果） 

第44条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。 

２ 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が解除の日までに

実施した業務及び第 25条に定める経費の検査を行う。 

３ 受注者は、前項の検査に合格した場合は、発注者に対し、契約が解除された日までに受注者が業

務を履行した部分に相応する業務委託料（ただし、第 33 条に基づく部分払いをしているときは、

当該部分払金の総額を控除した額。以下「既履行部分」という。）及び第 25 条に定める経費を請

求することができる。 

４ 前項に規定する既履行部分代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

の翌日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

 

（解除に伴う措置） 

第 45 条  受注者は、契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該

貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意

または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、また

は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

２ 受注者は、契約が業務の完了前に解除された場合において、業務履行場所に受注者が所有または

管理する物件（第６条第 3 項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、または請け負っ

た者が所有または管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。）があるときは、受注

者は、当該物件を撤去するとともに、業務履行場所を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さ

なければならない。 

３ 前項に規定する撤去及び取片付けに要する費用（以下本項及び次項において「撤去費用等」とい

う。）は、受注者が負担する。 

４ 第 2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または

業務履行場所の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件

の処分または業務履行場所の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、

受注者は、発注者の処分または修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま

た、発注者が支出した撤去費用等を負担しなければならない。 

５  第 1 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については契約の解除が第 38 条、

第 39 条または次条第３項によるときは発注者が定め、第 37 条、第 41 条または第 42 条の規定に

よるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 1 項後段及び第 2 項に規定する受

注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとす

る。 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠

償を請求することができる。 



 一 第 38 条または第 39 条の規定により、業務の履行完了後にこの契約が解除されたとき。 

 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である 

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は業務委託料の 10分

の 1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 一 第 38 条または第 39 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。 

 二 業務の履行完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由

によって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2号に該当する場合とみなす。 

 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第 75号）

の規定により選任された破産管財人 

 二 受注者について更生手続きの決定があった場合において、会社再生法（平成 14 年法律第 154

号）の規定により選任された管財人 

 三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第 1項各号又は第 2項各号に定める場合（前項の規定により第 2項第 2号に該当する場合とみな

される場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することが

できない事由によるものであるときは、第 1項及び第 2項の規定は適用しない。 

５ 第 2項の場合（第 39条 6 号及び 10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）にお

いて、第 4条各号に定める契約の保証による担保の提供が行われているときは、発注者は、当該

担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第 46 条の２ 受注者が、次の各号に定める場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の

請求に基づき、業務委託料額（この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業

務委託料。次項において同じ。）の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律

第 54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、または受注者が構成事業者であ

る事業者団体が独占禁止法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が

受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含

む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確

定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定により取消された場合を

含む）。 

二 納付命令または独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの

命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）に対し

て行われたものであるときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して

行われたものでないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をい

う。次号において「納付命令または排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占

禁止法第３条または第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ

れたとき。 

三 納付命令または排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条または第８条第１号の規定

に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示され

た場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が

受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基

礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたもの

であり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員または使用人を含む。次項第２号におい

て同じ。）の刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６または独占禁止法第 89 条第１項若しく

は第 95 条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ この契約に関し、受注者が、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合

のいずれか一に該当したときは、前項に規定する業務委託料の 10 分の１に相当する額のほか、業



務委託料の 100 分の５に相当する額を違約金として、または、受注者が、前項第４号に規定する場

合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれか二以上に該当したときは、前項に規定する業

務委託料の 10 分の１に相当する額のほか、業務委託料の 10 分の１に相当する額を違約金として、

受注者は、発注者の請求に基づき、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 前項第１号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第１項の規定の適用

があるとき。 

二 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明

らかになったとき。 

三 前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、発注者若しくは日本道路公団の役員または

使用人であった者が、発注者若しくは日本道路公団の役員または使用人であったことの地位を利

用して、受注者若しくは受注者の役員または使用人として違反行為に関与していた事実が明らか

になったとき。 

四 受注者が刑法第 96条の６第１項、第２項及び第 198条並びに独占禁止法第３条の規定に抵触

する行為は行わない旨の競争参加資格審査申請に伴う不正行為等防止約款に同意しているとき

または誓約書を提出しているとき。 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第 47 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償

を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照

らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

 一 第 41 条または第 42 条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

 二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であ

るとき。 

２ 第32条第2項の規定による業務委託料の支払いまたは第33条第4項の規定による部分払金の支

払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 3パーセント

の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 

（保険） 

第 48 条 受注者は、設計図書に基づき保険を付したときは、当該保険に係る証券またはこれに代わ

るものを直ちに発注者に提示しなければならない。 

 

（賠償金等の徴収） 

第 49 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を発注者の指定する期間内に支払

わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者が指定する期限の日の翌日から業務委託料

支払いの日まで年 3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委

託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 3パーセントの割合で計算

した額の延滞金を徴収する。 

 

（紛争の解決） 

第 50 条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなか

ったときに発注者が定めたものに受注者が不服のある場合その他契約に関して発注者と受注者と

の間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議のうえ調停人を選定し、当該調停人の

あっせんまたは調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用につい

ては、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発

注者及び受注者が折半し、その他のものは発注者及び受注者がそれぞれ負担する。 

２  前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人または受注者

から業務を委任され、または請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督員の職務の執行に

関する紛争については、第 11条第２項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第４項

の規定により発注者が決定を行った後、または発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第２

項若しくは第４項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第１項のあっせんまた



は調停の手続を請求することができない。 

３  第１項の規定にかかわらず、発注者または受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定す

る手続前または手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法（平成 8

年法律第 109 号）に基づく訴えの提起または民事調停法（昭和 26年法律第 222 号）に基づく調停

の申立てを行うことができる。 

 

（情報通信の技術を利用する方法） 

第 51 条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、

報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法

は書面の交付に準ずるものでなければならない。 

 

（契約外の事項）  

第 52 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め

る。 
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東日本高速道路株式会社【NEXCO 東日本】が発注する施工管理業務の委託契約にかかる調

達手続に参加を希望される方【参加者】は、必ず、本書をご確認のうえ、本書の内容をご了

解いただいたうえで、調達手続への参加をお願いいたします。 

なお、本書に記載の事項と当該施工管理業務の手続開始の公示(説明書)に示す事項に相違

がある場合は、手続開始の公示(説明書)に示す事項を正として取扱います。 

 

1. はじめに 
 

[1] 入札手続の公正性・透明性の確保に関するお願い 

① NEXCO 東日本では、社員一人ひとりが、独占禁止法などの関係法令や弊社の内規を遵守して調達

手続に従事するとともに、公正性・透明性を確保した調達制度の構築により、調達手続におけるあ

らゆる不法行為や不正行為の排除に努めています。 

② 参加者は、以下に示す事項を厳守してください。 

（1）建設業法や独占禁止法などの関係法令を遵守し、社会倫理に従い誠実に行動してください。 

・参加者は、調達手続にあたり、競争を制限する目的で他者といかなる相談も行わず、自ら表示

すべき意思の決定をしてください。 

・参加者は、調達手続が終了するまでの間、調達手続に基づくもののほか、自ら表示すべき意思

の開示をしないでください。 

（2）調達手続期間【手続開始の公示から契約締結までの間】においては、当該施工管理業務の調達
．．．．．．．．．．．

手続に関して
．．．．．．

、(3)または手続開始の公示（説明書）に示す手続への技術課題論文及びヒアリン

グ要請事項以外の NEXCO 東日本社員への面会、通信その他方法を問わず、一切の接触行為はご遠
．．．．．．．．．．

慮願います
．．．．．

。 

（3）調達手続に関してご不明な点がある場合は、当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す『契約

担当部署』宛てにご連絡願います。 

 

[2] 競争参加不適格者について 

① 当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す『契約責任者』から、NEXCO 東日本の契約規程実施細

則 6 条に規定する競争参加不適格者に該当すると認められた参加者は、当該業務の調達手続に参

加することはできません。 

② 参加者は、競争参加不適格者でないことを宣誓のうえ、当該施工管理業務の手続開始の公示(説

明書)様式に示す『競争参加資格確認申請書』を提出いただきますが、契約責任者が競争参加資格

不適格者と認め、以後の入札手続への参加をお断りする場合があります。 
 

《参考》契約規程実施細則（競争参加不適格者） 

第 6条 契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、特別の理由がある場合を除くほか、競争への参加を

認めてはならない。 

一 民法に規定する制限行為能力者である個人（個人とは自然人をいう。以下本条において同じ。） 

二 破産法に基づき破産手続開始の申立てをした法人 

2 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その事実が明らかになった日から 2 年間、

競争への参加を認めないことができる。 

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料等の品質若しくは数量に関して不正の行為をした個人又

は法人（当該行為をした法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。以下、本項において同じ。） 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した個人又は法人 

三 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた個人又は法人 

四 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた個人又は法人 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった個人又は法人 
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六 会社に提出した書類に虚偽の記載をした個人又は法人 

七 その他会社に著しい損害を与えた個人又は法人 

八 前各号の一に該当する個人又は法人を、その該当する事実のあった日から 2年以内に、会社との契約において

使用した個人又は法人 

3 契約責任者は、次の各号の一に該当する者については、その間において、競争への参加を認めないことができる。 

一 会社と重大な利害の対立があり、かつその態様からみて契約の相手方として不適当であると認められる個人又

は法人 

二 前号又は前項各号の一に該当する個人又は法人を、会社との契約において使用しようとする個人または法人

（当該行為をしようとする法人のほか、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。） 

4 契約責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者については、その間において、競争への参加を認めてはな

らない。 

一 破産法に基づき破産手続開始の申立てをした個人で、復権を得ない者 

二 民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした個人又は法人で、再生手続開始の決定を得ない者 

三 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをした法人で、更正手続開始の決定を得ない者 

四 経営状況が著しく不健全であると認められる個人又は法人 

五 市場競争を実質的に制限する行為があると認められる個人又は法人（当該行為があると認められる法人のほ

か、当該個人に対する使用者責任を負う法人を含む。） 

六 警察当局により、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずる者として、公共工事等からの排除

要請等の対象とされた法人 
 

 

[3] 調査等競争参加資格の有資格者認定(有資格者登録制度)について 

① 調達手続に参加するためには、当該施工管理業務の手続開始の公示(説明書)に示す業務種別につ

いて、あらかじめ、NEXCO 東日本から調査等競争参加資格の有資格者として認定【有資格者認定】

を受け、有資格者名簿に登録されることが必要です。 

② 有資格者認定を受けていない参加者についても、調達手続に参加するために必要な『参加表明書』

を提出することができます。この場合において、契約責任者は、当該参加者が技術課題論文作成及

びヒアリング実施日において有資格者認定を受けることを条件に、当該業務の競争参加資格の確

認においては、『競争参加資格あり』と認定しますので、速やかに有資格者認定を受けてください。 

なお、有資格認定は、申請から認定まで約 40 日程度必要になりますので、弊社 HP をご確認のう

え、早めに申請してください。 

 ◇ 競争参加資格のご案内 ⇒ http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/quarification/ 
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[4] 競争参加資格停止の考え方について 

〔1〕プロポーザル方式の場合  

○ 上記[3]に示す有資格者認定を受けている参加者でも、当該施工管理業務の手続開始の公示(説明

書)に示す参加表明書の提出期間の最終日から契約の相手方決定の日までの期間（期首・期末日を

含む）において、NEXCO 東日本から講じられた競争参加資格停止措置の期間と重複がある場合は、

当該業務の調達手続に参加することができず、契約責任者から『競争参加資格あり』との認定を受

けた後であっても、以後の調達手続には参加することができません。 
 

｢競争参加資格あり｣ 

となる場合 

                
   ①参加表明書提出期限の前日までに資格停止期間終了                  
 ②契約の相手方決定の翌日以降から資格停止期間開始                   

｢競争参加資格なし｣ 

となる場合 

                
  ①参加表明書提出期限日に資格停止期間終了                  

   ②重複期間あり                  
 ③重複期間あり                   
 ④契約の相手方決定の日から資格停止期間開始                  

※水色線は資格停止期

間を表す。 

 ←申請書提出期間→ ←  資 格 停 止 措 置 確 認 基 準 期 間  →  
△ 

手続開始の公示 
▲ 

参加表明書 
提出期限日 

△ 
開札日 

▲ 
契約の相手方 
決定の日 

 

[5] 入札方法の確認について 

〔1〕プロポーザル方式の場合  

① 「郵送入札」の方法により手続を開始した場合、手続の途中において「電子入札」に変更するこ

とはできません。なお、手続においてご不明な点がある場合は、当該施工管理業務の手続開始の公

示(説明書)に示す『契約担当部署』宛てお問合せください。 

 

2. 手続開始の公示から見積者の特定までの手続等 
 

 当該施工管理業務の「手続開始の公示」または「見積依頼」によります。 

 

3. 見積合わせ 
 

[6] 見積書の作成 

① 見積書の様式は、この指示書の別紙「様式 1」です。 

② 見積金額は、1円単位の整数とし、算用数字により記載してください。 

③ 見積金額は、「手続開始の公示.1-8」に示す契約図書により積算してください。なお、これらの

契約図書は内容を訂正する場合があります。その場合は、NEXCO 東日本の HP に掲載しますので、

NEXCO 東日本の HP を随時ご確認ください。 

④ 見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた『税抜き額』を記載してください。なお、契

約の相手方の決定にあたり、入札金額に消費税及び地方消費税相当額（1円未満の端数は四捨五入）

を加算した額をもって契約金額とします。 

〔1〕見積者本人が見積書を作成する場合  

①『見積者本人』とは、当該業務の見積及び契約にかかる権限を有する方であり、NEXCO 東日本の契

約責任者とともに、当該業務の委託契約を締結する契約の名義人をいいます。なお、見積者が法人

である場合は、当該法人の代表者に限らず、事業部,支社,支店または営業所の長等も含め、同権限

を有する者は『見積者本人』となります。 

② 見積者本人が見積書を作成する場合の記入例は、この指示書の別紙「様式 1記入例①」をご参照
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ください。 

③ 見積者本人が見積書を作成する場合、下記[11]に示す見積合わせへの立会いや、[13]に示す再度

見積など、以後の調達手続についても見積者本人に実施いただくことになります。途中で代理人

を立てることは認めません。 

〔2〕見積者の代理人が見積書を作成する場合  

①『見積者の代理人』とは、見積者本人から当該業務の見積にかかる権限を委任された方をいいま

す。なお、見積者が法人である場合は、見積者本人と恒常的な雇用関係にある社員の方を見積者の

代理人としてください。 

② 見積者の代理人が見積書を作成する場合は、見積者本人から見積者の代理人に対する上記①の権

限の委任を証明するため、見積者本人による委任状の作成が必要となります。ただし、下記[13]に

示す再度入札については委任状の作成は不要です。 

③ 見積者の代理人が見積書を作成する場合の記入例は、この指示書の別紙「様式 1記入例②」をご

参照ください。 

④ 見積者の代理人が見積書を作成する場合、下記[11]に示す開札への立会いや、[13]に示す再度入

札など、以後の入札手続についても見積者の代理人に実施いただくことになります。途中で見積

者本人が実施すること、代理人の変更や復代理人を立てることは認めません。 

 

[7] 見積に必要な書類(見積書類)の封かん 

① 封筒に、次に示す書類をすべて入れて封かんしてください。 

（1）上記[6]で作成した「見積書」 

（2）その他、当該業務の手続開始の公示(説明書)その他契約図書において見積時に提出するよう指

示のある書類 

② 封筒のオモテ面に、次に示す事項をすべて記載してください。 

（1）『見積書在中』 

（2）当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す「業務名」 

（3）「見積者名」（見積者が法人である場合は法人名のみで可） 

③ 上記①で封かんした封筒を別の封筒に入れて再度封かんしてください。 

 

[8] 見積（見積書類の提出） 

① 上記［7］により封かんした見積書類は、当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す「見積
．．．

書提
．．

出
．
期限の
．．．

日」
．．

まで
．．

に必着するよう
．．．．．．．

、『契約担当部署』宛てに『書留郵便』または『信書便』により

提出してください。その他、ご不明の点がある場合は、『契約担当部署』宛てお問合せください。 

② 見積書類は、NEXCO 東日本に送達または提出の後は、いかなる理由があろうとも差替え、変更、

取下げには一切応じられません。 

③ NEXCO 東日本では、送達または提出いただいた見積書類(内封筒)は、当該業務の手続開始の公示

(説明書)に示す見積合わせの日時まで開封しません。見積にあたっては、すべて見積者の責任に

より不備の有無等をご確認願います。 

④ 見積に要する費用は、見積者の負担とします。 

⑤ 契約担当部署では、見積書類の送達状況に関するお問合せには一切応じかねます。送達状況のご

確認を希望する場合は、配達証明等の郵送サービスをご利用ください。 

⑥ 宅配業者等によるメールサービスによる送達も有効としますが、上記の取扱いに準じてください。 
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[9] 見積の辞退 

① 見積者は、上記[8]に示す方法により見積書類を発送する前において、自由に、見積を辞退（以

後の見積手続への参加を辞退）することができます。なお、NEXCO 東日本では、見積を辞退した見

積者に対し、その辞退を理由として、別の業務にかかる調達手続への参加について不利益な取扱

いをすることはありません。 

② 見積を辞退する場合であっても、辞退書の提出は不要です。ただし、電子入札においてはシステ

ムの都合上、『見積書』作成画面において『辞退書』の提出をお願いしていますのでご協力くださ

い。 

③ また、下記[13]に示す再度見積を辞退する場合は、当初の見積書を作成した見積者本人または見

積者の代理人が『辞退書（この指示書の別紙「様式 2」）』を作成のうえ提出してください。 

④ 見積書類が NEXCO 東日本に送達または提出された後は、見積の辞退は一切認めません。見積者の

錯誤（桁間違いなど）、積算ミスまたは契約図書の認識不足等により見積金額を誤った場合など理

由の如何を問わず、下記[14]に示す無効要件に該当しない限り、その見積は有効として取扱いま

す。その結果、契約の相手方となった場合にはその見積金額をもって契約金額を決定し、契約を締

結します。契約を辞退することは認めません。 

 

[10] 見積合わせの方法 

① 見積合わせは、当該業務の「手続開始の公示に示す特定通知」または「見積依頼」に示す見積合

わせの日時に、見積場所において、NEXCO 東日本の見積執行者(契約担当部署の長など)が実施しま

す。 

 

[11] 見積合わせへの立会いと持参書類等 

① 見積合わせへの立会いにあたっては、下記[13]に示す再度見積合わせを実施する場合に備えて、

次に示す書類等をご持参ください。 

（1）再度見積に使用する予備の見積書様式（この指示書の別紙「様式 1」） 

（2）当初の見積書作成に使用した印鑑 

③ 見積合わせへの立会いのない者のした当初の見積は有効として取扱いますが、下記[13]に示す再

度見積を実施する場合においては、再度見積は辞退したものとみなします。 

 

[12] 契約の相手方の決定 ≪契約の成立≫ 

① 見積合わせの結果、契約制限価格の制限の範囲内における有効な見積価格に、消費税相当額を加

えた金額をもって当該業務の業務委託料と決定し、当該者を契約の相手方として決定します。 

② 契約の相手方の決定をもって当該業務の委託契約は成立します。契約の相手方と決定された者は、

速やかに当該業務の委託契約書 4 条及び下記[15]に示すとおり、当該契約が発効するために必要

な履行ボンドを提出していただきます。なお、契約の相手方が、正当な理由なく履行ボンドを提出

しない場合、または履行ボンドの提出が不能となった場合は、当該契約の相手方に対する契約の

相手方の決定を取消します。 

 

[13] 再度見積 

① 見積合わせの結果、NEXCO 東日本の契約制限価格の制限の範囲内における有効な見積が無い場合

は、見積執行者の判断により、速やかにまたは別の日時を指定して、再度入札を実施する場合があ
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ります。 

 

[14] 無効となる見積 

① 以下に示す事項に該当する見積は無効とします。なお、上記[13]に示す再度見積を実施する場合

でも、当該見積をした見積者は再度見積に参加することはできません。 

（1）上記[2]に示す競争参加不適格者がした入札 

（2）見積合わせの日において、上記[3]に示す有資格者認定を受けていない者、または保留,取消さ

れている者がした見積 

（3）上記[4]に示す競争参加資格停止措置を講じられている者がした見積 

（4）次に示す事項のうちいずれか 1つ以上に該当する入札者がした見積 

1）見積者が他の見積者の代理をしている場合 

2）NEXCO 東日本社員の職務の執行を妨害している場合 

② 以下に示す事項に該当する見積は無効とします。なお、上記[13]に示す再度見積を実施する場合

は、当該見積をした見積者でも再度見積に参加することができます。 

（1）上記[6]に示す見積書が次に示す事項のうちいずれか 1つ以上に該当する見積 

1）見積金額が訂正してある場合 

2）見積者(本人,代理人とも)の記名、押印が欠けている場合 

3）誤字、脱字その他数字の脱落等により意思表示が不明確な場合 

4）見積金額以外の条件が付されている場合 

5）同じ見積者の見積書が 2通以上ある場合 

6）その他 NEXCO 東日本の指示に違反し、または必要な条件を具備していない場合 

（2）上記[13]に示す再度見積において、前回の見積を上回る金額による見積 

 

4. 契約 
 

[15] 契約保証(履行ボンド)の取得及び提出 ≪契約の発効≫ 

〔1〕共通事項  

① 契約の相手方は、当該業務の業務委託契約書 4条の規定に基づき、当該業務委託契約が発効する

ために必要な下記〔2〕から〔4〕に示す契約保証(履行ボンド)のうち、いずれか 1つを取得のう

え、契約の相手方の決定の日から 10 日(休日(土、日及び祝日)を含む。ただし、GW(4/29-5/5)、

お盆(8/13-8/17)及び年末年始(12/29-翌 1/3)は除く。以下同じ)以内に、その原本を契約責任者

あて提出していただきます。 

② 契約保証(履行ボンド)の取得に要する費用は、契約の相手方の負担とします。 

③ NEXCO 東日本は、提出いただいた契約保証(履行ボンド)について、下記〔2〕から〔4〕のうち該

当する項に示す要件を満たすか否かについて確認を行います。 

④ 契約保証(履行ボンド)は、当該業務にかかる委託契約の完了後必要な時期に、契約の相手方の求

めに応じて返却します。 

⑤ その他契約保証(履行ボンド)の取得及び提出に関してご不明な点がある場合は、契約保証(履行

ボンド)の各発行機関や当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す『契約担当部署』宛てお問合せ

ください。 

⑥ 当該業務委託契約は、下記［16］に示す契約書の作成の有無にかかわらず、契約の相手方より下

記〔２〕から〔４〕に示す履行ボンドの提出を受けた時点で発行し、契約責任者から別に指示のな
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い場合は、当該業務の履行期間は、通常、履行ボンド取得日の翌日を第１日と起算します。 

⑦ 履行ボンドの取得日以降、契約の相手方が、正当な理由なく当該業務委託契約を履行しない場合、

または当該業務委託契約の履行が不能となった場合は、委託契約書 38 条に基づき契約を解除する

場合がありますのでご留意ください。 

〔2〕金融機関または保証事業会社の契約保証  

① 金融機関(銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林

中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合その他貯金の受入れを

行う機関)または保証事業会社が発行する契約保証証書(履行ボンド)を取得してください。 

② 金融機関または保証事業会社の契約保証は、次に示す要件をすべて満たすものとします。 

（1）『名宛人』は、NEXCO 東日本の契約責任者です。 

（2）『保証委託者』は、契約の相手方本人（契約の相手方が所属する法人の代表者でも可）です。 

（3）『保証債務の内容』は、当該業務の契約保証（契約の相手方に当該業務の委託契約に基づく債

務の不履行を原因として、NEXCO 東日本が被る損害金の支払保証）です。 

（4）『保証金額』は、契約金額(税込額)の 100 分の 10 以上の額とします。 

（5）『保証期間』は、当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す契約期間の全部において有効であ

ることとします。 

（6）『保証債務履行請求の有効期間』は、上記(5)の『保証期間』の最終日を第 1日として 6ヶ月間

以上確保してください。 

（7）上記事項のほか、履行ボンドの作成日、当該業務の件名等必要な事項が正確に記載され、かつ

金融機関または保証事業会社の発行責任者による記名押印(印影印刷も可)がなされている必要

があります。 

〔3〕保険会社の履行保証保険  

① 金融機関のうち保険会社が発行する履行保証保険証券(履行ボンド)を取得してください。 

② 保険会社の履行保証保険は、次に示す要件をすべて満たすものとします。 

（1）『被保険者』は、NEXCO 東日本の契約責任者です。 

（2）『申込人(保険契約者)』は、契約の相手方本人（契約の相手方が所属する法人の代表者でも可）

です。 

（3）『保険契約の内容』は、当該業務の履行保証保険（契約の相手方に当該業務の委託契約に基づ

く債務の不履行を原因として、NEXCO 東日本が被る損害金の支払をてん補する保険）です。 

（4）『保険金額』は、契約金額(税込額)の 100 分の 10 以上の額とします。 

（5）『てん補条件』として「定額てん補特約」を付保してください。 

（6）『保険期間』は、当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す契約期間の全部において有効であ

ることとします。 

（7）上記事項のほか、履行ボンドの作成日、当該業務の件名等必要な事項が正確に記載され、かつ

保険会社の発行責任者による記名押印(印影印刷も可)がなされている必要があります。 

〔4〕保険会社の公共工事履行保証  

① 金融機関のうち保険会社が発行する公共工事履行保証証書(履行ボンド)を取得してください。 

② 保険会社の公共工事履行保証は、次に示す要件をすべて満たすものとします。 

（1）『債権者』は、NEXCO 東日本の契約責任者です。 

（2）『債務者』は、契約の相手方本人（契約の相手方が所属する法人の代表者でも可）です。 

（3）『保証契約の内容』は、当該業務の公共工事履行保証（契約の相手方に当該業務の委託契約に
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基づく債務の不履行を原因として、NEXCO 東日本が被る損害金の支払保証）です。 

（4）『保証金額』は、契約金額(税込額)の 100 分の 10 以上の額とします。 

（5）『役務保証』の特約は付保しないでください。 

（6）『保証期間』は、当該業務の手続開始の公示(説明書)に示す契約期間の全部において有効であ

ることとします。 

（7）上記事項のほか、履行ボンドの作成日、当該業務の件名等必要な事項が正確に記載され、かつ

保険会社の発行責任者による記名押印(印影印刷も可)がなされている必要があります。 

 

[15-2] 暴力団排除に関する誓約書の提出 

① 契約の相手方は、この指示書の様式 3「暴力団排除に関する誓約書」を作成し、契約の相手方の

決定から 10 日（休日を含む）以内に、契約責任者あて提出してください。 

② 上記①に示す暴力団排除に関する誓約書の提出がない場合、または提出された暴力団排除に関す

る誓約書に記載漏れ等の不備がある若しくは虚偽の記載をしたと認められる場合は、契約を解除

する場合があります。 

 

[16] 契約書の作成 

① 当該業務の契約書は、「株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム」が提供する電子

契約サービス『CECTRUST-Light』を利用して、下記②及び③に示す手続により、契約の締結及び以

後の契約書の保管をすることができます。電子契約によれば、契約図書の保管、検索における利便

性も向上します。ご希望の場合は契約の相手方の決定後速やかに、手続開始の公示(説明書)に示

す『契約担当部署』宛て又は NEXCO 東日本の HPの以下のページをご確認ください。 

◇ 電子契約サービス『CECTRUST-Light』の利用開始について 

⇒ https://www.e-nexco.co.jp/bids/info/list/r02/0331/ 

② 契約の相手方は、次に示す契約図書について電磁的記録に変換したうえで、上記①の電子契約サ

ービスを利用して電子署名を行い、契約の相手方の決定から 30 日(休日を含む)以内に、契約責任

者あて提出してください。 

（1）契約書 

（2）見積者に対する指示書 … 本書(表紙～P.8) 

（3）特記仕様書 

③ 契約の相手方は、次に示す契約図書について紙媒体のまま製本し、契約の相手方の決定から 30

日(休日を含む)以内に、契約責任者あて提出してください。 

（1）発注用図面(契約図面)の頭書以外 

④ 上記①に示す電子契約によらない場合は、紙媒体により製本し、記名押印のうえ契約書を作成し、

契約の相手方決定から 30 日（休日を含む）以内に、契約責任者あて提出してください。 

 

[17]見積手続に関連して提出された書類の取扱いについて 

 契約責任者は、法令に基づく場合を除き、参加者に無断で、提出された各書類を競争参加の確認 

その他当該業務の見積手続に必要な目的以外の目的で使用することはありません。また、見積手続 

において取得した個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第

2 条第 1 項に規定されたもの）についても、本見積手続に必要な目的の範囲内で使用するものと

し、次に定める場合以外に第三者へ提供・開示・漏洩又は他の目的に使用することはありません。 
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（1）法令に基づく場合 

（2）暴力団排除に関する誓約書（様式 3）に記載された情報を警察に照会する場合 

[18]施工管理共同体に係る事項 

  施工管理共同体は、上記に掲げるほか、次の各号に揚げる事項に従わなければならない。 

一 入札（見積）書は、１施工管理共同体につき１部提出し、各構成員の代表者はその代理人の連

名により作成すること。 

二 入札（見積）書には、施工管理共同体の名称を記載すること。 

三 入札（見積）に際しては、各構成員の代表者又はその代理人がそれぞれ出席するものとし、必

要な委任状及び使用印鑑届は、各構成員において提出すること。 

四 契約書は各構成員の代表者又はその代理人の連名で記名押印により作成すること。 

五 契約書には、施工管理共同体の名称を明記すること。 

２ 参加表明書（又は技術提案書）の提出後、施工管理業務施工管理共同体の構成員の一部につい

て、会社再生法に基づく再生手続開始決定若しくは民事再生法に基づく再生手続開始決定若しく

は破産法に基づく破産の申立て又は当社からの資格停止措置があった場合には、残存する構成員

又は新たな構成員を補充した上で新たに施工管理業務施工管理共同体を結成し、参加表明書（又

は技術提案書）の提出を妨げるものではない。 

３ 契約期間中において、新たな構成員が加入した場合は、当社所定の暴力団排除に関する誓約書

（指示書「様式 3-1」）を作成し記名押印の上発注者に提出しなければならない。 

 

 

 

 

契約の内容は以上です。このページまで契約書に綴じてください。 
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 指示書様式 1（見積書） 
 

見積書 
 

金          円【税抜き】 
 

（業務名）                                  
 

標記業務にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額によ

り見積します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 
 

令和 00年 00 月 00 日 
 

《見積者( 本人 / 代理人 )》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

 

 

委任状 
 

私は、上記見積書に記名押印した者を代理人と定め、同標記業務の見積に関する権限を委任し

ます。 

令和 00年 00 月 00 日 
 

《見積者(本人)》 会社名  

 役職等  

 氏 名 印 
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 指示書様式 1 記入例① 見積者本人が見積書を作成する場合  
 

見積書 
 

金 0,000,000,000 円【税抜き】 
 

（業務名）○○自動車道△△業務                         

 

標記業務にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額によ

り見積します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 

令和 00年 00 月 00 日 
 

《見積者( 本人 / 代理人 )》 会社名 ◆◆建設株式会社 

 役職等 ★★支店長 

 氏 名 ◇◇◇◇          印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長 ×××× 殿 

 

 

委任状 
 

私は、上記見積書に記名押印した者を代理人と定め、同標記工事の見積に関する権限を委任し

ます。 
 

令和 00年 00 月 00 日 
 

《見積者(本人)》 会社名  

 役職名  

 氏 名 印 

 

 

職
印 

作成不要 

記載する日付は見積書を作成する日付とし,

｢見積書提出日｣以前の日付とします。見積合

わせの日の日付を記入しないでください。 
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 指示書様式 1 記入例② 見積者の代理人が見積書を作成する場合  
 

見積書 
 

金 0,000,000,000 円【税抜き】 
 

（業務名）○○自動車道△△業務                         

 

標記業務にかかるすべての契約図書について、内容確認・承諾のうえ、上記の税抜き金額によ

り見積します。 

なお、上記の金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を契約金額として申込みます。 

令和 00年 00 月 00 日 
 

《見積者( 本人 / 代理人 )》 会社名 ◆◆建設株式会社 

 役職等 ★★支店☆☆営業課 

 氏 名 △△△△          印 
 

《契約責任者》東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長 ×××× 殿 

 

 

委任状 
 

私は、上記見積書に記名押印した者を代理人と定め、同標記業務の見積に関する権限を委任し

ます。 

令和 00年 00 月 00 日 
 

《見積者(本人)》 会社名 ◆◆建設株式会社 

 役職等 ★★支店長 

 氏 名 ▲▲▲▲          印 

 

 

職
印 

私
印 

記載する日付は見積書を作成する日付とし,

｢見積書提出日｣以前の日付とします。見積合

わせの日付を記入しないでください。 
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 指示書様式 2（見積辞退書） 

 

令和 00 年 00 月 00 日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社(事務所)長  殿 

住所  

会社名  

役職等  

氏名  
 

 

見積辞退書 
 

 

（業務名）                                

 

 

標記について、都合により見積を辞退します。 
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指示書様式 3－1（暴力団排除に関する誓約書） 

令和  年  月  日 

東日本高速道路株式会社 

○○支社（事務所）長        殿 

    住所 

    商号又は名称 

    代表者氏名          印 

 

暴力団排除に関する誓約書 
 

業務名：                           

 

標記件名において、下記の事項について当該契約満了まで将来において誓約するとともに、様式 3－

2の記載事項に間違いはありません。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が契約解除等による不利益を被るこ

ととなっても、異議申し立ては一切いたしません。 

なお、本様式に記載された情報を警察に照会することについて承諾します。 

また、代表者以外に記載した者についても、個人情報の提供及び警察への照会について、本人の同意

を得ております。 

今後、提出した様式 3－2の記載内容に変更があった場合は、その都度書面により報告いたします。 

記 
 

１．役員等（※）が、暴力団（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）である法人等でない。 

 

２．役員等（※）が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められる法人等でない。 

 

３．役員等（※）が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる法人等でない。 

 

４．役員等（※）が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

と認められる法人等でない。 

 

５．役員等（※）が、暴力団又は暴力団員との間で社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れる法人等でない。 

以  上 

※「役員等」とは次の①から③に掲げる全ての者をいう。 

① 個人にあってはその者、法人にあっては非常勤を含む役員（会社法上の役員。ただし、監査役は除く。）

ただし、その他の団体にあっては、法人の役員等と同等の責任を有する代表者又は理事等 

② 当該契約において、東日本高速道路株式会社との契約の締結に関して権限を委任された支社、支店、営

業所等の代表者（例：当該契約の契約締結権限を有する支社長、支店長、営業所長、営業部長等） 

③ ①②のほか、その他経営に実質的に関与している者 
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指示書様式 3－2（暴力団排除に関する誓約書：役員等名簿一覧） 

 

役 員 等 名 簿 一 覧 

 

業務名：                               

 

役職名 
フリガナ 

生年月日 性別 備考 
氏名 

（記載例） 

代表取締役社長 

ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ﾀﾛｳ 

東日本 太郎 

 

昭和 18 年 7 月 8 日 

 

男 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

（注１）役員等名簿一覧が１枚に収まらない場合は、２枚目以降を作成して提出すること。 

（注２）役員等名簿一覧には、以下の者を記載すること。 

   ① 個人にあってはその者、法人にあっては、非常勤を含む役員（会社法上の役員。ただし、

監査役は除く）ただし、その他の団体にあっては、法人の役員等と同様の責任を有する

代表者又は理事等 

   ② 当該契約において、東日本高速道路株式会社との契約の締結に関して権限を委任された

支社、支店、営業所等の代表者（例：当該契約の契約締結権限を有する支社長、支店長、

営業所長、営業部長等） 

   ③ ①～②のほか、その他経営に実質的に関与している者 

 



書式 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工管理業務共通仕様書 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年３月 
 
 
 
 
 
 
 
 

 東日本高速道路株式会社 
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【本仕様書において、特記なき要領・基準類は、当社制定のものをいう。】 
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第１章 総  則 

1－1 目 的 

施工管理業務共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、東日本高速道路株式会社（以

下「当社」という。）が発注する施工管理業務（以下「業務」という。）に係る施工管理業務

契約書（以下「契約書」という。）並びに設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を

図るとともに、業務実施上必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るための

ものである。 

 

1－2 用語の定義 

契約書類に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。    

(1)「契約書類」とは、契約書第 1条に規定する契約書及び仕様書をいう。 

(2)「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書（これらにおいて明記されている適用すべき

諸基準を含む。）、見積者に対する指示書、手続開始の公示及び手続開始公示説明書に

対する質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。 

(3)「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細または特別な事項を

定める書類をいう。また、発注者がその都度提示した変更特記仕様書若しくは追加特記

仕様書を含むものとする。 

(4)「内訳明細書」とは、契約書第 3条第 1項に基づき、業務委託料の内訳を示したものをい

う。 

(5)「業務実施体制資料」とは、受注者が見積書の提出前に発注者に提出した「参加表明書に

おける業務実施体制」または「業務実施体制資料」をいう。 

(6)「資金計画書」とは、契約書第 3条第 1項に基づき、内訳明細書の項目に基づく月別の資

金計画を示したものをいう。 

(7)「監督員」とは、契約書第 7条第 1項の規定に基づき、発注者が定め受注者に通知した者

をいう。 

(8)「副監督員」、「主任補助監督員」及び「補助監督員」とは、本章 1－5－2、1－5－3 及

び 1－5－4の規定に基づき、監督員が定め受注者に通知した者をいう。（以下「監督員」、

「副監督員」、「主任補助監督員」及び「補助監督員」全てを示す場合は、「監督員等」

という。） 

(9) 「管理員」とは、業務を実施するために、受注者が定めた技術者をいう。管理員に必要

な資格及び業務経験または経歴は別紙－１に、管理員の格に応じて実施する標準的な業

務内容は別表１～４に示すものとする。 

(10) 「管理技術者」とは、契約書第 8 条第 1 項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知

した管理員をいう。 

(11) 「副管理技術者」とは、管理技術者の不在時に、その業務を代行する管理員をいう。 

(12) 「担当技術者」とは、管理技術者の指揮の下、業務を担当する者で、受注者が定めた管

理員をいう。 

(13)「完了検査」とは、契約書第 31 条第 2項の規定に基づき、業務の完了を確認するために
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行う検査をいう。 

(14)「検査員」とは、契約書第 31条第 2項の規定に基づき、「完了検査」を行うために発注

者が定めた者をいう。 

(15) 「指示」とは、監督員が管理技術者に対し、業務を実施するために必要な事項について、

書面をもって示し、その事項を行うことをいう。 

(16)「承諾」とは、契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員と受注者ある

いは管理技術者が書面により同意することをいう。 

(17)「確認」とは、契約書類に明示された項目について、発注者若しくは監督員と受注者あ

るいは管理技術者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約書類との整合

を確かめることをいう。 

(18)「協議」とは、書面により契約書類で明示した事項について、発注者若しくは監督員と

受注者若しくは管理技術者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

(19)「提出」とは、監督員が受注者若しくは管理技術者に対し、または受注者若しくは管理

技術者が監督員に対し、業務の実施に係わる書面その他の資料を説明し、差し出すこと

をいう。 

(20)「提示」とは、監督員が受注者若しくは管理技術者に対し、または受注者若しくは管理

技術者が監督員に対し、業務の実施に係わる書面またはその他の資料を示し、説明する

ことをいう。 

(21)「報告」とは、受注者若しくは管理技術者が監督員に対し、業務の実施に係わる状況ま

たは結果について書面をもって知らせることをいう。 

(22)「通知」とは、監督員が受注者若しくは管理技術者に対し、または受注者若しくは管理

技術者が監督員に対し、業務の実施に関する事項について、書面をもって知らせること

をいう。 

(23)「連絡」とは、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段に

より知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 

(24)「調整」とは、本業務を履行するうえで、監督員と管理技術者が書面による報告を必要

としない軽微な内容について打合せ、調整を行うことをいう。 

(25)「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名または捺印

したものを有効とする。また、「業務打合簿」及び「業務指示簿」の伝達に電子メールを

使用する場合も上記と同様の取扱いとする。緊急を要する場合はファクシミリにより伝

達できるものとするが、速やかに有効な書面を作成するものとする。 

(26)「業務に着手すべき期日」とは、履行期間の開始の日をいう。 

(27)「参考」とは、契約書類に含まれない図書で、発注者及び受注者を拘束するものではな

い。 

 

1－3 日数等の解釈 

契約書類における期間の定めは、契約書第 1 条第 9 項の規定によるものとするが、履行期

間以外の日数の算出にあたっては、12 月 29 日から翌年 1 月 3 日及び 5 月 3 日から 5 月 5 日
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までの期間の日数は算入しないものとする。 

 

1－4 契約書類の解釈 

1－4－1 契約書類の相互補完 

契約書類は、相互に補完し合うものとし、そのいずれか一つによって定められている事

項は、契約の履行を拘束するものとする。 

1－4－2 共通仕様書及び特記仕様書の優先順位 

共通仕様書及び特記仕様書の間に相違がある場合には、特記仕様書、共通仕様書の順に

優先するものとする。 

 

1－5 監督員及び主任補助監督員等 

1－5－1 監督員の権限 

契約書第 7 条第 2 項の規定に基づき監督員に委任した権限は次の各号に掲げるものをい

う。 

(1) 契約書第 12 条の規定に基づき行う報告の受理及び確認 

(2) 契約書第 13 条の規定に基づき行う貸与品等の取扱い 

(3) 契約書第 16 条第 4項の規定に基づき行う設計図書の訂正または変更 

(4) 契約書第 17 条の規定に基づき行う設計図書等の変更 

(5) 契約書第 18 条の規定に基づき行う業務の全部または一部の一時中止の通知 

(6) 契約書第 21 条の規定に基づき行う履行期間の短縮変更の請求 

(7) 契約書第 26 条第 3項の規定に基づき行う臨機の措置の請求 

(8) 契約書第 30 条の規定に基づき行う設計図書の変更内容に関する協議、決定 

1－5－2 副監督員 

監督員は、必要と認めた場合には自己を補佐するための副監督員を置くことができる。

この場合において、監督員は、副監督員の氏名を受注者に通知するものとする。 

1－5－3 主任補助監督員 

監督員は、必要と認めた場合には自己を補助させるため主任補助監督員を定め、監督員

の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することができるものとする。

この場合において、監督員は主任補助監督員の氏名を受注者に通知するものとし、委任し

た権限の内容は特記仕様書に示すものとする。 

1－5－4 補助監督員 

監督員は、自己または主任補助監督員を補助させるため補助監督員を定め、自己または

主任補助監督員の権限とされる事項のうち監督員が必要と認めた権限を委任することがで

きるものとする。この場合において、監督員は補助監督員の氏名を受注者に通知するもの

とし、委任した権限の内容は特記仕様書に示すものとする。 

 

1－6 管理員 

1－6－1 管理技術者 

(1) 管理技術者は、受注者に所属（受注者との間に第三者の介入する余地がない雇用に関す



－4－ 

る一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在）する者で、かつ業

務実施体制資料に記載した者とし、原則として契約期間中配置しなければならない。受

注者は、管理技術者に関して監督員から雇用関係を示す書面の提出を求められた場合

は、その求めに応じなければならない。 

(2) 施工管理共同体を構成する場合は、代表者より管理技術者を選出しなければならない。 

(3) 継続契約（随意契約）において従事する場合は、現に契約中の管理技術者と同等程度の

業務実施上の能力を有する者を配置しなければならない。 

(4) 受注者は、管理技術者を途中交代しようとするときは、その理由及び別に配置する技術

者の氏名、実績、資格を付して監督員の確認を得なければならない。なお、途中交代で

きる場合は、次に掲げる場合とし、交代の時期は、業務の継続性等に支障が生じないよ

うにしなければならない。 

・病気・死亡・退職・出産・育児・介護等のやむを得ない場合 

ただし、上記の理由により途中交代する場合であっても、交代前の管理技術者と同等程

度の業務実施上の能力を有する者を配置しなければならない。 

(5) 管理技術者の氏名等の通知は管理技術者届（様式第 1－1号）により行うものとする。 

(6) 管理技術者は、管理員が第２章 2－2に示す業務を適切に行うよう、指揮監督しなけれ

ばならない。 

(7) 管理技術者に必要な資格区分及び資格要件は、「（別紙－１）管理員の資格区分及び

資格要件」に示す、管理員の格「管理員Ⅰ」または「管理員Ⅱ」に該当するものとする。 

1－6－2 副管理技術者（管理技術者の代行者） 

(1) 受注者は、管理技術者の不在時に、業務の統括・指揮を代行する副管理技術者を配置

することができるものとする。なお、管理技術者の不在時とは、休暇、出張等により監

督員の指示を受けることができない場合をいう。 

(2) 受注者は、副管理技術者を配置する場合は、業務実施計画書にその氏名・所属・副管

理技術者を設置した場合の監督員との連絡体制等を記載するものとする。また、副管理

技術者を複数名配置する場合は、代行者の順位についても記載するものとする。 

(3) 副管理技術者は、受注者に所属する者で、管理技術者に必要な資格を有する者とする。 

(4) 管理技術者及び副管理技術者の両者が不在時に緊急を要する場合は、代行者を担当技

術者が行うことができる。なお、緊急時とは、現場での災害、緊急の苦情対応及び工事

中事故等をいう。 

1－6－3 担当技術者 

(1) 受注者は、配置する担当技術者について、その氏名とその他必要な事項を業務実施計

画書に記載するものとする。 

(2) 受注者は、担当技術者を途中交代しようとするときは、交代前と同等程度の業務実施

体制となる者を配置しなければならない。 

(3) 担当技術者に必要な資格区分及び資格要件は、「（別紙－１）管理員の資格区分及び

資格要件」に示す、管理員の格「管理員Ⅰ」、「管理員Ⅱ」、「管理員Ⅲ」または「管理

員Ⅳ」に該当するものとする。 
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1－6－4 適切な技術者の配置 

受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事若し

くは調査等の受注者、当該工事若しくは調査等の受注者と資本若しくは人事面において関

連のある者、当該工事若しくは調査等の下請負人と資本若しくは人事面において関連があ

る者をおいてはならない。 

「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

1) 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、

またはその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている者 

2) 業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する役員を

兼ねている場合における当該業者 

1－6－5 配置技術者の確認 

監督員は、必要に応じて下記に示す事項について受注者に報告を求めることができる。 

(1) 技術者経歴・職歴 

(2) 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業（建設業許可業者、

製造業者等）の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項 

 

1－7 身分証明書の携行 

受注者は、下記に示す事項を記載した本業務の管理員であることを証する身分証明書を

作成するものとする。なお、管理員は、身分証明証を常に携行し、業務にあたらなければ

ならない。 

(1) 管理員名 

(2) 受注者名 

(3) 業務名称 

(4) 履行期間 

 

1－8 提出書類 

1－8－1 監督員を経由しない提出書類 

契約書第 7条第 5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、次の書類をいう。 

(1) 契約書第 4条の規定による保険証券の寄託 

(2) 契約書第 11 条第 3項の規定による監督員に対する措置請求 

(3) 契約書第 32 条第 1項及び第 34 条の規定による業務委託料の支払いに係わる請求書 

(4) 契約書第 33 条第 4項の規定による部分払に係わる請求書 

(5) 契約書第 34 条第 1項の規定による第三者による代理受理の承諾願 

(6) 契約書第 47 条第 2項の規定による遅延利息の請求書 

(7) その他手続き開始の公示等において指定した書類 

1－8－2 提出書類の様式 

受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式

を定め、提出するものとする。ただし、発注者または監督員がその様式を指定した場合は、
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これに従わなければならない。 

1－8－3 内訳明細書等 

契約書第 3 条に規定する「内訳明細書」及び「資金計画書」は、内訳明細書及び資金計

画書提出届（様式第 1－2号）によるものとする。 

1－8－4 テクリスへの登録 

受注者は、受注時または変更時において、業務実績情報システム（以下、「テクリス」とい

う。）に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「登録のための確認のお願

い」をテクリスから監督員宛に電子メールを送信し、監督員の確認を受けた上で、以下の期

限までに登録機関に登録申請しなければならない。ただし、登録期限には、土曜日、日曜日、

国民の祝日に関する法律に定める国民の祝日及び本章 1-3 に規定する日数は含まない。 

  （１）受注時は、履行期間開始の日から 15日以内 

  （２）登録内容の変更時は、変更があった日の翌日から 15日以内 

  （３）完了時は、完了届提出日の翌日から 15日以内 

   また、登録機関発行の「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員にメール送信される。

なお、変更時と完了時の間が 15 日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるもの

とする。 

  また、完了後において訂正または削除する場合についても同様に、テクリスから受注者にメ

ールを送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならな

い。 

   なお、テクリス登録に要する費用は受注者の負担とする。 

 

1－9 業務実施計画書 

1－9－1 業務実施計画書の提出 

受注者は、契約後速やかに次の各号に掲げる事項を記載した業務実施計画書を監督員に

提出しなければならない。ただし、速やかに提出することが困難なものについては、後日

別途提出することができるものとする。 

なお、監督員は、提出された業務実施計画書を検討の上必要と認めた場合には、受注者

に対して修正を求めることができるものとする。 

(1) 業務の実施体制       (4) 業務の実施内容 

(2) 連絡体制          (5) 管理技術者不在時の対応（代行者の設定等） 

(3) 業務実施日及び時間     (6) その他必要事項 

1－9－2 変更業務実施計画書 

(1) 発注者の理由による業務実施計画書の変更 

本仕様書 2－2「業務の内容」または特記仕様書に示す工事計画または調査計画等を発

注者の理由により変更し、これにより実施体制が変更となる場合は、速やかに監督員に

変更業務実施計画書を提出し、監督員が必要と認めた場合は、業務実施体制の変更に伴

う費用について、発注者と受注者で協議して定めるものとする。 

(2) 受注者の理由による業務実施計画書の変更 
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受注者は、自己の理由により業務実施計画書の内容を変更する場合は、その都度速や

かに監督員に変更業務実施計画書を提出しなければならない。その費用については、原

則として受注者の負担とするが、下記に示す内容について監督員が業務実施体制の変更

を認めた場合は、これに伴う費用については、発注者と受注者で協議して定めるものと

する。 

・管理用自動車等が減となる場合 
 

1－10 業務の履行に必要となる資料の取扱い 

1－10－1 資料の整備 

受注者は、業務の履行に必要となる資料のうち、市販または公開されている各種要領等

（施工管理要領、設計要領、共通仕様書）は、受注者の負担において適切に整備するもの

とする。 

1－10－2 資料の貸与 

監督員は、業務の履行に必要となる前項以外の資料（特記仕様書に示す事業計画に関わ

る工事請負契約書、調査等請負契約書、各々の契約に用いる仕様書及び規程等）について、

受注者に貸与するものとする。 

1－10－3 資料の保管 

(1) 受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、

複写等はしてはならない。 

(2) 受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡または使用させてはな

らない。 

1－10－4 資料の返却 

受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、直ちに監督員に返却するものと

する。 

1－10－5 資料の修復 

受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。損傷した場合には、受

注者の責任と費用において修復するものとする。 

 

1－11 地元関係者との協議等 

1－11－1 地元関係者との協議 

地元関係者との協議は、監督員が行うものとし、受注者はこれを補助（必要資料の作成、

協議への同席等）するものとする。なお、受注者が協議を行う必要が生じた場合は、事前

に監督員と協議内容について確認しておくものとする。 

1－11－2 地元関係者との紛争の防止 

受注者は、業務の実施に当たり、地元関係者との間に紛争が生じないように努めなけれ

ばならい。 

1－11－3 地元関係者との紛争の報告 

受注者は、地元関係者から業務の実施に関して苦情があった場合は、状況を監督員に報

告するものとする。 
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1－12 業務の再委託 

1－12－1 主たる部分の再委託 

契約書第 6 条第 1 項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受

注者は、これを第三者に委託させることはできない。 

(1) 業務における総合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断 

1－12－2 軽微な部分の再委託 

契約書第 6条第 3項に規定する「軽微な部分」とは、事務業務、自動車運転業務をいう。 

1－12－3 その他の再委託 

受注者は前記 1－12－2 に規定するもの以外のものを第三者に委託させようとする場合

には、実施する者の全てを明らかにして、契約書第 6 条第 3 項の規定に基づき、発注者に

再委託承諾願（様式第 1－3号）を提出し、その承諾を得なければならない。 

ただし、発注者の承諾により受注者は契約上のいかなる責任または義務を免れるもので

はない。 

1－12－4 再委託の要件 

受注者は、業務の一部を第三者に委託させようとする場合は、契約書第 26条の 3による

他、当社における競争参加資格登録取消または停止の措置期間中でない、第三者でなけれ

ばならない。 

1－12－5 再委託者の管理等 

受注者は、業務の一部を第三者に委託させようとする場合には、書面により契約関係を

明確にし、その責任において実施しなければならない。 

 

1－13 報告等 

1－13－1 業務状況報告 

契約書第 12 条の規定に基づき、受注者は、毎月末に業務状況報告書（様式第 1－4 号）を

監督員に提出するものとする。 

1－13－2 打合せ等 

(1) 受注者は、業務を適切かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡を取るもの

とする。受注者は契約書第 12条に規定する履行以外の業務の状況を必要に応じて監督員

に報告するものとする。その場合は、その内容を業務打合簿（様式第 1－5－1 号）によ

り監督員に提出するとともに相互に記載事項について確認しなければならない。また、

監督員が行う業務に関する内容提示についても同様とする。 

(2) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督

員と協議するものとする。 

1－13－3 技術的提案等の提出 

受注者は、契約書第 19条のほか、業務の実施にあたって、自ら立案実施した創意工夫や技

術力に関する下記の項目について、業務完了まで随時監督員に提出することができる。 

(1) 本仕様書第 2章に示す監督を行う工事及び調査等業務の実施にあたって、受注者が行
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った技術的な業務改良案等の提案 

(2) 本仕様書第 2章に示す業務の実施に当たって、受注者が自ら立案実施した創意工夫や

技術的な業務改良案等の提案 

 

1－14 業務の変更 

1－14－1 業務の変更通知 

監督員が、契約書第 16条、第 17 条及び第 18条の規定に基づく業務内容の変更、設計図

書の訂正または業務の全部または一部中止を行う場合は、業務指示簿（様式第 1－5－2号）

により通知するものとする。 

1－14－2 変更業務の実施 

受注者は、業務の変更通知が行われた場合は、変更内容に基づき業務を実施しなければ

ならない。 

 

1－15 スライド条項の適用基準 

1－15－1 適用の原則 

契約書第 24 条第 1項から第 4項までの規定（以下「スライド条項」という。）に基づく

業務委託料の変更（以下「スライド」という。）の適用基準は、次の各項によるものとす

る。 

1－15－2 賃金または物価の変動 

スライド条項に規定する「賃金水準または物価水準の変動」とは、それぞれ当該履行場

所における管理員の人件費、現場業務管理に含まれる管理用自動車及び事務員等に関する

価格水準の変動をいう。 

1－15－3 請求の方法 

(1) スライドの請求は、スライドの請求を行う発注者または受注者が賃金または物価の変

動状況、当該業務の残業務量等を勘案して、適当と判断した日に行うことができる。 

 ただし、残履行期間が１箇月未満の場合は、スライドの請求は行えないものとする。 

(2) スライドの請求は、スライド請求書（様式第 1－6号）を相手方に提出することにより

行う。 

1－15－4 適用の基準日 

スライド条項第 3 項に規定する「基準日」とは、次の各号に掲げるところによるものと

する。 

(1) スライドの請求があった日が 1日から 25 日までの間である場合においては、当該請求

のあった日の属する月の翌月の 1日。 

(2) スライドの請求があった日が 26 日から月末までの間である場合においては、当該請求

のあった日の属する月の翌々月の 1日。 

1－15－5 残業務量の算定 

変動前残業務代金額及び変動後残業務代金額の算定の基礎となる残業務量の算定は、基

準日の前月末までに履行された業務の確認検査を行い算定するものとし、発注者と受注者

との間で確認するものとする。 
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1－15－6 スライド額の協議 

(1) スライド条項第 3項に規定する協議開始の日は、精算数量が確定した時点とする。 

(2) 受注者からの請求または発注者及び受注者双方から請求の場合においては、受注者は、

発注者から通知のあったスライド額見積方通知書に基づき算定したスライドの請求額を

記したスライド額協議書（様式第 1－7号、当該請求額の算出基礎を添付したもの）を発

注者に提出するものとする。 

(3) 発注者からの請求の場合においては、発注者が算定したスライドの請求額を記したス

ライド額協議書をもって受注者と協議するものとする。 

(4) 上記(2)・(3)のスライド額は、その他原価及び一般管理費等を含むものとする。 

(5) スライド額について、発注者からの協議書により受注者は同意書（様式第 1－8号）を

監督員に提出するものとする。 

   なお、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者

に通知する。 

1－15－7 スライド額の協議後の内訳明細書等の提出 

(1) 1－15－6においてスライド額の協議が整った場合は、本章 1－16に基づき契約変更を

行うものとする。 

(2) 受注者は、契約変更後、契約書第 3条第 3項の規定に基づき、スライド額を考慮した

「内訳明細書」及び「資金計画書」を本章 1－8－3により発注者に提出するものとする。 

 

1－16 契約変更 

1－16－1 契約変更 

発注者と受注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものと

する。 

(1) 業務内容の変更により、業務の実施体制を変更する等、著しく業務委託料に変更が生

じる場合 

(2) 契約書第 25 条第 1項に定める経費が設計図書に定める金額を超える場合 

(3) 履行期間の変更を行う場合 

(4) 契約書第 24 条が適用された場合 

(5) 発注者と受注者が協議し、業務施行上必要があると認める場合 

1－16－2 契約変更書類の作成 

前項の場合において、受注者は変更する契約書類を当社所定の書式により作成し、記名

押印の上、発注者に提出しなければならない。 

なお、変更する契約書類は、次の各号に基づいて作成されるものとする。 

(1) 本章 1－14－1の規定に基づき監督員が受注者に指示した事項 

(2) その他発注者または監督員と受注者との協議で決定された事項 

 

1－17 事前検査 

1－17－1 事前検査 

発注者は、契約の履行状況について、業務完了前に検査を行うことができるものとする。 
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1－17－2 検査日及び検査員名の通知 

監督員は、事前検査に先立って受注者に対して書面をもって、検査日及び検査員名を通

知するものとする。この場合において、受注者は検査に必要な書類及び資料等を整備する

とともに、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。 

1－17－3 事前検査の内容 

事前検査は、事前検査日までの履行状況について、監督員及び受注者の立会の上、業務

の実施に当たって発注者に提出した書類を対象として契約書類と対比し、検査員が検査を

行うものとする。 

1－18 完了検査 

1－18－1 完了届 

契約書第 31 条第 1 項の規定に基づく完了通知は、完了届（様式第 1－9 号）により行う

ものとする。 

1－18－2 検査日及び完了検査員名の通知 

監督員は、業務の完了検査に先立って受注者に対して書面をもって、検査日及び検査員

名を通知するものとする。この場合において、受注者は検査に必要な書類及び資料等を整

備するとともに、必要な人員及び機材を準備し、提供しなければならない。 

1－18－3 完了検査の内容 

完了検査は、業務の実施に当たって発注者に提出した書類を対象として契約書類と対比

し、検査員が検査を行うものとする。 

 

 

1－19 実施業務部分の検査 

1－19－1 実施業務部分の確認 

(1) 受注者は、契約書第 33 条第 2項の規定により部分払の請求に係る業務実施状況の確認

を求める場合には、発注者に対し、実施業務部分検査願（様式第 1－10 号）を、請求を

行う月の 7日までに提出しなければならない。 

(2) 発注者は、受注者から提出された実施業務部分検査願に基づき、受注者が実施した業

務の検査を行い、実施業務部分を確認し、その結果を実施業務部分認定書により受注者

に通知するものとする。 

(3) 受注者は、発注者の確認を受けた実施業務部分であっても、契約書第 15 条及び第 33

条に規定する義務を免れないものとする。 

1－19－2 実施業務部分の検査の対象 

業務の実施部分の検査は、原則として月単位の実施業務を対象とし、本章 1－13－1 に規

定する業務状況報告書の確認により行うものとする。 

 

1－20 精算調書 

(1) 契約書第 25 条第 1項に規定する経費及び金額は特記仕様書に定めるものとする。 

(2) 契約書第 25 条第 2 項に規定する精算調書は、様式第 1－11 号によるものとする。な

お、精算調書には、精算を行う経費のほか内訳明細書（契約変更を行った場合は変更内



－12－ 

訳明細書）に記載のすべての項目を記載するものとする。 

 

1－21 業務委託料の支払 

(1) 契約書第 25条の規定に基づき精算を行う場合、契約書第 32条第 1項に規定する業務

委託料の請求額は、発注者が認めた精算調書の金額から受注者がその時点までに受領し

た部分払金の額を差引いた額とする。 

(2) 発注者は、業務委託料を受注者の指定する金融機関（日本国内の本支店）の口座に振

り込む手続きを完了したときをもって、業務委託料の支払が完了したものとする。 

 

1－22 業務実施中の安全の確保等 

1－22－1 安全対策 

受注者は、業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を

図り、指導、監督を行うものとする。なお、これに要する費用は、受注者の負担とする。 

1－22－2 事故等の報告 

受注者は、業務実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督員に通報するとともに、

業務中事故報告書（様式第 1－12 号）を速やかに監督員に提出し、監督員から指示がある

場合にはその指示に従わなければならない。 

 

1－23 保険の付保及び事故の補償 

1－23－1 法定保険の加入 

受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法、厚生年金保険法の規定に

より、使用人等の雇用形態に応じ、使用人等を被保険者とするこれらの保険に加入しまた

は加入させなければならない。 

1－23－2 業務上の事故補償 

受注者は、使用人等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対して

責任をもって適正な補償をしなければならない。 

 

1－24 電子証明書の取得 

1－24－1 電子証明書の取得 

受注者は、電子証明書を必要とする業務上必要な当社システムの利用に当たり、あらかじ

めシステム利用者を定め、システム利用者認証時（ログイン時）に必要となる電子証明書を

取得しなければならない。 

電子証明書の取得にあたっては、「NEXCO PKI による電子認証サービス 運用規程（CPS）」、

「NEXCO PKI による電子認証サービス 利用規約」に同意の上、利用者氏名及びその他必要事

項を記入した「電子認証サービス電子証明書発行申請書」により、監督員に申請するものと

する。 

なお、システム利用者に変動があった場合は、電子認証サービス電子証明書発行申請書及

び電子認証サービス電子証明書失効申請書により適切に対応しなければならない。 
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1－24－2 運用規程等の提供場所 

前項に示す「NEXCO PKI による電子認証サービス 運用規程（CPS）」等は、以下の場所

で閲覧することが可能となっている。 

・「NEXCO PKI による電子認証サービス 運用規程（CPS）」 

http://www.kcube.jp/relateddoc/cps.html 

・「NEXCO PKI による電子認証サービス 依拠当事者規約」 

http://www.kcube.jp/relateddoc/rpa.html 

・「NEXCO PKI による電子認証サービス 利用規約」 

http://www.kcube.jp/relateddoc/sa.html 

・「NEXCO PKI による電子認証サービス 証明書用途」 

http://www.kcube.jp/relateddoc/purposes.html 

・「NEXCO PKI による電子認証サービス 利用料金」 

http://www.kcube.jp/relateddoc/charges.html 

・PKI 様式の提供場所 

http://www.kcube.jp/JH_Certificate.html 

 

1－25 紛争中における発注者、受注者の義務 

(1) 受注者は、契約書第 50 条の手続きを行った場合においても、業務を継続しなければなら

ない。 

(2) 発注者は、受注者が発注者の定めたものに不服があり、契約書第 50 条の規定に基づく手

続きを行った場合においても、契約書第 33条の規定に基づく部分払を行うものとする。 

(3) 前記の場合で、契約変更を必要とする時は、発注者及び受注者は、発注者が定めたもの

に従い、受注者が不服である旨を明記して契約変更の締結を行うものとする。 

(4) 業務を完了した場合、前記変更契約書に基づき、契約書第 31条の規定に基づく検査及び

契約書第 32 条に基づく業務委託料の支払を行うものとする。 

 

1－26 関係法令及び条例の遵守 

(1) 受注者は、当該業務の実施に当たっては、すべての関係諸法令及び条例等を遵守しなけ

ればならない。 

(2) 受注者は、当該業務の設計図書が関係諸法令及び条例に照らし不適当な場合や、矛盾し

ていることが判明した場合は、直ちに書面にて監督員に報告し、その確認を求めなければ

ならない。 

 

1－27 特殊調査及び試験への協力等 

受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う特殊な調査及び試験に対し

て、これに協力しなれければならない。また、業務対象工事等が調査の対象となり、発注者

が受注者に対して調査及び試験の立会や結果の取りまとめを指示した場合も同様とする。 

なお、発注者は、受注者が特殊な調査及び試験の対象者となった場合または業務の対象工

事等に関する指示を行った場合は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。 
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1－28 秘密の保持  

1－28－1  目 的   

業務を遂行するため知り得た情報の取扱に関して、以下のとおり定めるものとする。  

1－28－2  定 義  

秘密保持に関する定義は、下記の各項目の定めるところによる。  

(1) 「情報」とは、「重要情報」及び「一般情報」をいう。  

(2) 「重要情報」とは、以下に示す「秘密情報」、「個人情報」、発注者及び受注者が「秘

密情報」「個人情報」と同等程度の重要性があると認めた情報をいう。 

(3)「秘密情報」とは、業務の執行上知り得た情報で、公知でないものをいう。  

(4) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成 15年 5月 30 日法律第 57 号）

第 2条第 1項に規定されたものをいう。  

(5) 「一般情報」とは、「重要情報」に該当しない情報をいう。 

(6) 「情報」は、文書、図面、電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。  

1－28－3 情報の明示 

発注者及び受注者の情報を業務の遂行のために相手方に提供する場合は、当該情報を特

定し、重要情報若しくは一般情報であることを明示しなければならない。  

受注者は、情報の提供を受けた場合、必要事項を記入し、発注者に提出しなければなら

ない。 

1－28－4  目的外の使用  

業務のために提供された重要情報を業務の目的以外に使用してはならない。  

1－28－5 取得の制限 

受注者は、業務の遂行に当たり個人情報を取得するときは、あらかじめ本人に対しその

利用目的を明示しなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ

公正な手段で個人情報を取得しなければならない。 

1－28－6  適切な管理  

(1) 業務の遂行に当たり知り得た重要情報について、善良な管理者の注意をもって、漏え

い、滅失またはき損の防止その他の適切な管理に必要な措置を講じるものとする。 

(2) 受注者は、業務に従事する管理員に対し、上記(1)の措置を遵守させるための必要な

措置を講じるものとする。 

(3) 監督員が求めた場合、受注者は「管理に必要な措置」について定めた文書を発注者に

提示する。  

1－28－7  利用者の制限 

受注者は、業務の遂行のために開示または提供された重要情報について、業務の遂行に

必要と認められる管理員以外に開示または提供してはならない。 

1－28－8  資料の持出しの禁止 

重要情報は、物的移動（複製物を作成し、複製物を移動させる場合も含む）や磁気的・

電子的・ネットワーク的移動等の方法を問わず、無断で持出してはならない。ただし、や
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むを得ず外部に持ち出す必要がある場合は、業務を所掌する情報セキュリティ対策規程実

施細則に定める統括管理者へその理由など付して承認を得た場合に限り持ち出すことがで

きる。 

1－28－9 複写または複製の禁止 

受注者は、業務を遂行するために発注者から引き渡された重要情報が記録された資料等

を複写、複製または加工してはならない。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けたとき

は、この限りでない。 

1－28－10 守秘義務  

業務の遂行上知り得た重要情報を他に開示・漏えいしてはならない。 

ただし、下記の項目に該当するものは、この限りではない。  

(1) この契約への違反によらずに公知であるか、または入手後公知となった情報 

(2) 相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報  

(3) 当該業務と無関係に、当事者が知っていた情報  

(4) 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報  

(5) 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる情報 

1－28－11 履行期間完了後の取扱い  

業務の履行期間完了後、速やかに、重要情報が記載または記録された文書、図画、電磁

的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還するとともに、返還が不可能または

困難な媒体及び受注者の記録装置に複写された電磁的記録は、監督員の指示に従って、当

該媒体等を再生不可能な状態に消去または廃棄する。  

秘密保持に係る規定は、法令の定めにあるものを除き、履行期間完了後もなお有効とす

る。 

1－28－12  第三者への委託について 

受注者は、発注者の承諾がない限り、重要情報の処理に係る当該業務の一部を第三者に

委託させてはならない。なお、発注者の承諾を得て当該業務の一部を第三者に委託させた

場合には、受注者は当該第三者に対して、重要情報に係る秘密保持について、本契約にお

ける受注者の義務と同様の義務を負わせるものとする。 

1－28－13 調査及び報告 

発注者は受注者に対し、重要情報の管理状況の調査を目的として、必要な範囲で業務の

履行場所に立ち入り、調査を行うことができる。 

受注者は、監督員から重要情報の管理状況について報告を求められた時は、速やかに監

督員に必要事項を報告しなければならない。 

1－28－14  事故時の対応 

受注者は重要情報の不正使用、漏えい、滅失またはき損その他の事故が発生した場合に

は、直ちに監督員に報告し、その対応について協議するものとする。なお、監督員は、受

注者に対し問題の対処に必要な措置を求めることができる。 

1－28－15 事故時の責任分担 

受注者の責めに帰すべき事由により、重要情報の不正使用、漏えい、滅失またはき損その
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他の事故が発生し、これにより発注者または第三者への損害が生じた場合は、受注者は、発

注者または第三者に対し、その損害について賠償の責めを負うものとする。 

1－29 業務履行実績証明書の発行 

受注者は、当該施工管理業務に従事した証として、発注者に対し施工管理業務実績証明書

発行申請書（様式第 1－13 号）に必要事項を記入し、監督員を経由し発注者に申請すること

ができるものとする。なお、当該証明書の使用範囲は東日本高速道路株式会社・中日本高速

道路株式会社・西日本高速道路株式会社における業務経験を証明するものとしてのみ使用で

きるものとする。 

 



 

－17－ 

第２章 施工管理業務 

 

2－1 適用すべき諸基準 

業務の実施にあたっては、別に指定する場合を除き、下記に示す基準によるものとする。 

・設計要領 

・調査要領 

・施工管理要領 

・土木工事積算要領 

・調査等積算要領 

・土木工事共通仕様書 

・調査等共通仕様書 

・土木設計数量算出要領 

・試験法 

・標準図集 

・土木工事管理要領 

・土木工事関係書類提出マニュアル 

・土木工事請負契約における設計変更ガイドライン 

・調査等請負契約における設計変更ガイドライン 

・その他事務処理及び設計施工に関する規定等 

 

2－2 業務の内容 

2－2－1 業務内容 

管理技術者の指示に従い担当技術者が実施する業務内容は、別表１～３に示すものとす

る。 

2－2－2 発注準備、積算準備  

(1) 主な業務内容 

  受注者は、本章 2－2－1 で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる

次の事項について適切に行わなければならない。なお、業務の実施にあたっては、別に

定める土木工事積算要領、調査等積算要領、土木設計数量算出要領、施設工事積算要領、

施設工事調査等積算要領等を十分理解し、厳正に実施すること。また、関係法令等、工

事等の契約書及び設計図書等の内容を十分理解し、関連する工事等の施工方法等につい

ても把握しておくこと。 

 1) 積算に必要な現地調査 

 受注者は、積算に必要な現場条件等について現地調査を行うものとし、積算に

用いる現場条件について監督員に確認するものとする。なお、現地調査は、事前

に監督員にその内容を確認のうえ行うものとする。 

 2) 工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）の作成 

 受注者は、契約書類等に明示された工事に関する設計成果等の貸与資料を基に、
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監督員と協議・打合せのうえ、必要な検討・追加等を行い積算根拠、設計図面、

数量表のとりまとめを行うものとする。 

 3) 積算根拠資料作成 

 受注者は、監督員と打合せのうえ、工事等の実施のための工程計画及び仮(架)

設計画、特記仕様書の素案作成を行ったうえで、明確にすべき使用材料、施工方

法等の条件の抽出・整理を行い、積算システムへのデータ入力の基となる根拠資

料を作成するとともに、積算システムへのデータ入力を行うものとする。 

(2) その他留意事項 

 1) 設計成果物等の確認・整理等 

 受注者は、監督員から貸与された設計成果物等について、数量計算書、設計図

等の確認及び整理を行うとともに、設計思想、留意事項及びその他必要事項を把

握するものとする。 

 2) 関連工事の把握 

 受注者は、監督員より積算上密接に関連する工事の指示があった場合は、その

積算に係る条件等を把握すること。なお、得られた情報については、共通仕様書

1－28－10 に従い、当該業務の遂行以外の目的に使用したり、第三者に漏らした

りしてはならない。 

 3) 新技術及び特許工法等の把握 

 受注者は、監督員より貸与される調査等の成果品等に新技術（ＮＥＴＩＳ登録

技術に限る）及び特許工法等（特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本

国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている施工方法（工事材

料を含む））が指定されている場合は、その取扱いについて監督員の指示に従う

こと。 

2－2－3 関係機関等との打合せ、立会 

(1) 主な業務内容 

  受注者は、本章 2－2－１で示された業務の適切な履行を確保するため、業務に係わる

次の事項について適切に行わなければならない。 

 1) 受注者は、監督員の指示に従って、監督員が行う関係機関等との協議・打合せ 

  等に必要となる資料の作成を行うものとする。 

 2) 受注者は、監督員の指示があった場合は、監督員が行う関係機関等との協議・ 

  打合せ及び立会い等に出席するものとする。 

 3) 受注者は、関係機関等との協議・打合せ等に出席した場合は、必要に応じて打 

  合せ記録を作成し、監督員に提出するものとする。 

2－2－4 施工状況の確認等 

(1) 主な業務内容 

  受注者は、本章 2－2－１で示された業務の適正な履行を確保するため、業務に係わる

次の事項について適切に行わなければならない。 

 1) 業務の実施にあたっては、別に定める各共通仕様書や各施工管理要領等を十分 
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  理解し、厳正に実施すること。 

 2) 業務の実施にあたって、工事等の請負人または外部から通知等を受けた場合

は、 

  速やかに監督員にその内容を正確に伝えること。 

 3) 業務の実施にあたって、工事等の請負人または外部への連絡若しくは通知を行 

  う場合は、その内容を正確に相手に伝えること。 

 4) 業務の実施にあたって、関係法令等、業務対象工事等の契約書及び設計図書等 

  の内容を十分理解し、工事現場の状況についても精通しておくこと。 

 5) 受注者は、工事の設計図書等に基づく工事等の請負人に対する、指示・協議に 

  必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は除く）の作成を行い、監 

  督員に提出するものとする。 

 6) 受注者は、工事等の請負人から工事情報共有・保存システム等を利用して提出

（提出、確認及び協議事項）された資料と設計図書との照合を行うものとする。 

 7) 受注者は、業務の対象工事等に次の各号に掲げる項目がある場合は、現地の確 

  認及び調査並びに検討に必要な資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図等は 

  除く）の作成を行い、その結果を監督員に報告または提出するものとする。 

   1. 設計図書が現場条件と一致しないこと 

   2. 設計図書に誤謬または脱漏があること 

   3. 設計図書の表示が明確でないこと 

   4. 工事等現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示 

     された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと 

   5. 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない 

     特別な状態が生じたこと 

 8) 受注者は、業務の実施に必要な調査、簡易な測量及び図書等の資料（構造計算、 

  比較設計、詳細な構造図等は除く）作成を行うものとする。 

 9) 受注者は、業務対象工事等の使用材料（支給材料等を含む。）並びに施工状況 

  等について設計図書との照合を行い、工事情報共有・保存システム等を利用し 

  て報告するものとする。 

10) 受注者は、業務対象工事等の使用材料（支給材料等を含む。）並びに施工状 

  況等を把握し、現場で照合等を行い、設計図書等に適合しない場合はその結 

  果を監督員に報告するものとする。 

11）受注者は、不可視部分や重要構造物の段階確認等について、工事情報共有・保 

  存システム等を利用して、結果を速やかに報告するものとする。 

2－2－5 工法変更、設計変更 

受注者は、業務対象工事等の工法変更または設計変更に必要となる数量、図面の取りま

とめ及び比較検討資料（構造計算、比較設計、詳細な構造図の作成等を必要とするものを

除く）の作成を行うものとする。 

また、工法変更、設計変更に伴い新単価を必要とする場合は、新単価の算出に必要な根
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拠の作成を行うとともに、積算システムへのデータ入力を行うものとする。 

2－2－6 検査関係 

受注者は、監督員の指示に従い、業務対象工事等の部分使用検査、出来形部分検査、中

間技術検査、業務内容確認検査及びしゅん功（完了）検査等に必要な書類の整理、作成を

行うとともに、検査に立ち会うものとする。 

 

2－3 管理員の業務の履行に係る事項 

2－3－1 現場監理講習会 

現場監理講習会（以下「講習会」という。）とは、管理員が当社の工事管理・技術基準等

に係る技術的事項及び専門的事項に関する知識を保持し、業務の効率的かつ円滑な履行に

資するために、公益財団法人高速道路調査会が行うものをいう。 

(1) 受注者は、本業務の管理員が、本業務の年度を含み過去５ヵ年度以内に講習会を受講

していない場合は、当該履行期間の年度内に講習会を受講させなければならない。 

(2) 受注者は、講習会を受講していない管理員を配置する場合は、共通仕様書 1-9 に示す

業務実施計画書に当該管理員が講習会の受講対象者である旨を記載するものとする（管

理員の講習会の受講計画が変更となった場合も同様とする）。 

(3) 受注者は、本業務の年度を含み過去５か年度以内に講習会を受講済みの管理員を配置

する場合は、共通仕様書 1-9 に示す業務実施計画書に、講習会を受講したことを証する

講習修了証の写しを添付するものとする。 

(4) 講習会は夏季及び冬季の計 2 回 Web 開催される予定であり、詳細日時は別途通知す

る。なお、管理技術者は、管理員が講習会を受講し、講習会修了証を受領した月の月末

に、共通仕様書 1-13-1 に示す業務状況報告時に講習修了証の写しを添付のうえ、受講を

修了したことを監督員に報告するものとする。 

(5) 配置する管理員が、講習会の受講を必要とする者であっても、次の 1)または 2に該当

する場合は、当該管理員の講習会受講または受講の修了報告は要しない。 

 1) 本業務の管理員の配置期間に起因する場合 

   次のいずれかに該当する場合は、講習会または受講の修了報告は要しない。 
   ① 当該業務が該当する年度最初の講習会実施基準日（講習会の実施月の初日（1日）

をいう。以下同じ）前に配置が終了する管理員である場合 
   ② 当該業務が該当する年度最初の講習会受講申し込み期限後に配置され、当該年度

最後の講習会実施基準日前に配置が終了する管理員である場合 
   ③ 当該業務が該当する年度最後の講習会受講申し込み期限後に配置される管理員

である場合 

 なお、この場合受注者は、共通仕様書 1-9 に示す業務実施計画書の作成にあたっ

て、特例に該当する管理員の有無とその内容を明記すること。 

   また、受注者は、業務実施体制の変更に伴い、対象となる管理員の配置期間が変

更となる場合、変更となった内容と対応を共通仕様書 1-9-2 に示す変更業務実施計

画書に明記すること。 

 2) 特別な事由による受注者の申出に起因する場合 

   次のいずれかに該当し、受注者から監督員に対し理由を記した書面の提出があり、

監督員が特別な事由に該当すると認め、対象となる管理員を講習会の特例措置として取

扱う旨業務打合簿により通知した場合は、講習会受講または受講の修了報告は要しない。 
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   ① 管理員の特別な事情（本人の病気、親族の死亡等）により、講習会の受講が困

難となった場合 

   ② 講習会の受講日（受講前の移動日を含む）に、天災等により公共交通機関によ

る移動が困難となる等、講習会の受講ができなかった場合 

   ③ 自然的または人為的な事象（豪雨、豪雪、出水、台風、地震等による災害や重大

な事故等）が発生し、または災害等の恐れがある場合等により、講習会の受講がで

きなかった場合 

(6) 上記(2)で講習会の受講を前提として配置した管理員が、上記(5)に規定する要件以外

の理由で講習会を受講しなかった場合は、契約違反として取扱う場合がある。この場合、

競争参加資格停止措置を講ずるとともに、成績評定点の減点を講ずるものとする。 

 

2－4 直接原価 

2－4－1 直接人件費 

(1) 管理業務費 

  管理業務費とは、業務に従事する管理員の人件費及び夜間立会に要する費用をいう。 

(2) 夜間立会 

  夜間立会とは、22時から 5時の間に実施する工事等の立会に要する費用をいう。 

  夜間立会は、立会時間が 4時間未満の場合は 0.5（人・回）、4時間以上の場合は 1.0

（人・回）とする。 

  なお、夜間立会の対象工事等、作業内容等は特記仕様書に示すものとする。 

2－4－2 直接経費 

(1) 管理用自動車 

  管理用自動車とは、業務対象工事等の施工状況、業務実施状況等の確認を行うための

移動に必要となる自動車に要する費用をいう。 

  受注者は、管理用自動車を配置する場合は、車種その他必要事項を記入した管理用自

動車届（様式第 2－1号）を作成し監督員に提出するものとする。なお、管理用自動車を

変更したときも同様とする。 

  また、受注者は、工事現場において監督員等の立会等が必要となった場合については、

監督員等に管理用自動車へ同乗を求めることができるものとする。 

2－4－3 出張旅費等 

出張旅費等とは、業務の実施に必要な出張旅費及び有料道路通行料金をいう。 

(1) 出張旅費 

  出張旅費とは、業務の履行場所（現場）以外で業務を行う必要が生じた場合に、その

移動及び宿泊に要する費用をいう。 

(2) 有料道路通行料金 

  有料道路通行料金とは、業務の履行場所（管理用事務室）から（現場）への移動に伴

い必要となる有料道路の通行料金をいう。 

(3) 出張旅費及び有料道路通行料金の予定額等については、特記仕様書に示すものとする。 
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2－4－4 現場業務管理費 

現場業務管理費とは、業務の実施に際して必要となる管理員の滞在費、事務員費に係わ

る費用等のうち、消費税及び地方消費税相当額を除くすべての費用をいう。 

(1) 滞在費とは、管理員が業務履行場所に常駐して業務を行うために必要な費用をいう。 

(2) 事務員費とは、受注者が業務の履行に際し、管理技術者の指示に従って、管理員の事

務的な補助を行う事務員を配置する場合、その配置に必要な費用をいう。 

2－4－5 現場業務直接費 

現場業務直接費とは、業務を実施するために直接要する費用で消費税及び地方消費税相

当額を除いたものをいい、契約書類で受注者の負担で行うとされた業務の管理員が業務実

施に際して必要となる管理用事務室等費、水道光熱費、パーソナルコンピューター費に係

わる費用等のすべての費用をいう。 

(1) 管理用事務室等費とは、業務の実施にあたり発注者の施設（執務室、更衣ロッカー及

び駐車場等）を使用する場合に必要な賃借料をいい、面積、金額等については特記仕様

書に示すものとする。 

(2) 水道光熱費とは、業務の実施にあたり発注者の施設（執務室）を使用する場合に使用

する電気、ガス、水道料金等をいい、金額等については特記仕様書に示すものとする。 

(3) パーソナルコンピューター費とは、発注者が貸与するパーソナルコンピューターに要

する費用をいい、金額等については特記仕様書に示すものとする。 

 

2－5 間接原価 

2－5－1 その他原価 

その他原価とは、当該業務担当部署の部門管理者・事務職員の人件費、当該業務担当部

署に係る地代家賃・賃借料・減価償却費・消耗品費・通信運搬費等、当該業務の業務原価

のうち直接原価以外のものをいう。 

 

2－6 一般管理費等 

一般管理費等とは、直接原価、その他原価以外の経費をいい、一般管理費及び付加利益

からなる。 

2－6－1 一般管理費 

一般管理費は、当該業務を実施する企業の当該業務担当部署以外の経費であって、役員

報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動

力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、

雑費等を含む。 

2－6－2 付加利益 

付加利益は、当該業務を実施する企業を継続的に運営するのに要する費用であって、法

人税、地方税、株主配当金、役員賞与金、内部保留金、支払利息及び割引料、支払保証料、

その他の営業外費用等を含む。 

 

 



 
 

 

               提出書類の様式 

 

 

 様式第 1－1号 管理技術者届 ································ 様- 1 

 様式第 1－2号 内訳明細書及び資金計画書提出届 ··············· 様- 2 

 様式第 1－3号 再委託承諾願 ································ 様- 6 

 様式第 1－4号 業務状況報告書 ······························ 様-  7 

  様式第 1－5－1号 業務打合簿 ·································· 様- 8 

 様式第 1－5－2号 業務指示簿 ·································· 様- 9 

 様式第 1－6号 スライド請求書 ······························ 様- 10 

 様式第 1－7号 スライド額協議書····························· 様- 11 

 様式第 1－8号 スライド額同意書····························· 様- 12 

 様式第 1－9号 完了届 ······································ 様- 13 

 様式第 1－10 号 実施業務部分検査願··························· 様- 14 

 様式第 1－11 号 精算調書 ···································· 様- 15 

 様式第 1－12 号 業務中事故報告書····························· 様- 17 

  様式第 1－13 号     施工管理業務実績証明書発行申請書 ············· 様- 18 

 様式第 1－14 号     施工管理業務実績証明書······················· 様- 19 

 様式第 2－1号 管理用自動車届 ······························ 様- 20 

 

 

  ※ 提出書類の様式は、ＪＩＳ Ａ列とする。 

 【印紙税の課税対象となる書類については、関係法令を遵守の上、提出するものとする。】 

 

 



－様-1－ 

 

様式第 1－1号 

 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路（株）   事務所 

所長         殿 

 

住 所 

会社名 

代表者            印 

 

管 理 技 術 者 届 

 

 

（業務名）                                 

 

 

標記について、下記の者を管理技術者としますので、当人の経歴書を添えてお届けします。 

 

記 

 

   職  名 

   氏  名 

 

 

 

以  上 

 

（注）経歴書には当人の最終学歴、取得資格、職歴、当該業務に関する経歴等を記載する

こと。 

 

  



－様-2－ 

 

様式第 1－2号 

 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路（株）   事務所 

所長         殿 

 

住 所 

会社名 

代表者            印 

 

 

内訳明細書及び資金計画書提出届 

 

 

（業務名）                                 

 

 

標記について、別添内訳明細書及び資金計画書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



－様-3－ 

 

別添－１ 

 

 

 

内訳明細書及び資金計画書 

 

 

（業務名）                                 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

住 所 

会社名 

代表者            印 

 

 

 

 

 

  



－様-4－ 

 

別添－２ 

 

 

 

内訳明細書 

 

（業務名）                                 

 

工種 細目 名称 単位 数量 単価 金額 摘要 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  



－様-5－ 

 

別添－３ 

 

 

資金計画書 

 

（業務名）                                 

 

（単位：円） 

工種 細目 名称 契約金額 
年月 年月 年月 年月 年月 年月 

金額 金額 金額 金額 金額 金額 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

部分払請求予定月に「○」を記載  ○  ○  ○ 

 

  



－様-6－ 

 

様式第 1－3号 

 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路（株）   事務所 

所長         殿 

 

住 所 

会社名 

代表者            印 

 

 

再 委 託 承 諾 願 

 

（業務名）                                 

 

 標記について、下記の通り再委託に付したいので、承諾願います。 

 

記 

 

１．再委託に付する内容 

２．期間 

３．金額 

４．再委任する必要性及び再委託予定者を選定した理由 

５．再委託に関する事項 

 （１）住所 

 （２）商号または名称 

 （３）代表者名 

 （４）当社の調査等競争参加資格の有無  有（コード番号    ）・無 

６．添付書類               再委託者との契約書の案 

 

（注）再委任等者が無資格者の場合は、施工（調査等）管理業務経歴書、経営事項審査申

請書類または財務諸表を添付すること。 

 

以  上 

  



－様-7－ 

 

様式第 1－4号 

業務状況報告書（○月報告） 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路㈱ 

監督員 

            殿 

 

○○自動車道 ○○施工管理業務について令和 年 月分の業務状況を下記のとおり報

告します。 

 

記 

 

業務名 内容 備考 

○○トンネル工事 ○○トンネルは、フォアポーリングが有効に作用しておりＳＴＡ○

○まで掘削が完了した。また、２次覆工はＳＴＡ△△まで完了して

いる状況である。この間のロックボルト引き抜き試験やコンクリー

ト圧縮強度試験などの日常管理試験はすべて許容値内であり、目視

でも異常は見受けられない。 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

報告者 

○○○○㈱ 

管理技術者 

 

以  上 

  



－様-8－ 

 

様式第 1－5－1号 

 

業 務 打 合 簿 

（業務名）                                 

 

令和 年 月 日 

業務打合簿を受領しました。 

東日本高速道路㈱ 

監督員 
印 

東日本高速道路㈱ 

主任補助監督員 
印 

 

 （内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

業務打合簿を受領しました。 

（株）○○○○ 

管理技術者 
印 

（注１）電子メール又は手交による伝達とする。 

（注２）電子メールの場合、受理者は受領欄に押印したうえで、発議者に電子メールで返

送のうえ、保管するものとする。 

（注３）内容欄には、下記事項毎に整理して記載すること 

    発注者側：請求、通知、協議、回答、承諾 

    受注者側：請求、報告、申出、質問、協議、提出 

（注４）打合簿作成者側の受領表示は、取消し線により削除すること。 



－様-9－ 

 

様式第 1－5－2号 

 

業 務 指 示 簿 

 

（業務名）                                 

 

令和  年  月  日 

 

Ｎｏ．      

東日本高速道路（株） 

監督員 
印 

東日本高速道路（株） 

主任補助監督員 
印 

 

 （内容） 

   なお、本件について別途変更契約を締結する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

上記の指示簿を受領しました。 

（株）○○○○ 

管理技術者 
印 

（注１）電子メール又は手交による伝達とする。 

（注２）電子メールの場合、受理者は受領欄に署名、捺印したうえで、発議者に電子メー

ルで返送のうえ、保管するものとする。 

（注３）変更契約の記載について、該当しない場合は取消し線により削除すること。 



－様-10－ 

 

様式第 1－6号 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路㈱   事務所 

所長         殿 

（受注者           ） 

           殿 

 

住所 

会社名 

代表者            印 

（東日本高速道路㈱   事務所） 

（所長           印） 

 

スライド請求書 

 

 

（業務名）                                 

 

標記業務について、契約書第 24 条第 1項から第 4項及び施工管理業務共通仕様書○－○

の規定に基づき業務委託料の変更を請求します。 

 

 

記 

 

１．契約締結日 ： 令和  年  月  日 

 

２．履行期間  ： 自）令和  年  月  日 

          至）令和  年  月  日 

 

３．業務委託料 ：             円 

 

４．スライド額 ： 精算数量が確定後、協議する。 

 

以  上 

  



－様-11－ 

 

様式第 1－7号 

令和  年  月  日 

 

監督員 

            殿 

 

受注者 

管理技術者       印 

 

 

スライド額協議書 

 

 

（業務名）                                 

 

標記業務について、スライド額見積方通知書（令和 年 月 日付け）に基づき下記の

通り協議します。 

 

 

記 

 

１．契約締結日 ： 令和  年  月  日 

２．履行期間  ： 自）令和  年  月  日 

          至）令和  年  月  日 

３．業務委託料 ：             円 

４．適用基準日 ： 第 1回目 令和  年  月  日 

          第 2 回目 令和  年  月  日 

５．適用基準日における履行状況に相応する金額 

          第 1 回目 金額        円 

          第 2 回目 金額        円 

６．スライド額 ：             円 

 

以  上 

 

  



－様-12－ 

 

様式第 1－8号 

令和  年  月  日 

 

監督員 

            殿 

 

受注者 

管理技術者       印 

 

 

スライド額同意書 

 

 

（業務名）                                 

 

令和  年  月  日付け  号で協議のありましたスライド額については、同意い

たします。 

 

 

以  上 

 

 

  



－様-13－ 

 

様式第 1－9号 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路㈱   事務所 

所長         殿 

 

住所 

会社名 

代表者            印 

 

 

完  了  届 

 

 

（業務名）                                 

 

標記業務を完了したので、届け出ます。 

 

 

 

以  上 

 

  



－様-14－ 

 

様式第 1－10 号 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路㈱   事務所 

所長         殿 

 

住所 

会社名 

代表者            印 

 

 

実施業務部分（第 回）検査願 

 

 

（業務名）                                 

 

標記について実施業務部分（第 回）検査をお願いします。 

 

 

添付書類 

  ・業務実施報告書（●月報告）（写し） 

  ・月別資金計画書（写し） 

 

 

  



－様-15－ 

 

様式第 1－11 号 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路㈱   事務所 

所長         殿 

 

住所 

会社名 

代表者            印 

 

 

精算調書の提出について 

 

 

（業務名）                                 

 

標記について、別添精算調書を提出します。 

 

 

 

以  上 

 

 

  



－様-16－ 

 

別添 

 

 

 

精 算 調 書 

 

 

（業務名）                                 

 

（単位：円） 

工種 細目 名称 単位 単価 数量 金額 備考 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

注）調書は内訳明細書を基に作成し、精算対象となった経費については、金額の欄に精算

額を、備考の欄に予定額を記載するものとする。 

 

 

  



－様-17－ 

 

様式第 1－12 号 

令和  年  月  日 

 

監督員 

            殿 

 

受注者 

管理技術者        

 

 

業 務 中 事 故 報 告 書 

 

 

（業務名）                                 

 

標記業務について、下記の通り事故が発生しましたので報告します。 

 

記 

 

 １．発生年月日  年  月  日 

 ２．発 生 場 所   

 ３．死 傷 者 等   

分類 

（一般公衆、

下請業者等） 

氏名 性別 年令 住所 所 属 

業者名 

職種 経歴 死亡 重傷 軽傷 物 件 

その他 

の損害 

 

 

 

 

           

 

 ４．事故に対する措置 

 ５．事故の状況及び原因 

 ６．添付書類（位置図、状況図、写真等） 

 

 

以  上 



－様-18－ 

 

様式第 1－13 号 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路㈱   事務所 

所長           殿 

 

住所 

会社名 

代表者            印 

 

 

施工管理業務実績証明書発行申請書 

 

 

     下記のとおり業務実績について証明していただきたく申請します。 

 

 

記 

 

  氏  名  ○○ ○○ 

    従事役職  管理（技術者）員 （資格区分：管理員

○） 

  業 務 名  1）令和○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 

        2）令和○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 

  期  間  自) 令和 00 年 00 月 00 日 

        至) 令和 00 年 00 月 00 日 （○○ヶ月） 

 

以  上 

 

注１）当該申請書は監督員へ提出するものとする。 

注２）従事役職は管理員若しくは管理技術者とし、カッコ書きで従事期間中の資格区分（技

術員、施工管理○級、管理員○）を記載する。 

注３）共通仕様書「別紙-1 管理員の資格区分及び資格要件」に示すいずれかの公的資格証

明書を添付すること。 

 

  



－様-19－ 

 

様式第 1－14 号【参考】 

 

住 所 

会社名 

代表者         殿 

 

 

施工管理業務実績証明書 

 

氏  名     ○○ ○○ 

 

     上記の者は、下記のとおり施工管理業務に従事したことを証明する。 

 

 

記 

 

  業 務 名  1）令和○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 

         2）令和○年度 ○○自動車道 ○○施工管理業務 

  従 事 役 職  管理（技術者）員 （資格区分：管理員○） 

  資 格 区 分  管理員○ 

        保有公的資格  ○○○（番号：○○○○○） 

  期    間 自) 令和 00 年 00 月 00 日 

         至) 令和 00 年 00 月 00 日 （○○ヶ月） 

 

 

令和 00 年 00月 00 日 

東日本高速道路㈱ ○○事務所 

所長   ○○ ○○   印 

 

注１）当該証明書の使用範囲は東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日

本高速道路株式会社における業務実績を証明する場合のみである。 

注２）業務実績について監督員が認めた場合のみ契約責任者は証明書を発行できるものと

する。 

注３）保有公的資格は、共通仕様書「別紙-1 管理員の資格区分及び資格要件」に示す公的

資格の名称と番号を記載するものとする。 

様式第 2－1号 



－様-20－ 

 

令和  年  月  日 

 

監督員 

            殿 

 

受注者 

管理技術者        

 

 

管 理 用 自 動 車 届 

 

 

（業務名）                                 

 

標記について、下記の車両を管理用自動車としますので届け出ます。 

 

記 

 

車     種 

 

 

 

  

登 録 番 号    

排気量（ｃｃ）    

使 用 期 間 

 

年 月 日から 

 

年 月 日まで 

 

 

年 月 日から 

 

年 月 日まで 

 

 

年 月 日から 

 

年 月 日まで 

 

車両管理責任者    

備     考    

 

 

以  上 
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第２編 競争契約による調達手続（簡易公募型プロポーザル方式《業務体制評価型》） 

 

第１ 競争契約の方法 

競争契約の方法は、技術力競争による簡易公募型プロポーザル方式（業務体制評価型）とする。 

なお、設計・施工管理業務を一括して調達する場合は、第５によるものとする。 

 

第２ 簡易公募型プロポーザル方式の概要 

2-1 概要 

本方式は、次のとおり契約の相手方を決定するものとする。 

1)手続開始の公示 

本方式を実施するときは、手続開始の公示後、速やかに契約図書及び説明書の配布を行い、競

争参加希望者に対し、技術提案書の作成者を選定するために必要な「参加表明書」の提出を求め

る。 

 

2)技術提案書の作成者の選定 

手続開始の公示において明示した選定基準に基づき、参加表明書を提出した者の評価を行い、

参加表明書を提出した者のうち競争参加資格を満たす者を選定する。なお、競争参加希望者数が

3者を超える場合は、選定基準に基づく評価の上位 3者を技術提案書の作成者として選定し、技

術提案書の作成者として選定した旨の通知を行うとともに、集合型筆記方式による技術提案書

（技術論文）の作成への参加を要請する。 

なお、集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成とは、予定管理技術者が一同に会

し特定課題に対する技術論文の作成及び予定管理技術者へのヒアリングを実施することをいう。 

 

3)技術提案書及び見積者の特定 

作成された技術提案書について、手続開始の公示において明示した技術提案書を特定するため

の評価基準に基づき、評価を行い、技術的に最適なものを特定するとともに、その提出者を見積

者として特定し、その旨を当該者に通知する。 

 

4)見積合わせ及び契約の相手方の決定 

見積者が、契約制限価格の範囲内で有効な見積を行った時は、その者を契約の相手方とする。 
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2-2 実施手順及び手続に要する標準日数 

本方式の標準的な手続きの流れと標準日数については、次のとおりとする。 

①

②

③

④

標準14日 　・設計図書等（仕様書等）

休日除く

　・入札説明書

最大20日

最小10日

⑤

⑥

適宜

⑦

　4-2-5の内容審議

⑧

適宜

⑨

⑩

適宜

⑪

⑫ 特定通知の確認

（非特定の場合はＡへ）

適宜

⑬

⑭

⑮

7(休日除く)

5(休日除く)

7(休日除く)

50

7(休日除く)

競争参加者が行う手続当社が行う手続

施行伺・発注依頼

技術審議会１

競争参加資格等審査委員会１

　4-1-2の内容審議

手続開始の公示（入札公告）4-2-1

契約図書等の配布開始　　※無償配布

　4-1-1の内容審議

質問書の受付開始　4-2-2

　・見積者に対する指示書

　・入札説明書

契約図書の取得

　※当社HPからのﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

　・入札公告　・標準契約書案

技術提案書の作成及びヒアリング　4-3-1

技術審議会３

競争参加資格等審査委員会３

　4-3-2の内容審議

　4-3-3の内容審議

（非選定の場合はＡへ）

参加表明書の作成・提出参加表明書の提出期限　4-2-3

技術審議会２

　4-2-4の内容審議

競争参加資格等審査委員会２

参加要請書等の送付

  4-2-6の通知

間隔

再苦情申立てにかかる回答

契約保証の取得

請負契約書の作成

理由の説明請求

再苦情申立て

理由の説明請求にかかる回答

入札監視委員会の審議結果報告

　4-3-4の通知

Ａから

見積執行　⇒　契約の相手方決定　4-4-1

契約締結決定書の通知

請負契約書の押印

見積者の特定・通知

参加要請の確認
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第３ 手続開始の公示に明示する事項 

3-1 手続開始の公示に明示する事項 

契約責任者は、手続開始の公示に次に掲げる事項を明示しなければならない。 

1)調達手続の概要 

①設計図書等の交付期間、交付場所及び方法 

②手続開始の公示等に関する質問の受付及び回答 

2)業務概要 

3)調達手続に参加するための条件等 

 

3-2 手続開始公示説明書 

契約責任者は、手続開始の公示に併せて手続開始公示説明書を作成し、次に掲げる事項を明示し

なければならない。 

1)手続開始の公示の日 

2)契約責任者 

3)手続きに関わる担当部署 

4)参加表明書から集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者の選定に関する事項 

①参加表明書に関する事項 

②集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者の選定に関する事項 

③非選定理由に関する事項 

5)集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成から特定に関する事項 

①集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成に関する事項 

②技術提案書の特定に関する事項 

③非特定理由に関する事項 

6)苦情申立てに関する事項 

7)その他契約責任者が必要と認める事項 
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第４ 契約手続における留意事項 

4-1 競争参加資格、選定基準及び特定基準の決定までの手続 

4-1-1 第 1 回技術審議会 

契約責任者は、個別の契約ごとに「施行伺・発注依頼」の後、競争参加資格等審査委員会に先立

ち、技術審議会を活用し、次の内容について審議しなければならない。 

なお、技術審議会長は審議した結果を、契約責任者に報告しなければならない。 

1)競争参加資格に関する次の事項 

①募集する業種に関すること 

②企業に求める業務実績に関すること 

③予定管理技術者に求める資格及び経験に関すること 

 

2) 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者の選定基準に関する次の事項 

①本業務における業務実施体制（技術者等配置計画）に関する評価基準及び配点 

②企業に求める業務実績及び配点 

③予定管理技術者の業務実施上の能力に関する次の事項に関する評価基準及び配点 

ⅰ）資格 

ⅱ）業務経験 

④その他技術審議会長が定める場合は、その内容に関する評価基準及び配点 

 

3)技術提案書の特定基準に関する次の事項 

①本業務における業務実施体制に関する評価基準及び配点 

②予定管理技術者の業務実施上の能力に関する次の事項に関する評価基準及び配点 

 ⅰ）資格 

 ⅱ）業務経験 

③集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成（予定管理技術者の業務への取組姿勢等）

に関する次の事項 

ⅰ） 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の設問に関すること 

ⅱ） 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の審査及び予定管理技術者へヒアリング

を実施する者並びにこれらの実施時間に関すること 

ⅲ） 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）に関する評価基準及び配点 

ⅳ） ヒアリングでの取組姿勢に関する評価基準及び配点 

ⅴ） ヒアリングでの技術力に関する評価基準及び配点 

ⅵ） ヒアリングでの応用判断力に関する評価基準及び配点 

ⅶ） ヒアリングでのコミュニケーション能力に関する評価基準及び配点 

④その他技術審議会長が定める場合は、その内容に関する評価基準及び配点 

 

4-1-2 第 1 回競争参加資格等審査委員会 

契約責任者は、前記 4-1-1（技術審議会）の審議の結果に基づき、競争参加資格要件、選定基準

及び特定基準等について競争参加資格等審査委員会で審議し決定しなければならない。 
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4-2 手続開始の公示から技術提案書の作成要請までの手続 

4-2-1 手続開始の公示 

契約責任者は、前記 4-1-2（競争参加資格等審査委員会）で決定した内容に基づき、手続開始の

公示及び手続開始公示説明書（以下「説明書」という。）を作成した後、手続開始の公示を行い、

契約図書及び説明書の配布を行うものとする。 

 

4-2-2 手続開始の公示に関する質問及び回答 

契約責任者は、前記 4-2-1（手続開始の公示）の手続に際し、予め、手続開始の公示等に関する

質問期間を設定するものとする。 

なお、質問に対する回答は、質問を受理した日から休日を含まない 7日以内に文書で回答するも

のとし、質問及び回答内容は当社のホームページにおいて閲覧に付すものとする。 

 

4-2-3 参加表明書 

契約責任者は、前記 4-2-1（手続開始の公示）において競争参加希望者に対して、前記 4-1-2（競

争参加資格等審査委員会）で決定した内容に基づく参加表明書の提出を求めるものとする。 

 

4-2-4 第 2 回技術審議会 

契約責任者は、「参加表明書」の提出がされた後、競争参加資格等審査委員会に先立ち、技術審

議会を活用し、次の内容について審議しなければならない。 

なお、技術審議会長は審議した結果を、契約責任者に報告しなければならない。 

1)競争参加資格に関する次の事項 

①企業に求める業務実績に関すること 

②予定管理技術者に求める資格及び経験に関すること 

 

2)集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者の選定基準に関する次の事項 

①本業務における業務実施体制（技術者等配置計画）に関する評価 

②企業に求める業務実績に関する評価 

③予定管理技術者の業務実施上の能力に関する次の事項に関する評価 

ⅰ）資格 

ⅱ）業務経験 

④その他技術審議会長が定める場合は、その内容に関する評価 

 

4-2-5 第 2 回競争参加資格等審査委員会 

契約責任者は、前記 4-2-4（技術審議会）の審議の結果に基づき、競争参加資格、選定基準の評

価結果について競争参加資格等審査委員会で審議し集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）

の作成者を選定するものとする。 

なお、競争参加資格を満たす競争参加希望者が 3者を超える場合は、選定基準の評価結果に基づ

き原則として上位 3者を集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者として選定するも

のとする。 

また、競争参加資格を満たす競争参加希望者が 3者に満たない場合は、すべての競争参加希望者

を集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者として選定するものとする。 
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4-2-6 技術提案書の作成者の選定通知及び集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成

への参加要請等の通知 

契約責任者は、集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者として選定した者に対し、

技術提案書の作成者の選定通知及び集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成への参加

要請書（別記様式 1）を通知し、配置予定管理技術者に対し集合型筆記形式による技術提案書（技

術論文）の作成並びにヒアリングへの参加要請を行うものとする。 

また、参加表明書を提出した者のうち、集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者

として選定されなかった者（以下「非選定者」という。）に対して、選定しなかった旨及び選定し

なかった理由（以下「非選定理由」という。）を書面（別記様式 2）により通知するものとする。 

 

4-2-7 非選定理由の説明 

契約責任者は、前記 4-2-6（集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成者への参加要

請等の通知）において非選定者に通知を行った場合は、次のとおり説明を求めることを認めるもの

とする。 

1)非選定理由の説明請求の受付け 

契約責任者は、非選定者に対し非選定理由の通知を行った日の翌日から起算して 7日（休日を

除く）以内に、非選定者から書面により非選定理由についての説明請求を受付けるものとする。 

2)説明請求に対する回答 

契約責任者は、非選定者から非選定理由についての説明を求められた場合は、説明請求期限日

の翌日から起算して 5日（休日を除く）以内に、書面（別記様式 3）により非選定者に回答する

ものとする。 

 

4-2-8 再苦情申立て 

契約責任者は、前記 4-2-7（非選定理由の説明）の 2)（説明請求に対する回答）を行った場合は、

次のとおり再苦情を求めることを認めるものとする。 

1)非選定理由の再苦情申立ての受付け 

契約責任者は、説明請求に対する回答の内容に不服のある非選定者から、非選定理由の説明に

係る書面を受け取った日から起算して 7日（休日を除く）以内に、書面により再苦情の申立てが

できることを認めるものとする。 

2)再苦情申立ての審議 

契約責任者は、非選定者から再苦情申立てがあった場合は、入札監視委員会で審議を行うもの

とする。 
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4-3 技術提案書の作成から見積者特定までの手続 

 

4-3-1 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成の実施 

契約責任者は、集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成を次のとおり実施するもの

とする。 

1)予定管理技術者の確認 

契約責任者は、集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成を行う予定管理技術者に

写真付きの身分証明書（社員証、自動車運転免許証等）の提示を求め、参加表明書等に記載され

た予定管理技術者本人であることを確認するものとする。 

2)集合型筆記方式による技術提案書の作成 

契約責任者は、2)により確認された予定管理技術者に対し、前記 4-1-2（第 1回競争参加資格

等審査委員会）で決定した集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の設問に対する技術提

案書の作成を求めるものとする。 

3)ヒアリング 

契約責任者は、2)により作成された技術提案書（技術論文）、前記 4-2-3 により提出された参

加表明書に基づき、予定管理技術者に対しヒアリングを実施するものとする。 

なお、実施日は原則として集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）を作成した日と同一

日とする。 

 

4-3-2 第 3 回技術審議会 

契約責任者は、前記 4-3-1（集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成）が実施され

た後、競争参加資格等審査委員会に先立ち、技術審議会を活用し、次の内容について審議しなけれ

ばならない。 

なお、技術審議会長は審議した結果を、契約責任者に報告しなければならない。 

1)集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の特定基準に関する次の事項 

①本業務における業務実施体制に関する評価 

②予定管理技術者の業務実施上の能力に関する次の事項に関する評価 

 ⅰ）資格 

ⅱ）業務経験 

③集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成（予定管理技術者の業務への取組姿勢等）

に関する次の事項 

ⅰ）集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）に関する評価 

ⅱ）ヒアリングでの取組姿勢に関する評価 

ⅲ）ヒアリングでの技術力に関する評価 

ⅳ）ヒアリングでの応用判断力に関する評価 

ⅴ）ヒアリングでのコミュニケーション能力に関する評価 

④その他技術審議会長が定める場合は、その内容に関する評価 

 

4-3-3 第 3 回競争参加資格等審査委員会 

契約責任者は、前記 4-3-2（第 3 回技術審議会）の審議の結果に基づき、競争参加資格、特定基

準の評価結果について競争参加資格等審査委員会で審議し、集合型筆記方式による技術提案書（技

術論文）の評価の最も優れた者を見積者として特定するものとする。 

 

4-3-4 見積者への特定等の通知 

契約責任者は、見積者として特定した者に対し、見積者として特定した旨を書面（別記様式 4）

により通知するものとする。 

また、技術提案書及びヒアリングを実施した者のうち、見積者として特定しなかった者（以下「非

特定者」という。）に対して、特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」と
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いう。）を書面（別記様式 5）により通知するものとする。 

 

4-3-5 非特定理由の説明 

契約責任者は、前記 4-3-4（見積者への特定等の通知）において非特定者に通知を行った場合は、

次のとおり説明を求めることを認めるものとする。 

1)非特定理由の説明請求の受付け 

契約責任者は、非特定者に対し非特定理由の通知を行った日の翌日から起算して 7日（休日を

除く）以内に、非特定者から書面により非特定理由についての説明請求を受付けるものとする。 

2)説明請求に対する回答 

契約責任者は、非特定者から非特定理由についての説明を求められた場合は、説明請求期限日

の翌日から起算して 5日（休日を除く）以内に、書面（別記様式 3）により非特定者に回答する

ものとする。 

 

4-3-6 再苦情申立て 

契約責任者は、前記 4-3-5（非特定理由の説明）の 2)（説明請求に対する回答）を行った場合は、

次のとおり再苦情を求めることを認めるものとする。 

1)非特定理由の再苦情申立ての受付け 

契約責任者は、説明請求に対する回答の内容に不服のある非特定者から、非特定理由の説明に

係る書面を受け取った日から起算して 7日（休日を除く）以内に、書面により再苦情の申立てが

できることを認めるものとする。 

2)再苦情申立ての審議 

契約責任者は、非特定者から再苦情申立てがあった場合は、入札監視委員会で審議を行うもの

とする。 

 

  



第２編競争契約 

2-9 

 

4-4 見積者の特定から契約の相手方の決定までの手続 

4-4-1 契約の相手方の決定方法 

1)見積執行と契約の相手方の決定 

契約責任者は、前記 4-3-4（見積者への特定等の通知）により見積者となった者が契約制限価

格の範囲内で見積りを行った時は、その者を契約の相手方としなければならない。 

2)見積執行で見積者が契約の相手方とならない場合の措置 

契約責任者は、前記 1)により、契約の相手方を決定することができなかった時は、契約の相

手方として決定することができなかった者以外の非特定者の中から前記 4-3-3（競争参加資格等

審査委員会）で、集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の評価の最も優れた者を見積者

として決定するとともに、その旨を通知するものとする。 

3)契約の相手方を決定するための手続への移行 

① 契約責任者は、前記 2)でもなお、契約の相手方を決定することができなかった時は、順次

前記 2)により、契約の相手方を決定するための手続を行うものとする。 

② 契約責任者は、前記 2)及び前記 3)①の手続に拠りがたい場合は、別途、契約手続を行うも

のとする。 

 

第５ 設計・施工管理業務 

5-1 設計・施工管理業務の概要 

 設計・施工管理業務とは、建設コンサルタントが担う「設計業務」と「施工管理業務」を一括

して調達することをいい、当社と建設コンサルタント双方にとって効率的かつ柔軟な業務実施体

制を構築することが可能となる。 

 

5-2 設計・施工管理業務の対象 

 大規模更新事業などにおける「設計業務」と設計業務を基に実施する工事の「施工管理業務」の

発注を同時期に実施可能な場合に、適用できるものとする。 

 

5-3 調達手続きについて 

「設計業務」と「施工管理業務」を一括して調達手続きすることとし、調達手続きにおいて特定

した相手方と「設計業務」及び「施工管理業務」に係る契約を各々締結することとする。 

 調達手続き 

1)基本事項 

「設計業務」と「施工管理業務」を一括して調達手続きすることとし、調達手続きにおいて特

定した相手方と「設計業務」及び「施工管理業務」に係る契約を各々締結することとする。 

 

2)手続き方式 

「設計業務」の規模に応じて、公募型プロポーザルまたは（簡易）公募型プロポーザル方式を

選択するものとする。 

 

3)技術評価・特定基準 

技術提案書提出者の選定・技術提案書及び見積者の特定は、「設計業務」と「施工管理業務」

の評価を一体として実施するものとし、技術審議会の議を経て決定するものとする。 

 

4)技術提案書及び見積者の特定、見積執行までの調達手続きの実施者 

技術提案書及び見積者の特定、見積執行までの調達手続きは、支社において実施するものとす

る。調達手続きにおいて特定した相手方との契約は、「設計業務」はその規模に応じて支社もし

くは事務所、「施工管理業務」は事務所の契約責任者において行う。 
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5-4 継続契約（随意契約）について 

 施工管理業務の継続契約（随意契約）については、一括して調達した設計業務を基に実施する工

事における施工管理が終了するまでを原則とする。 

 

第６ 施工管理共同体 

6-1 施工管理共同体の概要 

 施工管理共同体とは、業務を効率的に営み、優れた事業成果を達成することを目的に複数の企業

が施工管理共同体協定書により結成した組織をいう。 

 

6-2 施工管理共同体の対象業務 

 新たに契約手続きを開始する施工管理業務で、施工管理共同体を求めることにより事業を円滑に

進めることができる業務または担い手不足による入札不調対策として効果が期待できる業務に適

用する。 

 

6-3 契約手続き 

 本運用の契約手続きは、簡易公募型プロポーザル方式によるものの他、次によるものとする。 

 (1)参加要件及び技術評価項目の設定 

  ①参加要件及び技術評価項目の設定にあたっては、技術審議で設定し、競争参加資格等審査 

委員会の審議を経て決定するものとする。 

   ②施工管理共同体に対する参加要件及び技術評価項目は、施工管理共同体の代表者を対象に 

設定するものとする。（施工管理共同体の構成員については求めないものとする。） 

 (2)競争参加希望者への図書交付 

  ①入札（見積）者に対する指示書 

  ②施工管理共同体協定書標準例（別紙―１） 

  ③施工管理共同体協定書第 7条に基づく協定書（別紙―２） 

  ②施工管理共同体運用基準（別紙―３） 

 (3)留意事項 

  施工管理共同体に競争参加を認める場合は、施工管理共同体の結成に日数が必要となるため

余裕を持った発注スケジュールを設定するものとする。 

 

第７ 契約後の留意事項 

7-1 業務中の体制確認 

1) 監督員は、本方式により契約した業務において、選定時または特定時に評価した業務体制に関

して、業務開始時及び業務中に適宜確認するものとする。 

2) 監督員は、前記 1)の確認を行った結果、選定時または特定時に評価した業務体制と相違があ

る場合は、契約責任者に報告するものとする。 

3) 契約責任者は、前記 2)により監督員から報告を受けた時は、受注者に対し業務体制の改善を

行うよう書面により通知するものとする。 

 

7-2 業務中における業務体制の変更 

 契約責任者は、本方式により契約した業務において、選定時または特定時に評価した業務体制の

変更は、契約の相手方から提出された変更の理由が妥当と認められる場合に限り変更を認めるもの

とする。 

 

7-3 業務中における管理技術者等の変更 

本方式により契約した業務において、参加表明書に記載された予定管理技術者の配置が出来ない

場合は、その理由及び別に配置する技術者の氏名、実績、資格を付して監督員の承諾を得た場合に

限り変更を認めるものとする。ただし、変更する場合であっても、参加表明書に記載された予定管
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理技術者と同程度の業務実施上の能力を有する者を配置しなければならない。 

 また、履行開始時に配置された担当技術者に変更がある場合は、同程度の業務実施体制となる者

を配置しなければならない。 

 

以  上 
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様式 

1 選定通知及び参加要請書 

別記様式 1  

技術提案書の作成者の選定通知 

及び集合型筆記方式による技術提案書の作成への参加要請書 
文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

業務名                                 

 令和○年○月○日付けで貴社から提出のあった標記業務に係る参加表明書について、審査の結果、

技術提案書の作成者として選定されたので通知するとともに、手続開始公示説明書 6-2 に基づく集

合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成への参加を要請します。 

記 

1. 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成の実施日時、場所及び出席者 

  (1)実施日  令和 年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 

    1) 時 分      集合（当日は○○課で受付を行ってください） 

    2) 時 分～ 時 分 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成及び予定管

理技術者へのヒアリングに係る説明及び質疑応答 

    3) 時 分～ 時 分 集合型筆記形式による技術提案書（技術論文）の作成 

    4) 時 分～ 時 分 ヒアリング 

  (2)実施会場 東日本高速道路株式会社  支社    事務所会議室 

(3)集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成及びヒアリングへの出席者 

配置予定管理技術者 

2. 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の設問は次のとおりとする。 

   設問 1) 

   設問 2) 

3. 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成及びヒアリングへの参加辞退は自由であ

り、辞退しても、それにより不利益な取り扱いは行いません。 

4. 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成及びヒアリングに要する費用は選定者の

負担とします。 

5. 見積者特定の通知は、令和 年 月 日までに行います。 

6. 集合型筆記方式による技術提案書（技術論文）の作成及びヒアリングに参加した者のうち、見

積者として特定しなかった者に対しては、特定されなかった旨及びその理由を書面により通知し

ます。 

7. 特定されなかった者は、令和 年 月 日までに書面により契約責任者に対して、非特定理由

について説明を求めることができます。 

8. 非特定理由についての説明を求められたときの回答は、令和 年 月 日までに書面により行

います。 

以  上 
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2 非選定理由通知書 

別記様式 2  

 

非 選 定 理 由 通 知 書 

文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

 

 

業務名                                 

 

 

令和○年○月○日付けで貴社から提出のあった標記業務に係る参加表明書について、審査の結

果、技術提案書の作成者として選定されませんでしたので通知します。 

 

 

記 

 

非選定理由  （例 1） 

「○○○○」が相対的に低かったため非選定となっております。 

（例 2） 

競争参加資格「○○○○」を満たしていないため非選定となっております。 

 

 非選定の通知を受けた者は、書面（様式自由）により当職に対して非選定理由の説明を求める

ことができます。 

 非選定理由の説明請求の受付窓口について 

 1)受付窓口   東日本高速道路株式会社  支社     事務所 

         住  所： 

         電話番号： 

 

 2)受付期間   令和 年 月 日から令和 年 月 日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

の午前１０時から午後４時 

 

 

以  上 
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3 回答書 

別記様式 3  

 

回 答 書 

文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

 

業務名                                 

 

令和  年  月  日付で、貴社から提出のあった標記業務に関する非選定理由に係る説明請

求に対して、次のとおり回答します。 

 

記 

 

 1.非選定理由に係る説明請求内容 

  「非選定理由通知書」（令和  年  月  日付    第 号）の説明 

 

 2.説明請求に対する回答 

  （回答例） 

   「技術提案書の作成者を選定するための基準」のうち、配置予定管理技術者の業務経験に

ついて、相対的に低かったため、非選定となっております。 

 

 3.再説明請求 

  本回答を受けた者は、書面により当職に対して非選定理由の再説明を求めることができます。 

 非選定理由の再説明請求の受付窓口について 

 1)受付窓口   東日本高速道路株式会社  支社     事務所 

         住  所： 

         電話番号： 

 

 2)受付期間   本回答の通知日から令和 年 月 日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の

午前１０時から午後４時 

 

 3)再説明請求に対する回答は、○○地区入札監視委員会を経て回答を行うものとする。 

 

以  上 
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4 特定通知書 

別記様式 4  

特定通知書 

文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

 

 

 

業務名                                 

 

 

 令和 年 月 日に貴社から提出された次の業務の技術提案書の審査を行った結果、最も優れて

いると認められ見積者として特定しましたので通知します。 

 なお、見積合わせは次のとおり行います。 

 

 

1. 見積合わせの実施日時及び場所 

  (1)実施日  令和 年 月 日（ ） 時 分 

  (2)実施場所 東日本高速道路株式会社  支社    事務所 

 

 2. 見積合わせの留意事項 

   見積者が契約制限価格の範囲内において見積を行わず、不調となったときは、見積者を除く、

本業務の技術提案書を特定するための評価基準に基づく審査結果の中から最も優れた者を特

定し、見積者として決定します。 

 

以  上 
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5 非特定理由通知書 

別記様式 5  

 

非 特 定 理 由 通 知 書 

文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

 

 

業務名                                 

 

 

先に提出のあった標記業務に係る参加表明書及び技術提案書について、審査の結果、見積者とし

て特定されませんでしたので通知します。 

なお、見積者として特定された者の見積合わせの結果、見積者が契約制限価格の範囲内での見積

がされず契約の相手方とならなかったときは、見積者を除き参加表明書、技術提案書の評価におい

て、最も優れた者を見積者として特定することとなります 

 

記 

 

非特定理由  （例） 

「○○○○」が相対的に低かったため非特定となっております。 

 

 

 非特定の通知を受けた者は、書面により当職に対して非特定理由の説明を求めることができま

す。 

 非特定理由の説明請求の受付窓口について 

 1)受付窓口   東日本高速道路株式会社  支社     事務所 

         住  所： 

         電話番号： 

 

 2)受付期間   令和 年 月 日から令和 年 月 日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

の午前１０時から午後４時 

 

 

以  上 

 

 

 

  



第２編競争契約 

2-17 

 

6 回答書 

別記様式 6  

 

回 答 書 

文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

 

 

業務名                                 

 

令和  年  月  日付で、提出のあった標記業務に関する非特定理由に係る説明請求に対し

て、次のとおり回答します。 

 

記 

 

 1.非特定理由に係る説明請求内容 

  「非特定理由通知書」（令和  年  月  日付    第 号）の説明 

 

 2.説明請求に対する回答 

  （回答例） 

   「技術提案書を特定するための評価基準」のうち、業務への取組姿勢が相対的に低かった

ため、非特定となっております。 

 

 3.再説明請求 

  本回答を受けた者は、書面により当職に対して非特定理由の再説明を求めることができます。 

 非特定理由の再説明請求の受付窓口について 

 1)受付窓口   東日本高速道路株式会社  支社     事務所 

         住  所： 

         電話番号： 

 

 2)受付期間   本回答の通知日から令和 年 月 日（土曜日、日曜日及び祝日を除く）の

午前１０時から午後４時 

 

 3)再説明請求に対する回答は、○○地区入札監視委員会を経て回答を行うものとする。 

 

以  上 

 

 

 

 



第２編競争契約 

2-18 

 

別紙－１（施工管理共同体協定書標準例） 

［○○自動車道○○施工管理業務施工管理共同体協定書］ 

 

（目的） 

第１条 本協定に基づき設立する施工管理共同体は、次の業務を共同連帯して営むことを目的とす

る。 

一 東日本高速道路株式会社が発注する○○自動車道○○施工管理業務（以下「○○施工管理業

務」という。 

二 一に附帯する業務 

 

（名称） 

第２条 本協定に基づき設立する施工管理共同体は、○○自動車道○○施工管理業務施工管理共同

体（以下、「本共同体」という。）と称する。 

 

（成立及び解散の時期） 

第３条 本共同体は、○○年○○月○○日に設立し、○○施工管理業務の委託契約の履行後○ヶ月

を経過するまでの間は、解散することができない。 

２ ○○施工管理業務を受託することができなかったときは、本共同体は、前項の規定にかかわら

ず、○○施工管理業務に係る委託契約が締結された日に解散する。 

 

（構成員の住所及び名称） 

第４条 本共同体の構成員は、次のとおりとする。 

（１）○○県○○市○○町○○ 

   ○○コンサルタント株式会社 

（２）○○県○○市○○町○○ 

   株式会社○○ 

 

（代表者の名称） 

第５条 本共同体は、○○コンサルタント株式会社を代表者とする。 

 

（代表者の権限） 

第６条 本共同体の代表者は、○○施工管理業務の履行に関し、本共同体を代表してその権限を行

うことを名義上明らかにした上で、発注者と折衝する権限並びに発注者に対し請負代金（部分払

金を含む。以下同じ。）の請求、受領及び本共同体に属する財産を管理する権限を有する。 

 

（業務の分担と分担額） 

第７条 各構成員の〇〇施工管理業務の分担は、施工管理共同体協定書第７条に基づく協定書によ

り定めるものとする。ただし、履行期間の途中において発注者と契約内容の変更があったときは、

それに応じて構成員の業務の分担を変更することができる。 

２ 前項に規定する業務の分担については、運営委員会で定める。 

３ 運営委員会は、第１項に規定する業務の分担に応じて分担額を定める。また、履行期間の途中

において発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担額を変更する。 

４ 金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ、運営委員会で協議して評価す

る。 
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（運営委員会） 

第８条 本共同体は、本共同体に関係する全ての構成員をもって運営委員会を設け、○○施工管理

業務の履行に当たる。 

 

（構成員の責任） 

第９条 本共同体の構成員は、○○施工管理業務の履行に係る進捗管理を行い、請負契約の履行に

関して連帯して責任を負うものとする。 

 

（取引金融機関） 

第 10 条 本共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、本共同体の名称を冠した代表者名義の別口預

金口座によって取引する。 

 

（共通費用の分担） 

第 11 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務の割合により運営委員会に

おいて、各構成員の分担額を決定する。 

 

（構成員の相互間の責任の分担） 

第 12 条 構成員がその分担業務の履行に関し、発注者及び第三者に損害を与えた損害は、その構成

員がこれを負担する。 

２ 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議する。 

３ 前２項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。 

４ 前３項の規定は、いかなる意味においても第９条に規定する本共同体の責任を免れるものでは

ない。 

 

（管理技術者） 

第 13 条 本共同体の構成員は、代表者に所属する者から管理技術者を選出する。 

２ 本共同体の構成員は、管理技術者の指示に基づき、○○施工管理業務を履行しなければならな

い。 

 

（権利義務の譲渡の制限） 

第 14 条 本協定書に基づく権利義務は、第 15条に規定する場合を除き、他人に譲渡することはで

きない。 

 

（業務途中における構成員の破産に対する処置） 

第 15 条 構成員のうちいずれかが○○施工管理業務の途中において破産した場合においては、発注

者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して○○施工管理業務を完了する。 

２ 前項の規定により構成員の破産した者があるときは、残存構成員は第７条に規定する業務の分

担を変更し、運営委員会で定める。 

 

 

（解散後の損害賠償責任） 

第 16 条 本共同体が解散した後においても、○○施工管理業務につき発注者から損害賠償の請求が

あったときは、各構成員が連帯してその責に任じる。 

 

（協定書に定めのない事項） 

第 17 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定める。 

 

○○コンサルタント株式会社他○者は、上記のとおり○○自動車道○○施工管理業務施工管理共
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同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各構成員が記名捺印し、各自

所持するものとする。 

 

○○年○○月○○日 

 

 

○○道○○施工管理業務施工管理共同体   

代表者 ○○県○○市○○町○○   

    ○○コンサルタント株式会社 

    代表取締役 ○○ ○○ 

構成員 ○○県○○市○○町○○   

    株式会社○○        

      代表取締役 ○○ ○○ 
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別紙－２（施工管理共同体協定書第 7条に基づく協定書） 

 

［○○自動車道○○施工管理業務協定書第７条に基づく協定書］ 

 

（業務名） ○○自動車道〇〇施工管理業務 

 

東日本高速道路株式会社と契約締結した○○自動車道○○施工管理業務については、○○自動車

道○○施工管理業務施工管理共同体協定書第７条の規定により同協定書第４条に規定する構成員

が分担する内容及び分担額を次のとおり定める。 

 

記 

 

１．分担内容 

構成員名 分担内容 配置人数 配置期間 

○○コンサルタント株式会社 管理員○ ○人 ○.○.○～○.○.○ 

管理員○ ○人 ○.○.○～○.○.○ 

事務員 ○人 ○.○.○～○.○.○ 

管理用自動車 ○台 ○.○.○～○.○.○ 

株式会社○○ 管理員○ ○人 ○.○.○～○.○.○ 

管理用自動車 ○台 ○.○.○～○.○.○ 

 

２．分担額（消費税分及び地方消費税分を含む。） 

   ○○コンサルタント株式会社  ○○円 

   株式会社○○         ○○円 

 

○○コンサルタント株式会社他○者は、上記のとおり分担内容を定めたので、その証拠としてこ

の協定書○通を作成し、各構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。 

 

 

○○年○○月○○日 

 

○○自動車道○○施工管理業務施工管理共同体   

代表者 ○○県○○市○○町○○   

    ○○コンサルタント株式会社 

    代表取締役 ○○ ○○ 

構成員 ○○県○○市○○町○○   

    株式会社○○        

      代表取締役 ○○ ○○ 
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別紙－３（施工管理共同体運用基準） 

 

施工管理共同体運用基準 

 

第１ 趣旨 

 この運用基準は、施工管理業務ごとに結成される施工管理共同体により業務を行う場合に適用す

る。 

 

第２ 構成員の数 

 施工管理共同体の構成員（以下「構成員」という。）の上限は設けないが、技術力を結集して業

務を実施することを念頭に置き、必要以上に細分化しないこと。 

 

第３ 組合せ 

 構成員の組合せは、施工管理業務に対応する業種区分の有資格者の組合せとする。 

 

第４ 構成員の要件 

 １ 業務実績 

  構成員の代表者は、元請としての当該業務の業務実績を有していなければならない。なお、 

構成員の代表者以外においては、この限りではない。 

 ２ 管理技術者 

  構成員の代表者は、代表者に所属する者から当該業務に対応する管理技術者を配置するもの 

とする。 

 ３ 業務の分担 

  構成員は、業務の分担を運営委員会で定める。 

４ 出資条件 

  (1)各構成員は、管理員を１名以上派遣しなければならない。 

  (2)金銭以外のものによる出資については、時価を参しゃくのうえ、運営委員会で協議して評 

価する。 

 ５ 代表者の要件 

  構成員の代表者（以下「代表者」という。）は、次の要件を満たす者でなければならない。 

  (1)代表者は、運営委員会において決定された者とする。 

  (2)代表者に所属する者から、管理技術者から選出するものとする。 

 

第５ 施工管理共同体協定書 

 施工管理共同体を結成する場合の施工管理共同体協定書は、別紙－1（施工管理共同体協定書標

準例）を参考に作成すること。 
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第３編 成績評定 

 

第 1 成績評定の目的 

本編は、東日本高速道路株式会社が委託契約を締結した施工管理業務（以下「業務」という。）

の成績評定（以下「評定」という。）を行うにあたっての必要な事項を定め、厳正かつ的確な

評定の実施を図り、もって業務の適正かつ能率的な施行を図り、さらに技術水準の向上ととも

に、その後の競争参加者の技術的能力の適正な評価に資することを目的とする。 

 

 

 

第 2 評定の対象業務 

評定の対象は、原則すべての業務を対象に行うものとする。 

 

 

 

第 3 評定者 

評定は、次に掲げる検査員、総括技術評価員、主任技術評価員（以下これらの者を「評定者」

という。）が行うものとする。 

3-1 検査員 

検査責任者は、自ら検査員となり検査を行うことを原則とするが、細則第 2条第 5項に基づ

き、下表に示す者を検査員とすることができるものとする。 

契約形態 検査員 

本社の契約責任者が 

契約した業務 

検査責任者が所属する本社の当該業務を担当する監督員及び副監

督員等を除く課の長、室の主管またはチームのリーダー以上の役職者

とする。 

支社の契約責任者が 

契約した業務 

検査責任者が所属する支社の当該業務を担当する監督員及び副監

督員等を除く課またはチームのリーダー以上の役職者 

事務所の契約責任者が 

契約した業務 

検査責任者が所属する事務所の当該業務を担当する監督員及び副

監督員等を除く副所長 

 

3-2 総括技術評価員 

総括技術評価員は、契約責任者が自ら評価することを原則とするが、本社の契約責任者また

は支社の契約責任者が契約した業務において、契約責任者が評価を行うことが困難である場合

は、下表に示す者を総括技術評価員とするものとする。 

契約形態 総括技術評価員 

本社の契約責任者が 

契約した業務 

当該業務を担当する監督員 

（本社の課の長、室の主幹またはチームのリーダー） 

支社の契約責任者が 

契約した業務 

当該業務を担当する監督員 

（支社の課の長またはチームのリーダー） 
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3-3 主任技術評価員 

主任技術評価員は、監督員が自らを補助させる者として別に主任補助監督員を置いた場合は、

下表に示す者を主任補助監督員とし、かつ主任技術評価員とするものとする。 

ただし、主任補助監督員を置かない場合は、主任技術評価員が行う評価は監督員自らが行う

ものとする。 

契約形態 主任技術評価員 

本社の契約責任者が 

契約した業務 

当該業務を担当する主任補助監督員 

（本社の課長代理、室の副主幹またはチームのサブリーダー） 

支社の契約責任者が 

契約した業務 

当該業務を担当する主任補助監督員 

（支社の課長代理またはチームのサブリーダー） 

事務所の契約責任者が 

契約した業務 

当該業務を担当する監督員 

（事務所の（担当）課、工事区または工事班の長） 

 

 

 

第 4 評定の種類 

評定の種類及び評定を行う時期は、次のとおりとする。 

4-1 完了評定 

完了評定とは、本要領第６編「監督及び検査」3-1 に規定する完了検査の結果に基づき行う

評定をいう。 

なお、本編 4-2 に規定する事前評定を行った業務で、事前評定から完了届の提出まで評価に

相違ない場合は、事前評定の結果を完了評定に使用することができる。 

 

4-2 事前評定 

事前評定とは、本要領第６編「監督及び検査」3-1 に規定する事前検査の結果に基づき行う

評定をいう。 

なお、当該業務の完了以後継続性が無い場合は、事前評定は省略することができる。 

 

 

 

第 5 評定の内容 

評定を行う項目及び内容は、次のとおりとする。 

評価項目 評価の視点 

一 専門技術力 目的と内容の理解 当該業務の主旨の理解 

的確な履行 法令・技術基準の知識 

業務の実施状況 

関係者とのコミュニケーション 

業務目的の達成度 必要事項の記載 

的確な取りまとめ 

二 管理技術力 業務実施体制の的確性 

打合せの理解度 

指揮系統の迅速性、確実性 

三 取組姿勢 責任感、積極性、発注者側の視点 

四 業務執行に係る

過失に伴う減点 

業務執行上の過失 

中立性・公平性に係る過失 

守秘性に係る過失 
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第 6 評定の方法 

評定は、業務ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。 

なお、評定の方法は次のとおりとする。 

6-1 採点表の作成 

評定者は、「採点表（別紙 1～3）」を用いて評価を行い、その結果を記録するものとする。 

採点表（別紙 1） 主任技術評価員 

採点表（別紙 2） 総括技術評価員 

採点表（別紙 3） 検査員 

 

6-2 評定点集計表の作成 

評定者は、本編 6-1（採点表の作成）を行った場合は、その結果を反映し「評定点集計表（別

紙 4）」を作成し評定点を算出するものとする。 

 

6-3 成績評定表等の作成 

評定者は、本編 6-2（評定点集計表の作成）を行った場合は、その結果を反映し次の別記様

式を作成するものとする。 

なお、作成後、評定者は内容確認を行うものとする。 

 《作成する別記様式》 

様式 内容 事前評定及び完了評定 

別記様式第 1 成績評定表 要 

別記様式第 2 成績評定通知書 要 

別記様式第 2（別表） 項目別評定点 要 

 

6-4 施工管理共同体の評価 

  評定の対象となる業務の受注者が施工管理共同体を結成している場合は、施工管理共同体を

１企業として評価を行うものとする。 

 

 

 

第 7 評定結果の報告 

評定を行ったとき、検査員及び検査責任者は次の手続を行うものとする。 

7-1 検査責任者への報告 

1) 検査員は、第 6（評定の方法）により評定を行ったときは、5日以内（休日を除く。以

下同じ）に第 6（評定の方法）で作成した別紙及び別記様式を検査責任者に提出するもの

とする。 

2) 検査責任者は、提出された別紙及び別記様式の内容を確認するものとする。 

3) 検査責任者自らが検査員となり検査を行った場合は、1)及び 2）の手続は省略できるも

のとする。 

 

7-2 契約責任者への報告 

検査責任者は、本編 7-1（検査責任者への報告）により報告を受けたときは、別記様式を契

約責任者に報告するものとする。 

 

 

 

第 8 評定結果の通知等 

契約責任者は、検査責任者から本編 7-2（契約責任者への報告）により報告を受けたときは、

次の手続を行うものとする。 

8-1 完了評定 
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契約責任者は、本編 7-2（契約責任者への報告）により報告を受けた内容が、完了評定であ

るときは、別記様式の内容を確認した後、当該業務の受注者に対して、速やかに評定の結果を

成績評定通知書（別記様式 2）及び項目別評定点（別記様式 2（別表））により通知するものと

する。 

 

8-2 事前評定 

契約責任者は、本編 7-2（契約責任者への報告）により報告を受けた内容が、事前評定であ

るときは、別記様式第 1の内容を確認した後、当該業務の受注者に対して、速やかに評定の結

果を成績評定通知書（別記様式 2）及び項目別評定点（別記様式 2（別表））により通知するも

のとする。 

また、契約責任者は、本編 7-2（契約責任者への報告）により報告を受けた評定点の結果が

60 点以上である場合は、本要領第 4編「継続契約」に示す手続に移行するものとし、60 点未

満である場合は本要領第 4編「継続契約」に移行してはならず、本要領第 2編「競争契約」に

示す手続に移行するものとする。 

 

 

 

第 9 説明請求に関する手続 

9-1 説明請求 

契約責任者は、本編第 8（評定結果の通知等）を行った場合は、当該通知を行った日から起

算して 7日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1号に規定する行

政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）に下記に示す書面により当該業務の受注者か

ら評定の内容について説明請求を受け付けるものとする。 

なお、受付方法は、持参、書留郵便または電子メールによるものとし、これ以外は認めない

ものとする。 

  《説明請求を受付ける書面》 

様式 内容 

別記様式第 3 説明請求書 

 

9-2 説明請求に対する回答 

契約責任者は、本編 9-1（説明請求）により説明請求を受けた場合は、評定者を委員として

含む技術審議会の審議を経て、審議の報告を受けた日から起算して 7日以内（休日を除く）に

下記に示す書面により回答を行うものとする。 

なお、契約責任者が事務所の長の場合において、回答を行った場合は、支社の長に対し説明

請求書及び成績評定に係る説明書（回答）の写しを支社の長に提出するものとする。 

  《説明請求に対し回答する書面》 

様式 内容 

別記様式第 4 成績評定に係る説明書（回答） 

 

 

第 10 再説明請求に関する手続 

10-1 再説明請求 

支社の長は、契約責任者が本編 9-2（説明請求に対する回答）により回答を行った場合は、

当該回答を行った日から起算して 7日以内（休日を除く）に、下記に示す書面により回答を受

けた者から再説明請求を受け付けるものとする。なお、受付方法は、持参、書留郵便または電

子メールによるものとし、これ以外は認めないものとする。 

  《再説明請求を受付ける書面》 

様式 内容 

別記様式第 5 再説明請求書 
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10-2 再説明請求に対する回答 

支社の長は、本編 10-1（再説明請求）により再説明請求を受けた場合は、評定者及び有識

者を委員として含む技術審議会の審議を経て、審議の報告を受けた日から起算して 7 日以内

（休日を除く。）に下記に示す書面により回答するものとする。 

なお、有識者は、公共工事に関する学識経験等を有し、人格、識見等に優れ、公正中立の立

場を堅持できる者とする 

  《再説明請求に対し回答する書面》 

様式 内容 

別記様式第 6 成績評定に係る再説明書（回答） 
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別記様式 

別記様式第 1 成績評定表 

成績評定表 

令和  年  月  日 

事務所名） 

業務名  

契約金額 当初          円 最終          円 

履行期間 当初 

令和  年  月  日～ 

令和  年  月  日 

最終 

令和  年  月  日～ 

令和  年  月  日 

完了年月日（完了届提出日） 令和  年  月  日 

完了検査実施日 令和  年  月  日 

事前検査実施日（※1） 令和  年  月  日 

受注者 受注者名  

 管理技術者名  

 担当技術者名 

（※2） 

 

 

評定者 検査員名 （所属） 

（氏名）                     

 総括技術評価員名 （所属） 

（氏名）                     

 主任技術評価員名 （所属） 

（氏名）                     

評価項目 主任 

技術 

評価員 

総括 

技術 

評価員 

検査員 業務評定 

管理技術者評

定（※3） 

担当技術者評

定（※3） 

専門技術力 目的と内容の理解    ／ ／ 

的確な履行    ／ ／ 

業務目的の達成度    ／ ／ 

管理技術力 業務実施体制の的確性    ／ ― 

打合せの理解度    ／ ― 

指揮系統の迅速性・確実性    ／ ― 

取組姿勢 責任感・積極性・発注者側の視点    ／ ／ 

①小計（※4）    ／ ／ 

②業務執行に係る過失に伴う減点     

③事故等による減点     

④債務不履行又は損害賠償による減点     

⑤その他     

総合評定点＝①＋②＋③＋④＋⑤      

※1：当該検査の種別に応じていずれかを記載する。 

※2：配置された担当技術者が複数いる場合は、すべての担当技術者名を記載する。 

※3：各評価項目の「業務評定」、「管理技術者評定」及び「担当技術者評定」は小数第二位を四

捨五入して表示する。 

※4：「①小計」は、小数第一位を四捨五入し整数とする。 
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別記様式第 2 成績評定通知書 

文書番号 

令和  年  月  日 

契約の相手方 

 所在地 

 商号又は名称 

  代表者氏名       殿 

（事務所契約の場合） 

東日本高速道路株式会社○○支社 

○○○○事務所 

所 長 ○○ ○○ （印） 

 

成績評定通知書 

 

 貴社が受注した下記の業務について、評定した結果を通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知

を受けた日から起算して 7日以内（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1

条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を含まない。）に別紙による書面により、

説明を求めることができます。 

 疑問の旨に対する説明は、書面により通知致します。 

また、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり

です。 

 

記 

 

1.業務名      ××道 ○○施工管理業務 

 

2.履行期間     令和  年  月  日～令和  年  月  日 

 

3.完了検査年月日  令和  年  月  日 

 

4.成績評定        点（項目別評定点は別表のとおり） 

 

5.送付先       

（事務所契約）   〒○○○－○○○○  ○○県○○市○○丁目○○番地 

          東日本高速道路株式会社 ○○支社 ○○○○事務所 ○○課 宛 

          電話番号○○－○○○○－○○○○ 

 

6.手続き等の問い合わせ先  記 5.に同じ 
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別記様式第 2（別表） 

別表 

項 目 別 評 定 点 

業務名） 

評価項目 評価の視点 業務評定・技術者評定 

業務評定 

管理技術者 

担当技術者 

専門技術力 目的と内容の理解 点／  点 点／  点 

的確な履行 点／  点 点／  点 

業務目的の達成度 点／  点 点／  点 

管理技術力 業務実施体制の的確性 点／  点 ― 

打合せの理解度 点／  点 ― 

指揮系統の迅速性・確実性 点／  点 ― 

取組姿勢 責任感・積極性・発注者側の視点 点／  点 点／  点 

評定点の小計 点／ 100 点 点／ 100 点 

業務執行に係る過失に伴う減点 点 

事故等による減点 点 

債務不履行又は損害賠償による減点 点 

その他（ ） 点 

総合評定点 点／ 100 点 点／ 100 点 

  注）評定点の小計は、小数第一位を四捨五入し整数とする。 
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別記様式第 3（説明請求書） 

 

（別紙） 

説明請求書 

 

令和  年  月  日 

 

【※事務所契約の場合】 

東日本高速道路株式会社○○支社 

○○○○事務所 

所 長 ○○ ○○ 殿 

 

 

１ 説明請求者の住所及び氏名 

  〒○○○－○○○○  ○○県○○市○○丁目○○番地 

  電話番号 ○○－○○○○－○○○○ 

  商号又は名称 

  代表者氏名 

 

 

２ 説明請求の対象となる調査等名 

  業務名  ○○○○○○業務 

  契約番号 ○○○○○○○○ 

 

 

３ 不服のある事項 

 

 

 

 

 

 

４ 上記３の主張の根拠となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 
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別記様式第 4（成績評定に係る説明書（回答）） 

 

文書番号 

令和  年  月  日 

 

契約の相手方 

 所在地 

  商号又は名称 

   代表者氏名        殿 

【※事務所発注の場合】 

東日本高速道路株式会社○○支社 

○○○○事務所 

所 長 ○○ ○○ （印） 

 

成績評定に係る説明書（回答） 

 

 令和  年  月  日付で貴社から説明を求められました評定内容について、下記のとおり

回答します。 

 本説明書に疑問があるときは、当職（注：事務所発注の場合は、「東日本高速道路株式会社○

○支社長」と記載する）に対してその疑問の旨を付して、この書面の回答を受けた日から起算し

て７日（「休日」を含まない。）以内に別紙「再説明請求書」により、再説明を求めることができ

ます。 

 なお、再説明は○○委員会【各支社で活用する委員会名を記載する。】の審議を経た上で行い

ます。 

 疑問に対する再説明は、書面により回答いたします。 

 

記 

 

１．業務名 

  業務名  ××道 ○○○○業務 

  契約番号 ○○○○○○○○ 

 

２．疑問に対する回答 

 

 

３．再説明を求める場合の手続き等の問い合わせ先 

  〒○○○－○○○○  ○○県○○市○○丁目○○番地 

  東日本高速道路株式会社 ○○支社 ○○部 調達契約課 

電話番号 ○○－○○○○－○○○○ 

 

以  上 
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別記様式第 5（再説明請求書） 

 

（別紙） 

再説明請求書 

 

令和  年  月  日 

 

 

東日本高速道路株式会社○○支社 

支社長 ○○ ○○ 殿 

 

 

１ 再説明請求者の住所及び氏名 

  〒○○○－○○○○  ○○県○○市○○丁目○○番地 

  電話番号 ○○－○○○○－○○○○ 

  商号又は名称 

  代表者氏名 

 

 

２ 再説明請求の対象となる調査等名 

  業務名  ○○○○○○業務 

  契約番号 ○○○○○○○○ 

 

 

３ 不服のある事項 

 

 

 

 

 

 

４ 上記３の主張の根拠となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 
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別記様式第 6（成績評定に係る再説明書（回答）） 

 

文書番号 

令和  年  月  日 

 

 

契約の相手方 

 所在地 

  商号又は名称 

   代表者氏名        殿 

 

 

東日本高速道路株式会社○○支社 

支社長 ○○ ○○ （印） 

 

 

成績評定に係る再説明書（回答） 

 

 令和  年  月  日付で貴社から再説明を求められました評定内容について、下記のとお

り回答します。 

 

記 

 

１．業務名 

  業務名  ○○○○○○業務 

  契約番号 ○○○○○○○○ 

 

２．疑問に対する回答 

 

 

 

 

 

以  上 

 

 



別紙4（評定点集計表）

基準 基準 基準 重み 評点 ／ 満点評価点 重み 評点 ／ 満点評価点 重み 評点 ／ 満点評価点

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 満点評価点 ( % ) 満点評価点 ( % ) 満点評価点 ( % )

6.0 6 6.0 ／ 6.0 6.0 6 6.0 ／ 6.0 8.8 6 8.8 ／ 8.8

6 8.8

法令・技術基準の知識 ○※ 12 ○ 1.0 ① 12.0 36.0 36 36.0 ／ 36.0 36.0 36 36.0 ／ 36.0 52.9 36 52.9 ／ 52.9

業務の実施状況 ○※ 12 ○ 1.0 ① 12.0 36

関係者とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ ○※ 12 ○ 1.0 ① 12.0

小計 36 36.0 52.9

必要事項の記載 ○※ 12 ○ 1.0 ①= 12.0 18.0 18 18.0 ／ 18.0 18.0 18 18.0 ／ 18.0 26.5 18 26.5 ／ 26.5

的確なとりまとめ ○※ 6 ○ 1.0 ②= 6.0 ○※ 6 ○ 1.0 ③= 6.0 18

小計 18 18.0 6 6.0 26.5

60 60.0 6 6.0 ④

12.0 12 12.0 ／ 12.0 12.0 12 12.0 ／ 12.0 ／

12

6.0 6 6.0 ／ 6.0 6.0 6 6.0 ／ 6.0 ／

6

14.0 14 14.0 ／ 14.0 14.0 14 14.0 ／ 14.0 ／

14

32 32.0 14 14.0 12 12.0 ⑩

8.0 8 8.0 ／ 8.0 8.0 8 8.0 ／ 8.0 11.8 8 11.8 ／ 11.8

8 11.8

8 8.0 8 8.0 ⑬

100.0 22.0 18.0 100.0 100.0 100.0

100.0 ／ 100.0 100.0 ／ 100.0 68 100.0 ／ 100.0

業務執行上の過失

中立性・公平性に係る過失

守秘性に係る過失

⑮小計

⑬=⑪×
1/2+⑫×
1/2

○8○※ 8.0⑫=1.0○8

所見 主任技術評価員 総括技術評価員 検査員

0 0 0

⑱債務不履行又は損害賠償による減点

⑲その他

総合評定点の算定 ⑳総合評定点＝⑯＋⑰＋⑱＋⑲ 100.0 100.0 100.0

⑰事故等による減点（業務遂行段階を対象とする） 0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

技術者評価

⑯小計

業務執行に係る過失に伴
う減点

担当技術者

評定点 加重平均点の算出

評価項目 評価の視点 主任技術評価員 総括技術評価員 検査員 評点算
出方法

業務評定

加重平均点の算出評定点

管理技術者

評定点

1.0

⑩=⑤×
1/2+⑥×
1/2+⑦+
⑧×1/2+
⑨×1/2

加重平均点の算出評点

⑥= 12.0

④=∑①+
②×1/2+
③×1/2

○※ 12 ○

配点 得点割合 得点

14 ○ 1.0 ⑨= 14.0

得点割合 得点 評点

プ

ロ

セ

ス

評

価

責任感・積極性・発注
者側の視点

管

理

技

術

力

取組姿勢　計

管理技術力　計

取

組

姿

勢

1.0指揮系統の迅速性・確
実性

指揮系統の迅速性・確実性

評定者の評定点

1.0 ⑦ 6.0

⑤= 12.0

打合せの理解度 打合せの理解度 ○※ 6 ○

⑪=1.0

⑧= 14.0○※ 14 ○

責任感・積極性・発注者側
の視点

8.0

専

門

技

術

力

専門技術力　計

① 6.01.0目的と内容の理解 当該業務の主旨の理解 ○※ 6 ○

得点割合配点 得点 評点

的確な履行

業務目的の達成度

1.0業務実施体制の的確性 業務実施体制の的確性 ○※ 12 ○

配点



採点表
別紙1（主任技術評価員用）1／4

優 標準 劣
重み 実点 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

小計 10 6 0

小計 60 36 0

小計 30 18 0

100 60 0

100 32 0

100 8 0

100 0

取組姿勢　計 ⑪

取組姿勢

プ
ロ
セ
ス
評
価

計

⑤・⑦・⑧管理技術力　計

打合せ内容の
理解

指揮系統の迅
速性・確実性

管理技術力

発注者との打
ち合わせは適
切か？

1440情報伝達の基
本は守られて
いるか？

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率　0
　　　1⇒　　　0.2
　　　2⇒　　　0.4
　　　3⇒　　　0.6
　　　4⇒　　　0.8
　　　5⇒　　　1.0

業務実施体制の的確性

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.6
　　　2⇒　　　1.0

620

①・②

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

専門技術力

専門技術力　計

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率　0
　　  1⇒　　　0.2
　　  2⇒　　　0.4
　　  3⇒　　　0.6
　　  4⇒　　　0.8
　　  5⇒　　　1.0

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

1220

法令・技術基
準の知識は十
分か？

業務内容につ
いての判断は
的確化？

40 12 評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

12

20 12

関係者とのコ
ミュニケー
ションは適切
か？

20

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

業務目的の達
成度

評価細目
配点

評価の視点評価項目

6目的と内容の
理解

得点率

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

得点

当該業務の主
旨を十分に理
解している
か？

10プ
ロ
セ
ス
評
価

①

①

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

的確な履行

12

610

20必要事項が適
切に記載され
ているか？

業務に求めら
れる的確な取
りまとめがさ
れているか？

業務に必要な法律・政令・通達等が十分に理解されていた。□

業務に必要な技術基準、マニュアル、共通仕様書等が十分に理
解されていた。

□

特記仕様書等に示された当該業務固有の条件が十分に理解され
ていた。

□

当該業務の目的、内容が理解されていた。□

提出資料等に当該業務の特徴、注意すべき事項などが適切に記
述されていた

□

業務実施計画書の実施方法等に、業務内容を具体化する記述が
あった。

□

□ 業務実施計画書に記載された内容を的確に理解していた

業務遂行段階で、当該業務に有意な情報が自主的に提供され
た。

□

業務遂行段階において発注者から新たに指示された事項につい
て十分満足できる解決が図られていた。

□

業務（現場）で発生した諸問題に対して十分対応できる能力を
有していた。

□

業務上必要となる、図面及び技術的資料について留意すべき、
専門的知識を十分に有していた。

□

業務着手時点において、業務に必要な資料等が整備されていた□

業務遂行段階で、業務に必要な資料収集がなされていた。□

監督員からの指示事項が、漏れなく実施された。

契約図書に示された項目が、漏れなく実施された。

□

□

□

□

緊急性のあるもの、無いものとの判断が適切に行われ、監督員
に分かりやすく伝えられた。

□

日々の業務内容を監督員に報告するなど常に連絡を密にしてい
た。

□

関係者（工事等の受注者）との対話を心がけ、トラブルがな
かった。

□

現場での問題点などを迅速に監督員に伝え、問題解決に繋がる
提案をした。

□

業務上作成する資料について、十分な理解の上で、適切に取り
まとめられていた。

業務上作成、提出すべき資料に漏れが無かった。

□

□

業務上、入手した情報を総合的に活用し、重要な点が理解しや
すく取りまとめられていた。

業務上作成する資料が簡潔で理解しやすい表現となっていた。

□

高度な技術レベル、多岐にわたる検討項目など、難易度の高い
業務に対し十分な業務成果が得られた。

業務成果は、業務目的に照らして満足できる内容のものであっ
た。

当該業務に関する社内の情報伝達内容が書類により記録されて
いた。

□

□

□

受注者内の意思疎通が正確で、指示や打合せ事項が的確に業務
に反映された。

打合せ記録が適切に整理され、遅滞なく作成されていた。

□

□

業務実施計画書等、必要書類が遅滞なく提出されていた。□

当該業務に必要な資格取得者が適切に配置されていた。□

業務実施計画書に示された業務組織計画に基づく実施体制によ
り、業務が適切に履行された。

□

履行期間を通じて安定的で十分な業務実施体制が確保されてい
た。

担当技術者への技術的関与が的確であった。

問題が発生した場合のバックアップ体制が確立していた。また
は、対応が迅速に行われた。

□

□

責任感、
積極性、
発注者側の視点

管理技術者、担当技術者として、無責任な姿勢は見られず、責
任逃れの言動も無かった。

□

打合せにおいて、確認・解決すべき事項について見逃しが無
かった。

□

業務遂行段階において不明な点が生じた場合、問い合わせや確
認が迅速になされた。

□

関係者に対する対応が適切であるとともに、必要な報告・調整
が遅滞なく実施された。

□

業務の内容・精度を向上させる提案が自主的になされた。□

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率　0
　　　1⇒　　　0.2
　　　2⇒　　　0.4
　　　3⇒　　　0.6
　　　4⇒　　　0.8
　　　5⇒　　　1.0

8100

情報伝達の誤認等による問題が発生しなかった。

関係者間の情報伝達が遅滞なく確実に交わされていた。

□

□



採点表
別紙2（総括技術評価員用）2／4

優 標準 劣
重み 実点 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

-21 0

100 14 0

100 8 0

22 0計

業務遂行中、新たに発生した課題等に対して、社内全
体として体制の拡充を図る等により、業務を完了させ
た。

□

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）□

取組姿勢 責任感、積極性、発注者側の視
点

小計

8100

⑫

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率　0
　　  1⇒　　　0.2
　　  2⇒　　　0.4
　　  3⇒　　　0.6
　　  4⇒　　　0.8
　　  5⇒　　　1.0

企業として積極的に技術の研さんに取り組んでいる。□

当該業務遂行にあたって、取り組みへの積極性・責任
感に対して評価できるものであった。

□

地域への貢献等に関して、特に評価できるものであっ
た。

□

小計

指示系統の迅速性・確実性

⑨

指示系統の迅速
性・確実性

業務執行上、指摘又は指導等を行ったが、改善されな
かった。

□

関係者から苦情が寄せられる等、問題が認められた。
または、問題発生時の情報連絡等、対応が適切に行わ
れなかった。

□

業務処理のミスにより大きな手戻りが生じた。□

業務実施体制に問題があった。□

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）□

中立性・公平性に関して、第三者から苦情があり、受
注者に帰する過失があった。

□

問題が発生した場合のバックアップ体制が確立してい
た。または、対応が迅速に行われた。

□

評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率　0
　　  1⇒　　　0.2
　　  2⇒　　　0.4
　　  3⇒　　　0.6
　　  4⇒　　　0.8
　　  5⇒　　　1.0

100 14

関係者間の情報伝達が遅滞なく、確実に交わされてい
た。

□

指示系統の迅速性が確保されている。□

指示系統が継投通り確実に実施されている。□

情報伝達の誤認等による問題が発生しなかった。□

評価細目

小計

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）□

守秘性に係る過失 -3 評価細目ﾁｪｯｸ数1つ以上で
3点減点

□

その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）

業務に関する情報漏洩があり、受注者の責によるもの
と発注者が判断した。

□

評価項目 評価の視点 配点 得点率 得点

業務執行に係る過
失に伴う減点

-3 評価細目ﾁｪｯｸ数1つ以上で
3点減点

⑮

業務執行上の過失

中立性・公平性に係る過失

-15 評価細目ﾁｪｯｸ数
1項目につき3点減点



採点表
別紙3（検査員用）3／4

優 標準 劣
重み 実点 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

100 6 0

100 12 0

18 0

履行期間を通じて安定的で十分な業務実施体制が確保
されていた。

□

業務実施計画書等、必要書類が遅滞なく提出されてい
た。

□

当該業務に必要な資格取得者が適切に配置されてい
た。

□

業務実施計画書に示された業務組織計画に基づく実施
体制により、業務が適切に履行された。

□

業務上作成、提出すべき資料に漏れが無かった。□

業務上作成する資料について、十分な理解の上で、適
切に取りまとめられていた。

□

業務上、入手した情報を総合的に活用し、重要な点が
理解しやすく取りまとめられていた。

業務上作成する資料が簡潔で理解しやすい表現となっ
ていた。

□

□

計

業務目的の達
成度

プ
ロ
セ
ス
評
価

業務実施体制の的確性

管理技術力　計 ⑥

管理技術力 100 12 評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

③専門技術力　計

業務に求めら
れる的確な取
りまとめがさ
れているか？

100 6 評価細目ﾁｪｯｸ数と得点率
ﾁｪｯｸ数0⇒得点率0.2
　　　1⇒　　　0.4
　　　2⇒　　　0.6
　　　3⇒　　　0.8
　　　4⇒　　　1.0

専門技術力

評価細目評価項目 評価の視点 配点 得点率 得点
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第４編 継続契約（随意契約） 

 

第 1 継続契約の概要 

継続契約とは、施工管理業務が、現に契約中で、かつ当該業務完了後も当該業務の内容に関

する業務が継続する場合において、現に契約中の受注者を契約予定の相手方とし、業務実施体

制資料の提出を求め、提出された業務実施体制を評価することにより、契約の相手方を決定す

るものをいう。 

 

第 2 継続契約の対象業務 

継続契約の対象業務は、当該業務完了後も対象となる事業の継続性または類似性を有する場

合で、かつ当該業務の受注者が、第 3 編「成績評定」第 4 に示す事前評定の総合評定点が 60

点以上である業務とする。 
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第 3 継続契約の手続の方法 

3-1 実施手順及び手続に要する標準日数 

本方式の標準的な手続きの流れと標準日数については、次のとおりとする。 

 

 

3-2 事前評定の判定（継続契約の判定）及び第 1回技術審議会 

1) 契約責任者は、第 3編「成績評定」第 4に規定する事前評定の結果について検査責任者より

報告があり、その総合評定点が 60 点以上である場合は、当該業務の受注者を当該業務以後に

継続する業務の契約予定の相手方とするとともに、競争参加資格等審査委員会に先立ち技術審

議会を活用して当該業務以後に継続する業務の概要、業務実施体制の評価基準等の審議を行う

ものとする。 

  なお、技術審議会長は、審議した結果を、契約責任者に報告しなければならない。 

2) 契約責任者は、第 3編「成績評定」第 4に規定する事前評定の結果について検査責任者より

報告があり、その総合評定点が 60 点未満である場合は、当該業務の受注者を当該業務以後に

継続する業務の契約予定の相手方としてはならず、第 3編「競争契約」に基づき新たに契約の

相手方を決定する手続を行うものとする。 

 

 

間隔

①

②

③

標準14日

休日除く

最大20日･最小10日

適宜

④

適宜 ⑤

⑥

⑦

中1日以上

⑧

当社が行う手続 契約予定の相手方

事前評定の判定

第1回技術審議会

第1回競争参加資格等審査委員会

第3.3-2

第2回競争参加資格等審査委員会

第3.3-3

業務体制資料の提出依頼

第3.3-4

業務体制資料の提出

業務体制資料に関するﾋｱﾘﾝｸﾞ

第3.3-6

修正がある場合
業務体制資料の再提出

第2回技術審議会

第3.3-7

第3.3-8

見積依頼

第3.3-9

見積執行　⇒　契約の相手方決定
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3-3 第 1 回競争参加資格等審査委員会 

契約責任者は、本編 3-2（事前評定の判定（継続契約の判定）及び第 1回技術審議会）の事

前評定結果及び技術審議会審議の結果に基づき、契約予定の相手方とすることの確認及び業務

実施体制の評価基準等について競争参加資格等審査委員会で審議し決定しなければならない。 

 

3-4 業務実施体制資料の提出依頼 

契約責任者は、本編 3-3（第 1回競争参加資格等審査委員会）において、契約予定の相手方

とする旨を確認した者に対して、次の書類を付して、「業務実施体制資料」の提出の依頼を行

うものとする。 

 《依頼時に付す書類》 

  1.業務実施体制資料の提出依頼（別記様式 1） 

  2.金抜設計書 

  3.特記仕様書 

  4.業務実施体制資料提出届（別記様式 2-1） 

  5.業務実施体制（別記様式 2-2） 

  6.配置予定技術者の資格（別記様式 2-3） 

 

3-5 業務概要等に対する質問及び回答 

契約責任者は、本編 3-4（業務実施体制資料の提出依頼）に際し、予め、業務概要に関する

質問期間を設定するものとする。 

なお、質問に対する回答は、質問を受理した日から休日を含まない 7日以内に文書または電

子メールで回答するものとする。 

 

3-6 業務実施体制資料に関するヒアリング 

1) 契約責任者は、本編 3-4（業務実施体制資料の提出依頼）により契約予定の相手方に提出の

依頼を行い、業務実施体制資料の提出があった場合は、契約予定の相手方に対し、業務概要に

示す内容を実施するに必要な体制の構築及び人員の配置がなされているかヒアリングを行い、

3-3（第 1 回競争参加資格等審査委員会）で決定した当社の評価基準と相違がある場合は、そ

の相違内容について確認を行うものとし、その結果、業務実施体制資料に修正が生じた場合は、

提出期限を定めたうえ、修正した業務実施体制資料の提出を契約予定の相手方に求めるものと

する。 

2) 契約責任者は、本編 3-4（業務実施体制資料の提出依頼）により契約予定の相手方に提出の

依頼を行った結果、提出が無いまたは提出の辞退があった場合は、当該者を契約の相手方とし

てならず、第 2 編「競争契約」に基づき新たに契約の相手方を決定する手続を行うものとする。 

 

 

3-7 第 2 回技術審議会 

契約責任者は、本編 3-6（業務実施体制資料に関するヒアリング）のヒアリングまたは修正

された業務実施体制資料の提出があった後、競争参加資格等審査委員会に先立ち、技術審議会

を活用し、業務実施体制資料について審議しなければならない。 

  なお、技術審議会長は審議した結果を、契約責任者に報告しなければならない。 

 

3-8 第 2 回競争参加資格等審査委員会 

契約責任者は、本編 3-7（第 2回技術審議会）の技術審議会審議の結果に基づき、業務実施

体制資料について競争参加資格等審査委員会で審議し、当該者を見積者とするか否かを決定し

なければならない。 

なお、審議の結果、見積者としない場合は、当該者を契約の相手方としてならず、第 2編「競

争契約」に基づき新たに契約の相手方を決定する手続を行うものとする。 
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3-9 見積依頼 

契約責任者は、本編 3-8（第 2回競争参加資格等審査委員会）の審議の結果、契約予定の相

手方を見積者と決定した場合は、次の書類を交付のうえ見積依頼を行うものとする。 

 《交付書類》 

  1.見積依頼書（別記様式 3） 

  2.金抜設計書 

  3.特記仕様書 

  4.見積者に対する指示書 

  5.その他契約責任者が必要と認める書類 

 

3-10 見積執行及び契約の相手方の決定 

契約責任者は、本編 3-9（見積依頼）により見積依頼を行い、見積執行した結果、見積者が

契約制限価格の範囲内で見積りを行った時は、その者を契約の相手方としなければならない。 

なお、契約責任者は、契約の相手方を決定することができなかった時は、見積者を契約の相

手方としてならず、第 2編「競争契約」に基づき新たに受注者を決定する手続を行うものとす

る。 

 

 

以  上 
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別記様式 

別記様式 1 業務体制資料の提出依頼について 

別記様式 1 

文書番号 

令和 00年 00 月 00 日 

 

住          所 

商号 又は 名称 

代 表 者 氏 名                殿 

 

東日本高速道路株式会社○○支社 
支社長（事務所長） ○○  ○○ 

 

業務実施体制資料の提出依頼について 

 

  貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

さて、早速ですが、○○自動車道○○施工管理業務の次年度における業務の実施体制を把握し、

貴社との随意契約についての判断資料と致したく、業務実施体制資料の提出について依頼致しま

す。 

つきましては、別添資料１～３の内容を確認の上「業務実施体制資料提出届」により提出方お

願いいたします。 

記 

 

1.添付資料 

    資料－１・・・・金抜設計書（案） 

資料－２・・・・特記仕様書（案） 

    資料－３・・・・業務実施体制資料提出届（様式-1） 

 

2.提出方法及び提出期限 

 1) 提出方法  ： ○部を持参または郵送で提出して下さい。 

 2) 提出先   ： 東日本高速道路株式会社○○支社 

           ○○○○事務所 ○○ 

           住所：〒○○○－○○○○ 

               ○○県○○市○○区○○ 

           電話：○○○－○○○－○○○○ 

           FAX ：○○○－○○○－○○○○ 

 3) 提出期限  ： 令和○○年○○月○○日（○曜日） ○○時 

 

以  上 
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別記様式 2-1 （様式-1）業務体制資料提出届 

別記様式 2-1 資料-3.① 業務実施体制資料提出届（様式） 

（様式‐１） 

 

令和 00年 00 月 00 日 

 

東日本高速道路株式会社 ○○支社   事務所 

 

所長        殿 

 

 

 住 所 

 会社名 

 代表者          印 

 

 

業務実施体制資料提出届  

 

    （業務名）                              

 

     標記について、別添業務実施体制資料を提出します。  

     

以  上 

 

添付資料 

 様式-2 業務実施体制 

 様式-3 配置予定技術者の資格
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別記様式 2-2 （様式-2）業務実施体制 

別記様式 2-2（資料-③.2） 

（様式-2） 

業 務 実 施 体 制 

（予定技術者の配置計画） 

役割 氏名 格（共通仕様書別紙-1の区分） 配置期間 

管理技術者 ○○ ○○ 

 

例） 管理員Ⅰ 例）令和 00 年 00 月 00 日～令和 00 年 00 月 00 日 

 

役割 格（共通仕様書別紙-1の区分） 配置期間 配置人数 

担当技術者 例） 管理員Ⅱ 

 

例）令和 00 年 00 月 00 日～令和 00 年 00 月 00 日 ○名 

 例） 管理員Ⅲ 

 

例）令和 00 年 00 月 00 日～令和 00 年 00 月 00 日 ○名 

 例） 管理員Ⅳ 

 

例）令和 00 年 00 月 00 日～令和 00 年 00 月 00 日 ○名 

[注意事項]共通仕様書別紙-1 の区分で、同一区分の技術者の配置期間が異なる場合は行挿入し記載すること。 

 

（予定事務員及び管理用自動車の配置計画） 

事務員または管理用自動車の区分 配置予定期間 配置人数または台数 

事務員 

 

例）令和 00 年 00 月 00 日～令和 00 年 00 月 00日 ○名 

管理用自動車 

 

例）令和 00 年 00 月 00 日～令和 00 年 00 月 00日 ○台 

[注意事項]配置期間が異なる場合は、行挿入し記載すること。 
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（夜間立会の実施計画） 

格（共通仕様書別紙-1の区分） 予定数量 

例） 管理員Ⅰ 

 

例）4時間未満：○人・回 

  4 時間以上：▲人・回 

例） 管理員Ⅱ 

 

例）4時間未満：○人・回 

  4 時間以上：▲人・回 

例） 管理員Ⅲ 

 

例）4時間未満：○人・回 

  4 時間以上：▲人・回 

例） 管理員Ⅳ 

 

例）4時間未満：○人・回 

  4 時間以上：▲人・回 

[注意事項]共通仕様書別紙-1 の区分毎に、対象工事の予定数量合計を記載すること。 
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別記様式 2-3 （様式-3）配置予定技術者の資格 

別記様式 2-3（資料-3.③） 

（様式-3） 

配置予定技術者の資格 

 

役割 氏名 格（共通仕様書別紙-1

の区分） 

現在有する資格名 

資格名等 登録番号 

（修了番号） 

登録年月日 

（取得年月日） 

管理技術者 ○○ ○○ 

 

例） 

管理員Ⅰ 

技術士 

総合技術監理部門（建設部門－道路） 

 令和 年 月 日 

担当技術者 ○○ ○○ 

 

例） 

管理員Ⅱ 

技術士 

建設部門（道路） 

 令和 年 月 日 

担当技術者 ○○ ○○ 

 

例） 

管理員Ⅱ 

 

技師Ｃ 

 令和 年 月 日 

担当技術者 ○○ ○○ 

 

例） 

管理員Ⅳ 

 

- 

- - 

      

 

公的資格を有する場合は、資格名、登録番号及び登録年月日を記載する。 

高速道路調査会から終了証もしくは管理員番号の通知を受けたものは、資格名等、修了番号、取得年月日を記載する。 
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別記様式 3 見積依頼について 

別記様式 3 

見積依頼について 

文書番号 

令和  年  月  日 

住所 

商号又は名称 

代表者氏名           殿 

東日本高速道路株式会社 

  支社    事務所 

契約責任者       

 

 

 

（業務名）○○○○○○○○○業務 

 

 令和 年 月 日付で提出された業務実施体制資料に基づき審査を行った結果、適と認められ見

積者としましたので通知します。 

 なお、見積合わせは次のとおり行います。 

 

1. 見積合わせの実施日時及び場所 

  (1)実施日  令和 年 月 日（ ） 時 分 

  (2)実施場所 東日本高速道路株式会社  支社    事務所 

 

 2. 見積合わせの留意事項 

   見積者が契約制限価格の範囲内において見積を行わず、不調となったときは、別途発注を行

います。 

 

3. 添付資料 

  標準契約書案 

  見積者に対する指示書 

  施工管理業務共通仕様書 

  特記仕様書 

  金抜設計書 

 

 

以  上 
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第 5編 施工管理業務における複数年契約 

 

第１ 施工管理業務における複数年契約の実施 

1-1 概要 

  施工管理業務は、すべての業務において、本要領第 2 編「競争契約」または第 4 編「継

続契約」による業務体制確認後、複数年契約を行うことができるものとする。 

 

第２ 対象業務 

2-1 対象業務 

  複数年契約の対象業務は、すべての業務とする。 

 

  なお、複数年契約を対象とする業務は以下の点に留意すること。 

  ①発注の見通しで未公表の案件がある場合で複数年契約とした場合、業務実施体制が変

わることが予想され、この場合にはその都度契約変更が生じる場合があること。 

  ②すべての業務共通で、受注者からスライド請求があった都度、その対応が生じること。 

  ③発注の見通しで未公表の案件がある場合は情報管理に留意すること。 

 

第３ 実施時における留意事項 

3-1 契約期間 

  契約責任者は、本編 2-1（対象業務）に該当する場合において、契約期間の設定は契約中

工事の難易度を勘案し設定するものとする。なお、最大契約期間は原則３年とする。 

  なお、３年を経過しても工事が継続する場合には、再度、複数年契約を行うことを妨げ

るものではない。 

 

3-2 成績評定の取扱い 

本編に該当する場合における成績評定は、履行期間完了後も業務が継続する場合に履行

期間完了の３ヶ月前を目途に本要領第３編「成績評定」第 4 に示す事前評定を行うものと

する。 

 

第４ 賃金または物価の変動に基づく業務委託料の変更 

4-1 適用 

契約書第 24 条「賃金または物価の変動に基づく業務委託料の変更」の規定（以下「スラ

イド条項」という。）及び、共通仕様書 1-15「スライド条項の適用基準」は、原則として本

編を適用する複数年契約の業務に適用するものとし、事務手続きは、共通仕様書の規定に

より行うものとする。 

 

4-2 請求方法 

スライドの必要性の判断に用いる単価は、次によるものとする。 

単価 単価ファイル：スライド基準日の単価ファイル 

 

以 上 
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第６編 監督及び検査 

 

第１ 総 則 

1-1 目 的 

本編は、施工管理業務の契約の履行に係る監督及び検査に関する事務の取扱いについて、

定めることを目的とする。 

1-2 用語の定義 

本編において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

1) 契約責任者とは、実施細則第 2 条別表 1 に規定する者をいう。 

2) 検査責任者とは、実施細則第 2 条別表 2 に規定する者をいう。 

3) 監督とは、本編 2-5 に示す契約書類等における発注者の責務を適切に遂行するために、

業務実施状況の確認及び把握等を行い、また、必要に応じて受注者に対して指示等を行

い契約の適正な履行の確保のために行う次のことをいう。 

①施工管理業務契約書に基づく、発注者の権限とされる事項のうち、契約責任者が必

要と認めて委任した内容の処理 

②契約の履行について、受注者に対する必要な指示、承諾及び協議 

③施工管理業務の内容の変更、業務の一時中止等の必要があると認めた場合の措置 

④本編 2-2 に規定する副監督員等を置く場合は、副監督員等の指揮監督 

4) 検査とは、受注者が実施した業務実施内容等について本編 2-5 に示す契約書類等との

適否を判断することをいう。 

 

第２ 監督 

2-1 監督員 

1) 契約責任者が自ら監督員として当該業務を監督することが現実的に不可能で他の者を

監督員とすることが適切と判断されるときは、実施細則第 2 条第 5 項及び第 6 項に基づ

き、次の各号に定める者を監督員として置くことができるものとする。 

① 本社（組織規程（令和元年 5 月 30 日年規程第 1 号。）の契約責任者が契約した業

務の場合 

当該業務を担当する本社の課の長、室の主幹またはチームのリーダーとする。 

② 支社（組織規程第 19 条第 1 項に規定する支社をいう。）の契約責任者が契約した

業務の場合 

当該業務を担当する支社の課の長またはチームのリーダーとする。 

③ 事務所（組織規程第 22 条第 1 項に規定する事務所をいう）の契約責任者が契約

した業務の場合 

当該業務を担当する事務所の（担当）課、工事区または工事班の長とする。 

2) 契約責任者は、1)の各号に定める者を監督員として置くことが出来ない場合は、当該

業務の技術的条件を勘案し監督を厳正かつ的確に行うことが出来ると認められる者を監

督員として置くものとする。 

 

2-2 副監督員等 

1) 監督員は、監督を行う際の補助者として副監督員、主任補助監督員及び補助監督員（以

下「副監督員等」という。）が必要であると認める場合は、次の各号に定める者を置くも

のとする。 

なお、監督員は、次の各号に定める者を副監督員等と出来ない場合は、当該業務の技

術的条件を勘案し監督を厳正かつ的確に行うことが出来ると認められる者を置くものと

する。 

① 副監督員 
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本編 2-1 の 1)の①号及び②号（本社または支社の契約責任者が契約した業務）の

場合は、本社または当該支社の社員とする。 

② 主任補助監督員 

イ 本編 2-1 の 1)①（本社の契約責任者が契約した業務）の場合は、当該業務を担

当する課の課長代理、室の副主幹またはチームのサブリーターとする。 

ロ 本編 2-1 の 1)②（支社の契約責任者が契約した業務）の場合は、当該業務を担

当する支社の課の課長代理またはチームのサブリーダーとする 

③ 補助監督員 

イ 本編 2-1 の 1)①（本社の契約責任者が契約した業務）の場合は、当該業務を担

当する課、室またはチームの社員とする。 

ロ 本編 2-1 の 1)②（支社の契約責任者が契約した業務）の場合は、当該業務を担

当する支社の課またはチームの社員とする。 

ハ 本編 2-1 の 1)③（事務所の契約責任者が契約した業務）の場合は、当該業務を

担当する事務所の（担当）課、工事区または工事班の社員とする。 

 

2-3 監督員の権限の委任 

1) 監督員は、契約書で規定された権限の一部を副監督員等に委任することができる。 

2) 監督員は前項に基づき副監督員等に権限を委任する場合は、委任した内容を契約書類

等に明記しなければならない。 

 

2-4 副監督員等の通知 

1) 監督員は、本編 2-2 に基づき副監督員等を置いたときは、副監督員等の氏名、所属を

受注者に通知しなければならない。 

なお、副監督員等を変更したときも同様とする。 

 

2-5 監督員、副監督員等の業務 

  監督員及び副監督員等は、次の各号の書類（以下「契約書類等」という。）に基づき、

発注者の責務を遂行し受注者が業務を適正に履行されるよう監督（指示、承諾、協議、

通知）を行うものとする。 

① 施工管理業務契約書 

② 施工管理業務共通仕様書 

③ 特記仕様書 

④ 入札者（見積者）に対する指示書 

⑤ 質問書及び回答書 

⑥ 当該業務で適用すべき諸基準（各種施工管理要領等） 

⑦ その他①から⑥を補完する書類 

 

2-6 指揮監督 

1) 監督員は、本編 2-3 において副監督員等に委任した内容について、副監督員等が本編

2-5 に基づき行う監督業務を指揮監督するものとする。 

2) 副監督員は、監督員を補佐するとともに、主任補助監督員及び補助監督員が行う監督

業務に関して必要な助言を行うものとする。 

3) 主任補助監督員は、補助監督員が行う監督業務を総括するものとする。 

 

2-7 副監督員等の職務の代行 

1) 監督員は、本編 2-2 に基づき置いた副監督員等に事故があるときは、本編 2-4 に基づ

き受注者に通知した当該副監督員等を解除するものとする。 



第６編監督及び検査 

6-3 

 

2) 1)の場合において、監督員は、本編 2-3 で当該副監督員等に委任した権限の行使につ

いては、監督員自らが行うものとし、その旨を受注者に通知しなければならない。 

3) 監督員は、2)によらず本編 2-2 に基づき副監督員等を新たに置く場合は、本編 2-4 に

基づき受注者に通知しなければならない。 

 

第３ 検査 

3-1 検査の種類 

1) 検査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

① 完了検査 

② 事前検査 

③ 実施業務部分検査 

 

3-2 検査員が行う検査 

1) 検査責任者は、次の各号の検査を行うものとする。 

① 完了検査 

② 事前検査 

 

3-3 検査員 

1) 検査責任者は、規程第 12 条の規定に基づき自ら検査員となり、当該業務の検査を行う

ものとする。 

2) 検査責任者は、自らを補助する者が必要と認めた場合は、実施細則第 2 条第 5 項に基

づき、次の各号に定める者を検査員として任命することができるものとする。 

① 本社の契約責任者が契約した業務の場合は、検査責任者が所属する本社の当該業

務を担当する監督員及び副監督員等を除く課の長、室の主幹またはチームのリーダ

ー以上の役職者とする。 

② 支社の契約責任者が契約した業務の場合は、検査責任者が所属する支社の当該業

務を担当する課またはチームの社員及び当該業務を担当する監督員及び副監督員等

を除く課の長またはチームのリーダー以上の役職者とする。 

③ 事務所の契約責任者が契約した業務の場合は、検査責任者が所属する事務所の当

該業務の監督員を除く副所長とする。 

3) 検査責任者は、当該業務の検査の内容を勘案し、2)に掲げる者を補助する者が必要と

認めた場合は、当該業務を担当する監督員及び副監督員等並びに支社において当該業務

を担当する課またはチームの社員を除く社員を検査補助者として任命することができる。 

4) 検査責任者は、2)及び 3)に基づき検査員及び検査補助者を任命するものとする。 

5) 検査責任者は、2)に定める者を検査員として任命出来ない場合は、検査責任者が当該

業務の技術的条件を勘案し検査を厳正かつ的確に行うことが出来ると認められる者を検

査員として任命するものとする。 

 

3-4 完了検査 

1) 完了検査とは、契約書類等に基づき業務が完了したことを受注者から通知があった場

合に、業務の完了を確認するために行う検査をいう。 

2) 完了検査は、受注者から完了届の提出を受けた日の翌日から 14 日以内に受注者の立会

いのうえ行うものとする。 

3) 完了検査では実施業務部分検査において検査した部分を含むものとする。 

ただし、事前検査を行っている場合は、その検査の対象となった部分は除くものとする。 
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3-5 事前検査 

1) 事前検査とは、業務の履行途中において、適切に検査を実施し、その検査結果を第３

編「成績評定」4-2 に定める成績評定（事前評定）に反映させることを目的に行う、業

務の実施状況に関する技術検査をいう。 

2) 事前検査を行う時期は、業務の履行期間末から 3 か月前までに行うものとする。 

3) 事前検査では、事前検査実施までに実施業務部分検査において検査した部分を含むも

のとする。 

 

3-6 検査員が行う検査の依頼 

1) 契約責任者は、本編 3-2 に規定する検査が必要なときは次の各号に示す時期に、検査

責任者に検査を依頼するものとする。 

  なお、依頼の方法は、原則として調達管理システムにより行うものとする。 

① 完了検査の場合は、受注者より完了届の提出があったとき 

② 事前検査の場合は、当該業務の履行完了の日から 3 カ月前までの時期 

2) 検査責任者は、1)に基づき契約責任者から検査の依頼を受けたときは、監督員と検査

実施日時等を調整のうえ定め、検査を実施しなければならない。 

3) 事務所の契約責任者が契約した業務の場合は、1)は省略することができるものとする。 

 

3-7 検査員が行う検査の伝達 

1) 検査責任者は、当該業務の検査員の氏名及び役職並びに検査の実施日時を任意の書面

または電子メールにより監督員に伝達するものとする。 

2) 監督員は、1)に基づき伝達された検査員の氏名及び役職並びに検査実施日時を別に定

める共通仕様書の業務打合簿により受注者に通知するものとする。 

  なお、事前検査の場合は、検査実施日の 10 日前までに通知するものとする。 

 

3-8 検査員が行う検査に対する協力等 

1) 検査員は、検査を実施するため必要があると認めた場合は、契約書類等以外の関係書

類及び物件等の提示または事実関係の説明を監督員及び副監督員等に求めることができ

るものとする。 

 

3-9 検査員が行う検査に係る立会 

1) 検査員が行う検査には、監督員及び副監督員等が立会うものとする。 

 

3-10 検査員が行う検査の内容 

1) 検査員は、完了検査及び事前検査を行う場合は、業務実施状況を対象として、契約書

類等と対比して合否の判定を行うものとする。 

  なお、業務実施状況の検査内容は下表によるものとする。 

項目 関係書類 内容 

1 契約書等の適

合状況 

契約書、仕様書、特記仕様

書、業務指示簿、業務打合

簿等 

指示、承諾、協議事項等の処理内容、貸

与品貸付品の処理状況その他契約書類

等の適合状況（他に掲げる内容を除く） 

2 業務実施体制 業務実施計画書、管理技術

者の通知等 

適正な業務実施体制の確保状況 

3 履行状況 業務実施計画書、業務指示

簿、業務打合簿、業務状況

報告書等その他資料 

履行状況及び業務対象の工事及び調査

等業務における監督及び履行確認状況

並びに資料作成状況 



第６編監督及び検査 

6-5 

 

 

3-11 検査員が行う検査の報告 

1) 検査員は、完了検査の結果、当該業務が契約書類等に適合して完了していると認めら

れたときは、速やかに完了検査調書（別記様式第 1 号）（以下「検査調書」という。）を

作成し、検査責任者に報告しなければならない。 

2) 検査員は、事前検査が完了したときは、速やかに事前検査調書（別記様式第 2 号）を

作成し、検査責任者に報告しなければならない。 

3) 検査責任者自らが検査員となる場合は、1)及び 2)に基づく検査調書作成後の検査責任

者への報告は行う必要はない。 

 

3-12 検査員が行った検査結果の契約責任者への通知 

  検査責任者は、本編 3-11 の 1)の内容について報告を受けたときは、速やかに本編 3-11

に規定する検査調書を添付のうえ、契約責任者に通知しなければならない。 

 

3-13 監督員が行う検査 

1) 検査責任者は、実施業務部分検査を監督員に実施させるものとする。 

2) 監督員は、1)の検査を副監督員または主任補助監督員に実施させること 

ができるものとする。 

3) 監督員は、2)に基づき自ら検査を行わない場合は、副監督員または主任補助監督員か

ら検査の結果について報告を受けるものとする。 

 

3-14 実施業務部分検査 

1) 実施業務部分検査とは、受注者から業務の完了前に、契約書類等に基づき部分払の請

求があった場合に、当該請求に係る実施業務部分の確認を行う検査をいう。 

2) 実施業務部分検査は、契約書類等に基づき受注者から部分払いの請求に係る実施業務

部分検査願の提出があった場合は、提出を受けた日の翌日から 14 日以内に受注者の立会

いのうえ行うものとする。 

 

3-15 監督員が行う検査の実施に関する伝達 

  監督員は、本編 3-13 に基づき検査を行う場合は、検査実施日時を別に定める共通仕様

書の業務打合簿により受注者に通知するものとする。 

 

3-16 監督員が行う検査の内容及び方法 

  監督員が行う、本編 3-13 に基づき行う検査の内容は、実施状況を対象として、契約書

類等と対比して確認を行うものとする。 

なお、検査内容は次によるものとする。 

項目 関係書類 内容 

1 履行状況 業務実施計画書、業務指示

簿、業務打合簿、業務状況報

告書等その他資料 

履行状況及び業務対象の工事及び調

査等業務における監督及び履行確認

状況並びに資料作成状況 

 

3-17 監督員が行う検査の報告 

 1) 監督員は、本編 3-13 に基づく検査を行った場合は、速やかに次に示す書類を作成し、

検査責任者に報告しなければならない。 

① 実施業務部分検査調書（別記様式第 3 号） 
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3-18 監督員が行った検査結果の契約責任者への通知 

1) 検査責任者は、本編 3-17 の報告を受けたときは、速やかに本編 3-17 の実施業務部分

検査調書を添付のうえ、契約責任者に通知しなければならない。 

2) 事務所の検査責任者は、前項の規定にかかわらず、事務所の契約責任者に検査結果を

手交または電子メールにより伝達するものとする。 

 

第４ その他 

4-1 成績評定への活用 

1) 検査員は当該業務の検査を完了したとき、また、監督員等は当該業務が完成したとき

は、別に定めるところにより業務成績を評定しなければならない。 

2) 1)は、事前検査の完了したときも同様とする。 

 

4-2 その他 

1) 本編において、様式について定めがないものにあっては、現に効力を有する他の要領

等で規定されている様式によるものとする。 

2) 本編に定めのない監督や検査を行う必要がある場合は、本社と協議するものとする。 
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様式 

別記様式第 1号 

（第６編監督及び検査編 3-11） 

 

完了検査調書 

 

令和  年  月  日 

 

検査責任者 

〇〇 〇〇       

 

検査員         

            

          

 

 

 

１．業務名  

  

２．履行箇所  

  

  

３．業務概要  

 

 

 

  

４．履行期間 年  月  日から  

 年  月  日まで （    日間） 

  

５．業務委託料 業務委託料  円 

（精算額）  円 

 （消費税及び地方消費税相当額を含む） 

   

６．受注者名  

  

 

上記業務の完了検査を  年  月  日に実施したところ、契約書のとおり  年  月  

日に相違なく完了したものと認められたので、この調書を作成します。 

  

以  上 
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別記様式第 2号 

（第６編監督及び検査編 3-11） 

 

 

事前検査調書 

 

令和  年  月  日 

 

検査責任者 

〇〇 〇〇       

 

検査員         

            

          

 

 

 

１．業務名  

  

２．履行箇所  

  

  

３．業務概要  

  

４．履行期間 年  月  日から  

 年  月  日まで （    日間） 

  

５．業務委託料 業務委託料  円 

  （消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

６．受注者名  

  

 

上記業務の事前検査を実施したところ、  年  月  日までの間は契約書のとおり業務を

履行したと認められるので、この調書を作成します。 

  

以  上 
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別記様式第 3号 

（第６編監督及び検査編 3-17） 

 

 

実施業務部分検査調書（第 回） 

 

令和  年  月  日 

 

検査責任者 

〇〇 〇〇          

 

監督員         

            

 

 

１．業務名  

  

２．履行箇所  

  

  

３．業務概要  

  

４．履行期間 年  月  日から  

 年  月  日まで （    日間） 

  

５．検査対象 年  月  日から  

  期間 年  月  日まで  

  

６．業務委託料 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

７．前回までの検査済額 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

８．今回の検査額 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

９．累計検査済額 円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

  

10．受注者名  

  

 

上記業務の実施業務部分検査を実施したところ、検査対象期間においては契約書のとおり業務を履

行したと認められるので、この調書を作成します。 

以  上 
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施工管理等業務 積算基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【注意事項】 

（１）本積算基準に掲載した内容についての質問・問合せには応じられない。 

（２）本積算基準の全部または一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等への入力、また、第三者に譲渡、販売、配布

することを禁止する。 

（３）本積算基準を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。 
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第７編 施工管理等業務 積算基準 

１．適 用 

本編は、施工管理業務及び調査等管理業務（以下「施工管理等業務」という。）の積算に適用するものとする。 

 

２．積算価格の構成 

 

３．その他原価・一般管理費等 

（１） その他原価 

その他原価は、間接原価からなる。 

① 間接原価 

当該業務担当部署の部門管理者・事務職員の人件費、当該業務担当部署に係る地代家賃・賃借料・減価

償却費・消耗品費・通信運搬費等、当該業務の業務原価のうち直接原価以外のものとする。 

その他原価＝（直接人件費）×α／（１－α） 

α＝３５％（管理員Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ） 

α＝２５％（管理員Ⅳ） 

  

   （２） 一般管理費等 

一般管理費等は一般管理費及び付加利益からなる。 

① 一般管理費は、当該業務を実施する企業の当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員

給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、

交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等を含む。 

② 付加利益は、当該業務を実施する企業を、継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方

税、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証料、その他の営業外費用を含

む。 

一般管理費等＝（業務原価－出張旅費等－現場業務管理費－現場業務直接費）×β／（１－β） 

β＝３５％ 

業務原価 直接人件費直接原価

直接経費 管理用自動車

出張旅費等

一般管理費等

間接原価 その他原価

現場業務管理費

現場業務直接費

管理業務費

夜間立会
積算額設計金額

消費税相当額
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４．直接人件費 

（１） 管理業務費 

管理業務費とは、配置技術者が現場に常駐して施工管理等を行うもので、業務の規模（対象工事の工事

数もいう）及び工事等の内容に応じて、必要な配置技術者の人員及び管理員資格の区分を組み合わせて年

間業務を行うものをいう。 

(ⅰ)配置技術者の月額は、下記の単価により算出する。 

資格の区分 適 用 単 価 

管理員資格「管理員Ⅰ」 施工管理業務月額 技師Ｂ 

管理員資格「管理員Ⅱ」 施工管理業務月額 技師Ｃ 

管理員資格「管理員Ⅲ」 施工管理業務月額 技術員 

管理員資格「管理員Ⅳ」 施工管理業務月額 技術補助員 

     (ⅱ) 端数日を計上する場合は下記により算出するものとする。 

（例） ５ヶ月と10日間の場合 

５ヶ月＋
10

30
 ＝5.33ヶ月（小数第３位を四捨五入） 

 

（２） 夜間立会 

(ⅰ) 交通規制等の協議により定められた、夜間の特定の時間帯に実施する工事等の立会いを実施する場合に

適用する。 

(ⅱ) 夜間立会は、原則、日中の作業時間を夜間に振替、深夜手当て相当分を計上する。 

(ⅲ) 深夜手当の計上は、下記によるものとし、休憩時間を除いた６時間分を１人回とする。 

(ｲ) 22時から翌朝５時までの深夜作業 ･･････ 労働基準法第37条による。 

割増係数 ････････････････････････････ 同  上 

(ⅳ) 夜間立会は、管理員資格の区分ごとに、人回単価とし、深夜手当対象の時間内における立会い時間が４

時間未満の場合は、０．５人回、立会い時間が４時間以上の場合は全て１．０人回とする。 

５．直接経費 

 （１） 管理用自動車 

管理用自動車は、自動車賃料・燃料費を一括で年間必要分を計上する。なお、自動車運転手は原則として計

上しない。 

(ⅰ)  自動車賃料 

(ｲ) 自動車賃料 ･･････ リース料金とし、仕様及び料金は下記を参考に決定する。 

① 1,500ccライトバン（２ＷＤ）を標準とする 

② 寒冷地等の現地条件により必要とする場合は1,500ccライトバン（４ＷＤ）とする 

③ 月平均運転日数は19.5日／月とする。 

(ⅱ) 燃料費 

(ｲ) 燃料消費量（ガソリン） ･･････ 1,500ccクラス 2.6ℓ／ｈとする。 

(ﾛ) １日の運転時間は現場までの距離、現地状況、台数等を考慮のうえ決定する。 

   ただし、最高５時間までとする。 
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６．出張旅費等 

（１） 配置技術者出張旅費 

(ⅰ) 業務の遂行上、必要に応じて配置技術者を出張させることができる。 

(ⅱ) 配置技術者出張旅費は、配置技術者１人１ヶ月当り平均10,000円とする。 

(ⅲ) 配置技術者出張旅費は、当該設計にあらかじめ一式で計上しておき精算するものとする。 

旅費の算出にあたっては、旅行先別に調査等積算基準第１編１－４により交通費及び宿泊費を積上げるも

のとし、日当は計上しないものとする。 

 

（２） 有料道路通行料金 

有料道路通行料金は、下記(ⅰ)の場合に計上する。 

(ⅰ) 業務の遂行上有料道路を利用する必要があると認められる場合は、有料道路料金を計上することがで

きる。 

(ⅱ) 有料道路通行料金は、普通車の通行料金を計上する。また、月平均運転日数は、管理用自動車の燃料

費の算定に準ずる。 

(ⅲ) 有料道路通行料金は、当該設計にあらかじめ一式で計上しておき精算するものとする。精算は、精算

調書により行うものとする。精算は、普通車で当該利用時間内のＥＴＣによる無線通行を適用した場合

の最安値の通行料金を元に行うものとする。 

 

７．現場業務管理費 

（１） 事務員 

(ⅰ) 事務員の人件費は、年間配置分を計上する。 

(ⅱ) 端数日を計上する場合は，４．(１)(ⅱ)に準ずるものとする。 

 

（２） 滞在費 

(ⅰ) 滞在費とは、配置技術者が業務履行場所に常駐して業務を行うために必要な費用とする。 

(ⅱ) 滞在費は、管理員Ⅳ、事務員を除く全ての配置技術者について計上する。 

(ⅲ) 端数日を計上する場合は、４．(１)(ⅱ)に準ずるものとする。 

 

８．現場業務直接費 

（１） 水道光熱費 

全ての配置技術者及び事務員分の水道光熱費を１人・１ヶ月当りの単価で年間必要分を計上する。 

（２） 管理用事務室等費 

(ⅰ) 管理用事務室 

全ての配置技術者及び事務員分を対象に、貸与対象面積（管理用事務室）に対して１㎡・１ヶ月当りの単

価で年間必要分を計上する。 

(ⅱ) 管理用自動車保管場所 

全ての管理用自動車を対象に、貸与対象面積（駐車マス）に対して１㎡・１ヶ月当りの単価で年間必要分

を計上する。 

 

（３） パーソナルコンピュータ 

(ⅰ) 高速道路会社が貸与するパーソナルコンピュータの１人・１ヶ月当りの単価で年間必要分を計上する。 

(ⅱ) 見積者から提出される業務実施体制により、配置される全ての配置技術者及び事務員分のパーソナル
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コンピュータ費を一式として計上するものとする。 

(ⅲ) 端数日を計上する場合は，４．(１)(ⅱ)に準ずるものとする。 

(ⅳ) 全ての配置技術者及び事務員分のパーソナルコンピュータ費用を、１人・１ヶ月当りの単価で年間必

要分を計上する。 

 

 ９．その他 

（１） 随意契約扱いを行う場合の設計額の算出について 

(ⅰ) 契約比率を考慮した設計金額を算出するものとする。 

(ⅱ) 契約比率の算出について 

(1) 契約比率は、当初競争入札を行った時の契約金額（税抜き）を積算額（税抜き）で除したものとす

る。 

(2) ここでいう契約金額（税抜き）及び設計金額は次の金額を除いた金額とする。 

(ｲ) 出張旅費等及び現場業務直接費 

(ﾛ) その他仕様書等で金額を指定しているもの 

(3) 契約比率は、小数点以下第５位を四捨五入して４位止めとする。 

 

（２） 設計変更の事務手続き 

(ⅰ) 事務手続 

(1) 設計変更に伴い、契約済の工種（在来工種）に増減が生じる場合には、受注者から提出された内訳

書の単価に基づき金額を算出し、本要領第１編「契約事務」に基づき、既契約金額との増減額を受注

者に通知し、承諾書を徴収した後、契約を変更する。この場合において契約済の工種（在来工種）と

は、受注者から提出された内訳書の名称及び細目までをいうものとする。この場合、率をもって算定

されるその他原価及び一般管理費等については、下記（ⅱ）により計算するものとする。 

(2) 設計変更に伴い、名称又は細目の一部に未契約の工種（新規工種）が生じる場合には、本編に基づ

いて設計金額を作成し、本要領第１編「契約事務」に基づき、見積方通知書を交付し、見積書を徴収

した後、契約を変更する。この場合、率をもって算定されるその他原価及び一般管理費等については、

下記（ⅱ）により計算するものとする。 

(3) 上記(1)及び(2)が同時に生じる場合においては、(1)による手続き及び(2)による手続きを並行して

行い、変更契約書はその結果を合わせて作成するものとする。 
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(ⅱ) その他原価及び一般管理費等の算出方法 

（Ⅰ） 第１回変更設計の場合 

(1) その他原価 

(ｲ) 在来工種（当初契約）のその他原価（ＳＫ１） 

 

ＳＫ１＝     ×ＳＫ０ 

 

(ﾛ) 新規工種のその他原価（ＳＮ１） 

 

ＳＮ１＝ＡＮ１×α／（１－α）×（    ） 

 

 

(2) 一般管理費等 

(ｲ) 在来工種（当初契約）の一般管理費等（ＴＫ１） 

 

ＴＫ１＝            ×ＴＫ０ 

 

(ﾛ) 新規工種の一般管理費等（ＴＮ１） 

 

ＴＮ１＝（ＡＮ１＋ＡＮ２＋ＳＮ１）×β／（１－β）×（    ） 

 

ＡＫ０：当初契約の内訳書（受注者提出）の直接人件費の合計 

ＡＫ１：当初契約の内訳書（受注者提出）の直接経費の合計 

ＡＫ２：内訳書（受注者提出）の単価による設計変更後の在来工種の直接人件費の合計 

ＡＫ３：内訳書（受注者提出）の単価による設計変更後の在来工種の直接経費の合計 

ＡＮ１：新規工種の直接人件費の合計 

ＡＮ２：新規工種の直接経費の合計 

ＳＫ０：当初契約の内訳書（受注者提出）のその他原価 

ＴＫ０：当初契約の内訳書（受注者提出）の一般管理費等 

Ｘ  ：高速道路会社の当初積算額（調査等積算要領１－７－３(4)(ⅱ)の金額を除く） 

ＸＫ０：当初契約額（税抜き）（調査等積算要領１－７－３(4)(ⅱ)の金額を除く） 

α  ：35％（管理員Ⅳは25％） 

β  ：35％ 

 

（Ⅱ） 第２回変更設計の場合 

(1) その他原価 

(ｲ) 在来工種のその他原価（ＳＫ２） 

ＳＫ２＝ＳＫ1２＋ＳＭ1２ 

(a) 当初契約分のその他原価（ＳＫ1２） 

 

ＳＫ12＝     ×ＳＫ０ 

 

ＡＫ２ 

ＡＫ０ 

ＸＫ０ 

 Ｘ 

（ＡＫ２＋ＡＫ３＋ＳＫ１） 

（ＡＫ０＋ＡＫ１＋ＳＫ０） 

ＸＫ０ 

 Ｘ 

ＡＫ12 

ＡＫ０ 
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(b) 第１回設計変更時の新規工種分のその他原価（ＳＭ1２） 

 

ＳＭ12＝     ×ＳＭ１ 

 

(ﾛ) 新規工種のその他原価（ＳＮ２） 

（Ⅰ）(ⅰ)(ﾛ)による 

 

(2) 一般管理費等 

(ｲ) 在来工種の一般管理費等（ＴＫ２） 

ＴＫ２＝ＴＫ1２＋ＴＭ1２ 

(a) 当初契約分の一般管理費等（ＴＫ1２） 

 

ＴＫ１＝             ×ＴＫ０ 

 

(b) 第１回設計変更時の新規工種分の一般管理費等（ＴＭ1２） 

 

ＴＭ12＝             ×ＴＭ１ 

 

(ﾛ) 新規工種の一般管理費等（ＴＮ２） 

（Ⅰ）(ⅱ)(ﾛ)による 

 

ＡＫ12：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の在来工種（当初契約分）の設計変更後の直接人

件費の合計 

ＡＫ13：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の在来工種（当初契約分）の設計変更後の直接経

費の合計 

ＡＭ12：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の新規工種分の設計変更後の直接人件費の合計 

ＡＭ13：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の新規工種分の設計変更後の直接経費の合計 

ＡＫ０：当初契約の内訳書（受注者提出）の直接人件費の合計 

ＡＫ１：当初契約の内訳書（受注者提出）の直接経費の合計 

ＡＭ１：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の新規工種の直接人件費の合計 

ＡＭ２：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の新規工種の直接経費の合計 

ＳＫ０：当初契約の内訳書（受注者提出）のその他原価 

ＳＭ１：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の新規工種分のその他原価 

ＴＫ０：当初契約の内訳書（受注者提出）の一般管理費等 

ＴＭ１：第１回変更契約の内訳書（受注者提出）の新規工種分の一般管理費等 

 

 

ＡＭ12 

ＡＭ１ 

（ＡＫ12＋ＡＫ13＋ＳＫ12） 

（ＡＫ０＋ＡＫ１＋ＳＫ０） 

（ＡＭ12＋ＡＭ13＋ＳＭ12） 

（ＡＭ１＋ＡＭ２＋ＳＭ１） 


